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第Ⅵ章 総括 −今後の社会的養育推進計画の在り⽅について− 
 
１．推進計画の記載内容・指標の在り⽅                        
（１）現⾏計画の取組状況を踏まえた、新たな推進計画に向けた策定要領の⾒直し 
①連動して検討すべき項⽬の明⽰ 
○ 策定要領の各項⽬は密接に関連していることから、推進計画の策定に当たっては、⾃治体にお

いて、関連する項⽬間での連動を意識して社会的養育推進の取組について検討を⾏い、計画に
位置づけていくことが重要である。 

○ 現計画において、⾃治体において⼗分に意識されているか定かでないことから、新たな策定要
領においては、推進計画の各項⽬において関連して検討すべき項⽬や内容について明⽰し、連
動して取組の検討を⾏うよう促していくことが考えられる。 
 

②計画に記載すべき内容の統⼀と計画的な整備⽅針の検討（地域の現状、整備取組⽅針、定量的な整備
⽬標等） 
○ 当研究所が実施した昨年度の調査研究（都道府件社会的養育推進計画の好事例作成と⾃治体向

けシンポジウム（都道府県社会的養育推進計画の実践に向けた調査研究））においても指摘して
いるが、現⾏策定要領の下で各⾃治体において策定された計画については、記載内容の充実度に
は⼤きな差がみられるところである。また、社会的養育専⾨委員会の報告書（令和４年２⽉）に
おいては、推進計画について、資源の計画的な整備⽅針のための計画とする必要があるとされた
ところである。 

○ これらを踏まえ、⾃治体による推進計画の記載内容のばらつきを防ぎ、整備のための計画とする
ためにも、推進計画においては、各項⽬について、当該⾃治体の「地域の現状」、「整備取組⽅針」
及び「定量的な整備⽬標等」を記載するよう、新たな策定要領において明⽰することが考えられ
る。 

○ あわせて、計画的な整備取組⽅針や定量的な整備⽬標等を検討するためには、地域の現状を踏ま
えた⽀援の必要量の⾒込を踏まえることが必要である。現⾏の策定要領においても、代替養育を
必要とする⼦どもの数及び⾥親等委託を必要とする⼦どもの数について、各年度の⾒込数を算
出することとされているが、社会的養育専⾨委員会報告を踏まえ、資源の計画的な整備⽅針のた
めの計画とするためには、策定要領上の各項⽬において、⽀援の必要量の⾒込を算出した上で整
備⽅針等を検討することが望ましい。 
 

③評価のための指標の設定 
○ 現⾏の策定要領においては、毎年、国において、都道府県等の社会的養育の取組状況について評

価・分析を⾏い、これを公表することとされているが、現⾏の策定要領においては、評価のため
の指標は例⽰にとどまり、取組の進捗状況を図る統⼀的な指標が設定されているとは⾔い難い。
このため、令和３年３⽉時点で公表されている国の評価についても、特に⽬標設定が求められて
いた⾥親委託率にフォーカスした形での⾒える化にとどまっている現状にある。 

○ こうした点を踏まえ、社会的養育専⾨委員会の報告書（令和４年２⽉）においては、「この計画
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で整備された資源が⼦どもや保護者のニーズに適切に応えられていることが重要であり、整備
された資源による効果や課題について、適切な指標を設けて都道府県等に対して実態把握・分析
を促していくとともに、「⾒える化」を図ることにより国は確認していくことが必要である」と
された。 

○ これを踏まえ、計画の推進状況を測る指標として、各項⽬において統⼀的な評価のための指標を
設定することが必要である。その際、地域の現状を踏まえ、⾃治体独⾃の指標を設定することも
考えられる。 

 
（２）今般の児童福祉法改正等を踏まえた策定要領の具体的な項⽬⽴て 
○ 令和４年改正児童福祉法において、新たに意⾒表明等⽀援事業や妊産婦等⽣活援助事業、親⼦再

統合事業等の多くの事業が法律上位置づけられた。また、こども家庭センターの設置により児童
福祉分野と⺟⼦保健分野との⼀体的な相談⽀援体制を市町村に整え、家庭⽀援事業（⼦育て短期
⽀援事業、養育⽀援訪問事業、⼀時預かり事業・⼦育て世帯訪問⽀援事業、児童育成⽀援拠点事
業及び親⼦関係形成⽀援事業の６事業。以下同じ。）の創出とあわせて、虐待を未然に防ぐ観点
から市町村における家庭⽀援の強化が⽬指されている。加えて、⾥親家庭への⽀援を包括的に担
う⾥親⽀援センターの創設、社会的養護経験者等に対する⽀援が都道府県の業務と明確化され
るなどの⽀援についても位置づけられたところである。 

○ これらの改正内容を踏まえ、⽀援を必要とする妊婦等への⽀援、親⼦関係再構築の⽀援につい
て、新たに項⽬⽴てを追加するとともに、「市区町村の⼦ども家庭⽀援体制の構築等に向けた都
道府県の取組」、「社会的養護⾃⽴⽀援の推進に向けた取組」についても、内容を充実させること
が適当である。 

○ また、項⽬の構成については、家庭養育優先及びパーマネンシー保障の理念に基づく⽀援の在り
⽅に沿って並び順を⾒直すことが適当である。 

○ 以上を踏まえ、新たな項⽬⽴てについて、以下のとおりとすることが考えられる 
 

【新たな項⽬⽴ての案】※下線部分が新たな項⽬ 
① 都道府県における社会的養育の体制整備の基本的考え⽅（パーマネンシー保障5）及び全体像  
② 社会的養育関連の⼦どもの権利擁護の取組（意⾒聴取・アドボカシー） 
③ 市区町村の⼦ども家庭⽀援体制の構築等に向けた都道府県の取組 

     (ⅰ)市区町村の相談⽀援体制の整備に向けた都道府県の⽀援・取組 
     (ⅱ)市区町村の家庭⽀援事業の整備に向けた都道府県の⽀援・取組 
     (ⅲ)児童家庭⽀援センターの機能強化及び設置促進に向けた取組 

④ ⽀援を必要とする妊婦等の⽀援に向けた取組 
⑤ 各年度における代替養育を必要とする⼦ども数の⾒込み 
⑥ 代替養育されている⼦どものパーマネンシー保障に向けた取組 

(ⅰ)児童相談所におけるケースマネジメント体制の構築に向けた取組 
(ⅱ)親⼦関係再構築に向けた取組 

 
5 「パーマネンシー保障」については、第Ⅷ章「資料編」−１を参照。 



 

 96 

(ⅲ)特別養⼦縁組等の推進のための⽀援体制の構築に向けた取組 
    ⑦ ⾥親等への委託の推進に向けた取組 

(ⅰ)⾥親やファミリーホームへの委託⼦ども数の⾒込み 
(ⅱ)⾥親⽀援業務の包括的な実施体制の構築に向けた取組 

⑧ 施設の⼩規模かつ地域分散化、⾼機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組 
(ⅰ)施設で養育が必要な⼦ども数の⾒込み 
(ⅱ)施設の⼩規模かつ地域分散化、⾼機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組 

⑨ 社会的養護⾃⽴⽀援の推進に向けた取組 
(ⅰ)⾃⽴⽀援を必要とする社会的養護経験者数の⾒込み及び実態把握 
(ⅱ)社会的養護経験者の⾃⽴に向けた取組 

    ⑩ 児童相談所の強化等に向けた取組 
(ⅰ)中核市・特別区の児童相談所設置に向けた取組 
(ⅱ)都道府県（児童相談所）における⼈材確保・育成に向けた取組 

   ⑪  ⼀時保護改⾰に向けた取組 
   ⑫ 留意事項 
 
（３）新たな策定要領における各項⽬の記載事項及び評価のための指標等 
  １（１）及び（２）を踏まえ、新たな策定要領の項⽬⽴てに沿って、⼀部の項⽬を除き、それぞれ、

ア．新たな計画策定要領に盛り込むべき事項（連動して取り組むべき項⽬を含む。）、イ．連動して検
討すべき項⽬、ウ．評価のための指標、エ．整備⽬標について整理を⾏った。 

 
 ①都道府県における社会的養育の体制整備の基本的考え⽅（パーマネンシー保障）及び全体像 
  ア．新たな計画策定要領に盛り込むべき事項 
  （パーマネンシー保障の理念の明確化） 
○ 現⾏の策定要領においても、「家庭養育優先原則」の徹底について記載されているが、都道府

県等における家庭養育優先原則を徹底し、⼦どもの最善の利益を実現していくためにも、新た
な計画策定要領においても、令和４年改正児童福祉法の内容も踏まえて、パーマネンシー保障
の考え⽅も明記することが重要である。 

 
 （推進計画の策定等における当事者の参画・意⾒聴取等） 
○ 現⾏の策定要領においても、計画策定には幅広い関係者の参画の下に⾏うこと等が⽰されてい

るが、推進計画策定等の際には、社会的養護当事者（経験者及び養⼦縁組成⽴児童を含む）の
委員としての複数参画を基本とした上で、⾥親・ファミリーホーム、施設等に在籍している⼦
どもに対してヒアリングやアンケートによる意⾒聴取を⾏い、その内容を⼗分に反映させるこ
ととすることが適当である。計画策定段階に限らず、ＰＤＣＡサイクルの各段階での当事者の
参画も必要との意⾒もあった。 

○ なお、ヒアリング等により、直接意⾒聴取を⾏う際には、丁寧な説明（聞くことの理由・意
図、話すことの意義、匿名性の担保、話す内容によって不利益を被ることがないこと、聞き取
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りはあくまで⾃由参加であること）と、その意⾒の反映結果についての報告を⾏うことに留意
すべきである。 

○ また、安全を確保した⼦どもへの聞き取り⽅法については、社会的養護経験者全国交流会の
「⼦どもアドボカシーにおける⼦どもの聞きやすい状況説明」や NPO法⼈インターナショナ
ル・フォスターケア・アライアンス（IFCA）の「ストラテジック・シェアリング」等を参照
することが望ましいとの意⾒もあった。 
 

（都道府県と市区町村との連携体制について） 
○ ⼦どもや保護者等への⽀援に当たっては、都道府県と市区町村との連携が必要不可⽋であり、

児童相談所運営指針に⽰されているとおり、児童相談所による市区町村職員の専⾨性向上のた
めの研修の実施をはじめ、市区町村から送致を受けた事案についての情報の共有、在宅指導措
置の委託・市区町村送致を実施する際の事前の⼗分な協議など、都道府県等と市区町村の役割
と機能を理解・尊重した上で、円滑で⼀体的な連携を⾏うことが重要である。  

○ また、推進計画の策定・⾒直しに当たっては、地域の⼦どもやその保護者に対する⽀援を担う
市区町村の意⾒を反映するとともに、今般創設された家庭⽀援事業をはじめ、市区町村におけ
る⽀援においても、社会的養育とのつながりを意識して取り組む必要がある。 

○ このため、都道府県における⼦ども・⼦育て⽀援担当部局等と連携を図ることにより、推進計
画の内容と、⼦ども・⼦育て⽀援事業⽀援計画（都道府県計画）及び⼦ども・⼦育て⽀援事業
計画（市区町村計画）との整合が図られるようにすることが望ましい。 

○ 加えて、都道府県の役割としては、広域的な⾒地から、例えば、児童家庭⽀援センター等によ
る⽀援について、都道府県内の市区町村間で受けられるサービスに格差が⽣じないよう、計画
策定に当たって、適正な⽀援体制を整備するよう検討を⾏うなどが考えられ、これらの考え⽅
を策定要領において明記することが考えられる。 

○ なお、⼈材確保や育成は児童相談所、市区町村、児童家庭⽀援センター等に共通する課題であ
り、責任主体を明確化するべきとの意⾒や、数だけでなく質の担保の重要性についても盛り込
む必要があるとの意⾒があった。 
 

（その他） 
○ このほか、障害児⼊所施設（福祉型）に措置⼊所している児童については、虐待（疑いあり）

を理由とする⼊所が約 35％と最も多く（厚⽣労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 
障害児・発達障害者⽀援室調べ（平成 31 年３⽉ 26⽇時点））、また、児童相談所による措置を
経て⼊所しているため、社会的養護の⼦どもに含め、社会的養育推進計画の対象として検討を
⾏うべきとの意⾒もあった。 

○ ⼀⽅で、⾃治体によっては、契約⼊所が多いなど差異があり、各⾃治体の実態を踏まえて検討
すべきとの意⾒もあり、引き続き、社会的養育推進計画における障害児の位置づけについて
は、検討を深めることが望ましい。 
 

 イ．評価のための指標 
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アのとおり、引き続きの検討が必要な事項となるが、「障害児⼊所施設（福祉型）に措置⼊所し
ている障害児数」を社会的養護の⼦ども数に含めた上で、全体児童数のうちの割合を算出したもの
について、⾃治体で把握することも考えられるとの意⾒もあった。 

 
 ②社会的養護関連の⼦どもの権利擁護の取組（意⾒聴取・アドボカシー） 
  ア．新たな計画策定要領に盛り込むべき事項 
  （⼦どもの意⾒形成⽀援及び意⾒聴取に係る留意点） 

○ 現⾏の策定要領においては、当事者である⼦どもからの意⾒聴取や意⾒を酌み取る⽅策、⼦ど
もの権利を代弁する⽅策について、各都道府県の実情に応じた取組を進めることとされてい
る。 

○ これについては、⼦どもからの意⾒聴取や⼦どもの権利の代弁に先んじて、⼦どもの意⾒形成
を⽀援することも重要であることを明記するとともに、 

・ 特に低年齢の段階から、権利ノートの配布など、分かりやすい権利学習機会を提供する 
・ また、その際には、⼦どもが理解しやすいよう配慮を⾏い、また、⼦どもが⼗分に理解して

いることの確認を⾏う 
 等に留意するよう⽰すことが考えられる。 
○ また、⼦どもの権利擁護に当たっては、 
・ ⼦どもが⾃分の意⾒を表明する上で使える⼿段（SNS・メール・⼿紙・電話等による相談、
施設等における第三者委員の活⽤、意⾒箱の設置、定期的な訪問アドボケイトなど）を⼦ど
も⾃⾝に⼗分に周知するとともに、 

・ ⼦どもからの意⾒聴取の際には、その担当者は、可能な限り、児童相談所・⼀時保護所・⾥
親・ファミリーホーム・施設職員など当事者と関係性（利害関係）のある⼈を避け、第三者
を中⼼としつつ、当事者・経験者によるピアサポートも含めて、⼦どもが意⾒を述べやすい
⼈物・場所・雰囲気に配慮する 

等に留意することを⽰すことが考えられる。 
○ 加えて、現⾏も、社会的養護に関する施策を検討する際には、当事者である⼦どもの複数の参

画を求めること等について⽰されているが、①ア同様、児童虐待防⽌施策の検討、権利擁護の
ためのツールの作成等、⾃治体において社会的養護に関する施策を検討する際には、社会的養
護当事者（経験者及び養⼦縁組成⽴児童を含む）の委員としての複数参画を基本とした上で、
当事者に対してヒアリングやアンケートによる意⾒聴取を⾏い、その内容を⼗分に反映させる
こととすることが適当である。なお、当事者である⼦どもの参画の在り⽅については、当事者
等によって構成される諮問委員会のような会議を設置し、意⾒を求めるなどの⽅法も検討すべ
きであるとの意⾒があった。 

 
 （措置決定等の際の⼦どもへの意⾒聴取・説明） 
○ 今般の改正児童福祉法において、施設⼊所、⾥親委託、在宅指導等の措置や⼀時保護の決定時

には、⼦どもの最善の利益を考慮するとともに、⼦どもの意⾒⼜は意向を勘案して措置等を⾏
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うため、あらかじめ、年齢、発達の状況その他の⼦どもの事情に応じた意⾒聴取等の措置をと
ることとされた。 

○ 現⾏の策定要領においても、措置時等における定期的な⼦どもへの説明や意⾒聴取を求めてい
るが、新たな策定要領においては、本年度国において実施している調査研究内容も踏まえ、改
めて、改正を踏まえた⼦どもの権利擁護の取組を都道府県に求めていくことが考えられる。 

○ なお、本⼈が⼀時保護を拒否しているケースに関しては児童福祉審議会への諮問を検討するこ
とも考えられるところであり、その活⽤についても留意されたい。 

 
（⼦どもの権利擁護に係る体制の整備） 
○ ⼦どもの権利擁護を進めるためには、都道府県等における体制の整備が重要であることから、

現⾏の策定要領の内容に加えて、 
・ 社会的養育に関わる関係職員（児童相談所、⼀時保護所、⾥親、ファミリーホーム、施

設、⾥親⽀援センター、児童家庭⽀援センター、意⾒表明等⽀援事業に携わる者）に対す
る⼦どもの権利や権利擁護⼿段に関する研修の定期的な実施 

・ ⼦どもの権利擁護に関わる相談機関として、児童福祉審議会における⼦どもの権利擁護部
会の新設や、⺠間機関への事業委託等による体制整備 

を進めるよう求めるべきといった意⾒もあった。 
 
  イ．連動して検討すべき項⽬ 

○ 本項⽬については、 
⑥代替養育されている⼦どものパーマネンシー保障に向けた取組 
⑦⾥親等への委託の推進に向けた取組 
⑧施設の⼩規模かつ地域分散化、⾼機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組 
⑨社会的養護⾃⽴⽀援の推進に向けた取組 
⑪                 ⼀時保護改⾰に向けた取組 

などの項⽬とあわせて取組について検討を⾏うことが望ましいことを⽰すことが考えられる。 
 

 ウ．評価のための指標  
○ ⼦どもの権利擁護の取組を評価するための指標としては、 
・ 社会的養育に関わる関係職員（児童相談所、⼀時保護所、⾥親、ファミリーホーム、施設、

⾥親⽀援センター、児童家庭⽀援センター、意⾒表明等⽀援事業の委託先団体等の職員）に
対する⼦どもの権利や権利擁護⼿段に関する研修の実施状況 

・ 社会的養育施策策定の際の検討委員会への委員としての当事者参画の有無や、措置・委託児
童に対するヒアリングやアンケートの実施の有無 

・ 意⾒表明等⽀援事業の実施の有無、実施した⼈数、第三者への事業委託状況（⼦どもと利益
相反のない独⽴性を担保しているのか）等 

などについて、⾃治体において定量的な⽬標設定をした上で、その進捗について国による公
表・評価の対象とすることが考えられる。 
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○ なお、上記の意⾒表明等⽀援事業の指標については、今後の調査研究において、以下のような

指標の設定も含め、引き続き検討を深めることが望ましい。 
・ ⼀時保護所、⼀時保護委託先、措置・委託先ごとの、⼦どもの意⾒表明等⽀援事業の認知度

（事業の存在、利⽤⽅法／等） 
・ ⼀時保護所、⼀時保護委託先、措置・委託先ごとの、意⾒表明等⽀援事業を利⽤しやすいと

⼦ども本⼈が感じている程度 
 

○ また、⾃治体による定量的な整備⽬標の設定にはなじまないものの、 
・ 措置児童、⼀時保護所⼊所児童及び⼀時保護委託児童を対象とした、児童福祉審議会、権利
ノート、意⾒箱、第三者委員、訪問アドボケイト等⼦どもの権利擁護に関する取組に係る⼦
ども本⼈の認知度（知っているか）、利⽤度（利⽤したことがあるか）、満⾜度（利⽤してど
うだったか） 

・ 児童福祉法第 27条第６項及び児童福祉法施⾏令第 32条の規定に基づく児童相談所と⼦ど
も・保護者の意⾒相違ケース、⼀時保護所、⼀時保護委託先、措置先における⽣活の困りご
と・要望や権利侵害等の処遇に関する意⾒が⼦どもからあったケースについて、これらケー
スごとに調査審議件数及び申⽴て件数 

・ 児童福祉審議会において社会的養護当事者（経験者及び養⼦縁組成⽴児童を含む）の委員と
しての参画があった割合 

・ 児童福祉審議会において直接⼦どもから意⾒聴取を⾏った回数・⼈数（意⾒相違ケース、意
⾒表明ケースごとに） 

・ ⼦どもに対する権利・権利擁護に関わるプログラムや研修等の実施数 
等については、国による公表・評価の対象とすることが考えられ、取組推進の⽅針など定性的な
取組内容について定めることとするなどについて、検討を深めることが適当である。 
 もっとも、措置児童、⼀時保護所⼊所児童及び⼀時保護委託児童を対象とした、児童福祉審議
会、権利ノート、意⾒箱、第三者委員、訪問アドボケイト等⼦どもの権利擁護に関する取組に係
る認知度、利⽤度、満⾜度については、アンケート調査の実施等⾃治体の負担等にも鑑み、指標
の設定の在り⽅等について引き続き検討が必要である。 

また、⼦どもに対する権利・権利擁護に関わるプログラムや研修等の実施に当たっては、集団
的な研修だけでなく、訪問アドボケイトや意⾒表明等⽀援員による意⾒表明⽀援などの個別の⽀
援のほか、ライフストーリーワークなども⾏うべきであるとの意⾒や、基本的には⼦ども全員に
研修等を実施する前提の上で、強制するのではなくあくまで⼦どもの希望に添って⾏われること
が望ましいとの意⾒もあった。 

 
○ さらに、国による定期的な評価・公表の対象にはなじまないが、「⼀時保護、措置・委託先に

おいて⾃分の⽣活にどの程度満⾜しているか、安⼼・安全な⽣活を出来ているのか感じている
程度」については、実施⾃治体において、対象児童等にアンケートを実施する等により把握す
ることも重要であるとの意⾒や、「⼦どもの権利ノートについて⼊所時に渡しているか、内容
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を説明しているか、渡しっぱなしにせず児童福祉司記⼊欄などを更新しているか」、「児童福祉
審議会における⼦どもの権利擁護部会の設置の有無、年単位の開催回数」等についても評価の
指標とすることが望ましいといった意⾒もあった。 

 
 エ．整備⽬標 
○ ウを踏まえ、地域の現状（現在の資源の整備状況等）を把握した上で 
・ 社会的養育に関わる関係職員（児童相談所、⼀時保護所、⾥親、ファミリーホーム、施設、

⾥親⽀援センター、児童家庭⽀援センター、意⾒表明等⽀援事業の委託先団体等の職員）に
対する⼦どもの権利や権利擁護⼿段に関する研修の実施状況 

・ 社会的養育施策策定の際の検討委員会への委員としての当事者の参画の有無や、措置・委託
児童に対するヒアリングやアンケートの実施の有無 

・ 意⾒表明等⽀援事業の実施の有無、実施した⼈数、第三者への事業委託状況（⼦どもと利益
相反のない独⽴性を担保しているのか）等 

について、推進計画において、それぞれ定量的な整備⽬標を記載することとすることが考えられ
る。 
 

○ また、 
・ 措置児童、⼀時保護所⼊所児童及び⼀時保護委託児童を対象とした、児童福祉審議会、権利
ノート、意⾒箱、第三者委員、訪問アドボケイト等⼦どもの権利擁護に関する取組に係る⼦
ども本⼈の認知度、利⽤度、満⾜度 

・ 児童福祉審議会における措置先等における要望等の処遇に関する意⾒が⼦どもからあったケ
ースに関する申⽴て件数 

・ 児童福祉審議会において社会的養護当事者（経験者及び養⼦縁組成⽴児童を含む）の委員と
しての参画があった割合 

・ 児童福祉審議会において直接⼦どもから意⾒聴取を⾏った回数・⼈数（意⾒相違ケース、措
置先等における要望等の処遇に関する意⾒が⼦どもからあったケースごとに） 

・ ⼦どもに対する権利・権利擁護に関わるプログラムや研修等の実施数 
については、取組⽅針などそれぞれ定性的な取組内容を記載することとすることが考えられる。 

     
   ③市区町村の⼦ども家庭⽀援体制の構築等に向けた都道府県の取組 

(ⅰ)市区町村の相談⽀援体制の整備に向けた都道府県の⽀援・取組 
  ア．新たな計画策定要領に盛り込むべき事項   
  （市区町村における予防的⽀援の重要性） 

○ 今般の改正児童福祉法によるこども家庭センターの設置等の相談⽀援体制の施⾏に当たっては、
市区町村において、⼦育て家庭に対して、虐待等に⾄る前にどれだけ家庭の⽀援ニーズを把握
し、家庭⽀援事業等の必要な⽀援に結びつけることができるかという予防的⽀援の視点が⾮常
に重要である。 
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（都道府県と市区町村との連携、⼈材育成） 
○ ①アで記載したとおり、市区町村から送致を受けた事案についての情報の共有、在宅指導措置

の委託・市区町村送致を実施する際の事前の⼗分な協議など、都道府県等と市区町村の役割と
機能を理解・尊重した上で、円滑で⼀体的な連携を⾏うことが重要である。  

○ 現⾏の策定要領においても、⼦ども家庭⽀援に携わる職員の⼈材育成⽀援策の策定について記
載されているが、市区町村職員に対する研修等の実施により、⽇頃から⼦育て家庭と接点を持
つような市区町村の相談⽀援体制を担う⼈材の育成が重要であり、研修の実施に当たっては、
児童相談所職員と⼀緒に研修を⾏うことや、社会福祉協議会に委託された児童相談所向けの研
修に市区町村職員も参加可能とすること、要対協担当者向けの研修を児童福祉司法定研修と併
せて実施すること等により児童相談所と市区町村とがお互いの専⾨性について理解を深めるこ
とも考えられる。 

○ また、関係する市区町村職員に児童相談所援助⽅針会議に参加を促し、実際の児童相談所職員
のケース検討を⾒てアセスメントのポイントを共有するなどの⽅法も考えられる。 

○ このほか、市区町村に社会福祉⼠や精神保健福祉⼠等の国家資格を持った⼈材を配置して専⾨
性を⾼める必要があるとの意⾒もあった。 

 
  （ヤングケアラーに対する⽀援） 

○ さらに、ヤングケアラーに対する⽀援については、⼦ども家庭福祉分野だけでなく、家庭におけ
る⾼齢・障害・公的扶助等の他分野の資源が必要であるため、こども家庭センターを中⼼とした
⽀援の連携体制の整備が重要なだけでなく、重層的⽀援体制の観点も重要であると考えられる。 
 

  イ．連動して検討すべき項⽬ 
○ 本項⽬については、 
③市区町村の⼦ども家庭⽀援体制の構築等に向けた都道府県の取組のうち、(ⅱ)市区町村の家
庭⽀援事業の整備に向けた都道府県の⽀援・取組、(ⅲ)児童家庭⽀援センターの機能強化及び
設置促進に向けた取組 
④⽀援を必要とする妊婦等の⽀援に向けた取組 
⑥代替養育されている⼦どものパーマネンシー保障に向けた取組のうち、(ⅰ)児童相談所にお
けるケースマネジメント体制の構築に向けた取組、(ⅱ)親⼦関係再構築に向けた取組 
⑩児童相談所の強化等に向けた取組のうち、(ⅱ)都道府県（児童相談所）における⼈材確保・
育成に向けた取組 

などの項⽬とあわせて取組について検討を⾏うことが望ましいことを⽰すことが考えられる。 
 
  ウ．評価のための指標   

○ 市区町村の相談⽀援体制の整備に向けた都道府県の⽀援・取組を評価するための指標としては、 
・ こども家庭センターの設置数 
・ ⼦ども家庭福祉⾏政に携わる市区町村職員に対する研修の受講者数とその割合 

について、定量的な⽬標設定をした上で、その進捗について国による公表・評価の対象とするこ
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とが考えられる。 
 

○ また、⾃治体における定量的な整備⽬標の設定にはなじまないものと考えられるが、 
・ 市区町村の⼈材育成に係る体制整備（都道府県と市区町村との⼈材交流、⼦ども家庭福祉⾏政

に携わる市区町村職員に対する研修の在り⽅等） 
・ こども家庭センターにおけるサポートプランの策定状況 
・ 市区町村への指導委託の件数と割合（分⺟：指導委託全件数） 

については、国による公表・評価の対象とすることが考えられ、取組の推進に向けた取組⽅針な
ど定性的な⽬標設定を⾏うなどの検討を深めるべきである。 

    サポートプランの策定状況については、具体的な指標の在り⽅や、市区町村ごとのばらつきを
どのように調整するのかといった点についても、国における今年度の調査研究の内容を踏まえて
検討を深めることが望ましい。 

    また、市区町村との連携状況の評価に当たっては、児童虐待相談対応件数に占める指導委託の
割合も併記してはどうかとの意⾒もあった。 

   
○ このほか、国による定期的な評価・公表の対象にはなじまないが、「こども家庭センターにおける

国家資格（社会福祉⼠・精神保健福祉⼠）を持ったソーシャルワーカーの配置数」や「要保護児
童対策地域協議会に登録された要保護・要⽀援児童・特定妊婦のうち、市区町村の児童福祉⼜は
⺟⼦保健の担当部署が関わるケース数」についても指標として考えられるといった意⾒もあった。 

  
エ．整備⽬標 
○ ウを踏まえ、地域の現状（要⽀援・要保護児童数、⽀援を必要とする妊婦等の数、在宅指導措

置移⾏児童数等の⾒込みなどを踏まえた⽀援の必要量及び現在の地域資源の整備状況等）を把
握した上で、 
・ こども家庭センターの設置数 
・ ⼦ども家庭福祉⾏政に携わる市区町村職員に対する研修の受講者数とその割合 
については、推進計画において定量的な整備⽬標を記載することとすることが考えられる。 
 

○ また、 
・ 市区町村の⼈材育成に係る体制整備（都道府県と市区町村との⼈材交流、⼦ども家庭福祉⾏
政に携わる市区町村職員に対する研修の在り⽅等） 

・ こども家庭センターにおけるサポートプランの策定状況 
・ 市区町村への指導委託の件数と割合 
については、市区町村における⼈材育成に係る体制整備や児童相談所と市区町村との連携促進等
に向けて、それぞれ定性的な取組内容を記載することとすることが考えられる。 

 
(ⅱ)市区町村の家庭⽀援事業の整備に向けた都道府県の⽀援・取組 

  ア．新たな計画策定要領に盛り込むべき事項 
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  （都道府県と市区町村との連携） 
○ 現⾏の策定要領においても、市区町村の⽀援メニューの充実について記載されているが、今般

の改正児童福祉法により創設された家庭⽀援事業については、要⽀援家庭等に対する予防的⽀
援として重要な役割を果たすものであることから、広域的な⾒地からその整備促進を図るため、
都道府県としても管内市区町村の取組⽅針を把握し、都道府県としての⽀援・取組を推進計画
に記載していくことが望ましい。 

○ そのためにも、推進計画の内容と、⼦ども・⼦育て⽀援事業⽀援計画（都道府県計画）及び⼦ど
も・⼦育て⽀援事業計画（市区町村計画）との整合が図られるよう、都道府県においては、社会
的養育担当部局と⼦ども・⼦育て⽀援担当部局等との連携を図るよう求めることが考えられる。 

 
（地域の⾥親に関する連携） 
○ ⾥親は、委託されている⼦どもの養育にあたり、他の⼦育て家庭と同様に地域の⽀援やサービ
スを利⽤することとなるが、こうした⾥親の情報が都道府県から市区町村に共有されていない
ケースが多いこと、⾥親が市町村事業であるショートステイ事業等の受け⽫として期待されて
いることなどから、市区町村と地域の⾥親との繋がりがつくられるよう、都道府県から市区町
村に対して、⾥親に関する情報提供や、市町村と⾥親とのコーディネートを⾏う等のフォロー
を⾏う必要があるとの意⾒もあった。 

 
（⺟⼦⽣活⽀援施設の体制整備・活⽤促進） 
○ 現⾏の策定要領においても、⺟⼦⽣活⽀援施設の活⽤について記載されているが、⺟⼦⽣活⽀

援施設については、社会的養護関係施設で唯⼀、親⼦が安⼼・安全な環境で同居しながら個別の
⽀援を受けることができるという強みを⽣かし、親⼦分離を防ぐための予防的⽀援から、措置
解除後の親⼦関係再構築⽀援まで、幅広い活⽤可能性があるものである。 

○ こうした特性を踏まえ、都道府県においては、DV被害に限らず、虐待・ネグレクト・障害・親
⼦関係再構築・⽣活困窮・安定した住環境など様々な⽣活上の困難を抱える親⼦に対する⼊所
⽀援を⾏えるものとして、市区町村に対して幅広く活⽤を促すとともに、必要な体制整備を⾏
うよう⽰すことが考えられる。 

 
  イ．連動して検討すべき項⽬ 

○ 本項⽬については、 
③市区町村の⼦ども家庭⽀援体制の構築等に向けた都道府県の取組のうち、(ⅰ)市区町村の相
談⽀援体制の整備に向けた都道府県の⽀援・取組、(ⅲ)児童家庭⽀援センターの機能強化及び
設置促進に向けた取組 
④⽀援を必要とする妊婦等の⽀援に向けた取組 
⑥代替養育されている⼦どものパーマネンシー保障に向けた取組のうち、(ⅰ)児童相談所にお
けるケースマネジメント体制の構築に向けた取組、(ⅱ)親⼦関係再構築に向けた取組 
⑦⾥親等への委託の推進に向けた取組 
⑧施設の⼩規模かつ地域分散化、⾼機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組 
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などの項⽬とあわせて取組について検討を⾏うことが望ましいことを⽰すことが考えられる。 
 

  ウ．評価のための指標 
○ 市区町村の家庭⽀援体制の整備に向けた都道府県の⽀援・取組を評価するための指標としては、 

� 家庭⽀援事業の要⽀援児童、要保護児童１⼈当たりの年間利⽤⽇数（件数） 
� 市区町村⼦ども・⼦育て⽀援事業計画における家庭⽀援事業の確保⽅策の達成率 
について、定量的な⽬標設定をした上で、その進捗について国による公表・評価の対象とするこ
とが考えられる。 

なお、家庭⽀援事業のうち既存事業（⼦育て短期⽀援事業、⼀時預かり事業、養育⽀援訪問事業）
については、社会的養育専⾨委員会報告書（令和４年２⽉）でも利⽤⽔準の低さが指摘されてお
り、今般の改正児童福祉法において、家庭⽀援事業については、利⽤勧奨・措置の仕組みが導⼊さ
れたことを踏まえ、例えば⽬標値を２倍以上に設定してその達成度を評価すべきとの意⾒もあっ
た。 

 
エ．整備⽬標 
○ ウを踏まえ、地域の現状（利⽤勧奨・措置も踏まえた⽀援の必要量、現在の地域資源の整備状
況等）を把握した上で、 

� 家庭⽀援事業の要⽀援児童、要保護児童１⼈当たりの年間利⽤⽇数（件数） 
� 市区町村⼦ども・⼦育て⽀援事業計画における家庭⽀援事業の確保⽅策の達成率 
については、推進計画において定量的な整備⽬標を記載することとすることが考えられる。 

 
(ⅲ)児童家庭⽀援センターの機能強化及び設置促進に向けた取組 

  ア．新たな計画策定要領に盛り込むべき事項 
○ 現⾏の策定要領において⽰されているような、児童家庭⽀援センターの機能強化の計画及び設

置に向けた計画を策定する際には、実施機関及び市区町村へ⼗分なヒアリング・説明を⾏い、
それぞれとの連携を密にした上で、相談・⽀援ニーズの把握や市区町村からの事業委託を含め
た具体的な⽀援メニューの在り⽅などについて⼗分に協議を⾏う必要がある旨を⽰すことが重
要である。 
 

  イ．連動して検討すべき項⽬ 
○ 本項⽬については、 
③市区町村の⼦ども家庭⽀援体制の構築等に向けた都道府県の取組のうち、(ⅰ)市区町村の相
談⽀援体制の整備に向けた都道府県の⽀援・取組、(ⅱ)市区町村の家庭⽀援事業の整備に向け
た都道府県の⽀援・取組 
④⽀援を必要とする妊婦等の⽀援に向けた取組 
⑥代替養育されている⼦どものパーマネンシー保障に向けた取組のうちのうち、(ⅰ)児童相談
所におけるケースマネジメント体制の構築に向けた取組、(ⅱ)親⼦関係再構築に向けた取組 
⑦⾥親等への委託の推進に向けた取組 
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⑧施設の⼩規模かつ地域分散化、⾼機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組 
⑩児童相談所の強化等に向けた取組のうち、(ⅱ)都道府県（児童相談所）における⼈材確保・
育成に向けた取組 

などの項⽬とあわせて取組について検討を⾏うことが望ましいことを⽰すことが考えられる。   
 
ウ．評価のための指標 
○ 児童家庭⽀援センターの機能強化及び設置促進に向けた取組を評価するための指標としては、

「児童家庭⽀援センターの設置数」について、定量的な⽬標設定をした上で、その進捗につい
て国による公表・評価の対象とすることが考えられる。 
 なお、都道府県内で市区町村ごとの設置状況のばらつきの解消を図る必要があり、児童家庭
⽀援センターの設置数だけでなく、設置された児童家庭⽀援センターによって市区町村がどの
程度カバーされているかも含めて充実度合いを測るべきとの意⾒もあった。 
 

○ また、⾃治体における定量的な整備⽬標の設定にはなじまないものと考えられるが、都道府県
と市町村との連携状況や、児童家庭⽀援センターの活⽤度合いを測る指標として、「児童家庭
⽀援センターへの指導委託の件数と割合（分⺟：指導委託全件数）」については、国による公
表・評価の対象とすることが考えられ、取組の促進に向けた取組⽅針など定性的な内容につい
て記載を求めるなどの検討を深めるべきである。 

なお、児童虐待相談対応件数に占める指導委託の割合も併記してはどうかとの意⾒もあっ
た。 

 
エ．整備⽬標 
○ ウを踏まえ、地域の現状（在宅指導措置移⾏児童数の⾒込み等を踏まえた⽀援の必要量及び現

在の地域資源の整備状況等）を把握した上で、「児童家庭⽀援センターの設置数」について、
推進計画において定量的な整備⽬標を記載するとともに、「児童家庭⽀援センターへの指導委
託の件数と割合（分⺟：指導委託全件数）」については、児童家庭⽀援センターへの指導委託
⽅針等について、定性的な取組⽅針について記載を求めることが考えられる。 

 
  ④⽀援を必要とする妊婦等の⽀援に向けた取組 
  ア．新たな計画策定要領に盛り込むべき事項 

（妊産婦等⽣活援助事業の整備） 
〇 今般の改正児童福祉法において、⽣活に困難を抱える妊産婦等に⼀時的な住まいや⾷事の提供、

その後の養育等に係る情報提供や、医療機関等の関係機関との連携及び⼊所調整等を⾏う妊産婦
等⽣活援助事業を法律上位置づけるとともに、都道府県等がその体制整備や⽀援を必要とする妊
婦等への利⽤勧奨等を通じて着実に⽀援を届けていくこととされたところ。 

〇 この妊産婦等⽣活援助事業については、今年度、国において調査研究事業が実施されているが、
新たな計画策定要領においては、同調査研究も踏まえ、同事業の整備が各都道府県において着実
に進められるよう、必要な内容を盛り込むことが必要である。 
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  （助産施設・助産制度の体制整備と周知） 

○ 経済的課題を抱える妊婦の⼊院制度を⽀援する助産施設を確保する必要があり、新たな推進計
画においては、助産施設の確保についても、都道府県において取り組むこととすることが望ま
しい。 

○ ⽀援を必要とする当事者に制度が周知されていることが重要であることから、都道府県におい
ては、制度の周知にも留意するよう求めることが考えられる。 

この点、助産制度について認知を⾼めるとともに、⽀援を必要とする妊婦等が接触しやすい
ネット検索等において、助産施設が上位に挙がるよう⼯夫することが必要との意⾒もあった。 
 

  （市町村等との連携等） 
○ ⽀援を必要とする妊婦等に対する⽀援については、⽀援対象者の把握や地域⽣活を⽀援する観
点から、⺟⼦保健分野や市区町村との連携が不可⽋である。 

このため、都道府県等の児童福祉担当と⺟⼦保健担当とで連携を⾏うことはもとより、改正
児童福祉法により、妊産婦等⽣活援助事業の実施を必要とする妊産婦を把握した市町村や福祉
事務所、児童相談所、婦⼈保護所の⻑について、同事業を実施する都道府県知事等への報告⼜は
通知が義務付けられたことからも、市区町村をはじめとした管内の関係機関と、広域的な地域
資源についての情報共有や⽀援のつなぎのための関係づくり等を⽬的とした連絡会議を開催す
るなど、都道府県等が主導して連携体制を構築することが求められる。 

○ あわせて、⽀援を必要とする妊婦等への⽀援を担う⼈材育成の観点からは、こども家庭センタ
ー、⼥性相談センター、児童福祉及び⺟⼦保健関係部署などの関係機関の職員への研修を実施
することも考えられ、研修内容は、⽣活困窮⽀援、特別養⼦縁組など福祉的なものとすることが
望ましい。 

 
（その他予算事業による⽀援体制の充実） 
○ このほか、妊娠葛藤相談窓⼝の設置、妊産婦訪問⽀援、初回産科受診料⽀援事業等、管内で実施

されている予算事業による⽀援についても、都道府県において取組状況を把握するとともに、
広域的・社会的養育の⽴場から、その充実に向けた⽀援等について検討を⾏うこととすること
も考えられる。 

 
イ．連動して検討すべき項⽬ 
○ 本項⽬については、 
③市区町村の⼦ども家庭⽀援体制の構築等に向けた都道府県の取組 
⑥代替養育されている⼦どものパーマネンシー保障に向けた取組のうち、(ⅲ)特別養⼦縁組等
の推進のための⽀援体制の構築に向けた取組 
⑦⾥親等への委託の推進に向けた取組 
⑧施設の⼩規模かつ地域分散化、⾼機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組 
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  などの項⽬とあわせて取組について検討を⾏うことが望ましいことを⽰すことが考え  られ
る。   

 
  ウ．評価のための指標 

○ ⽀援を必要とする妊婦等の⽀援に向けた取組を評価するための指標としては、 
� 妊産婦等⽣活援助事業の実施状況 
� 助産施設の設置数 
� 妊娠葛藤相談窓⼝の設置状況 
� 関係機関との連携体制構築のための取組 
� こども家庭センター、⼥性相談センター、児童福祉及び⺟⼦保健関係部署等の関係機関の職

員等への研修回数 
について、定量的な⽬標設定をした上で、その進捗について国による公表・評価の対 象とするこ
とが考えられるが、上記のとおり今年度の調査研究を踏まえて設定することが望ましい。 
 
○ このほか、国による公表・評価の対象にはなじまないが、「０⽇死亡事例件数」や「⾶び込み出

産数」については、実施⾃治体において把握することも重要であるとの意⾒もあった。 
 
エ．整備⽬標 
○ ウを踏まえ、地域の現状（⽀援を必要とする妊婦等の数の⾒込み等を踏まえた⽀援の必要量及

び現在の地域資源の整備状況等）を把握した上で、 
� 妊産婦等⽣活援助事業の整備 
� 助産施設の設置数 
� 妊娠葛藤相談窓⼝の設置 
� 関係機関との連携体制構築のための取組 
� こども家庭センター、⼥性相談センター、児童福祉及び⺟⼦保健関係部署等の関係機関の職

員等への研修回数 
については、推進計画において定量的な整備⽬標を記載することが考えられる。 

 
⑤各年度における代替養育を必要とする⼦ども数の⾒込み 
  代替養育を必要とする⼦ども数の⾒込みについては、現時点で現⾏計画からの⾒直しの必要に

ついては認められないが、 
・ ⾃治体内で、⾥親養育の必要な⼦どもの⾒込み数と実際の委託数との乖離が⽣じていることか

ら、次期計画策定時においては、⾒込み数を踏まえた現実的な⾥親委託の⽬標値をどのように
設定するかが課題である 

・ 各⾃治体の実情を踏まえた⾥親委託率の⽬標値の設定や⾒直しを考慮して欲しい 
・ 社会的養護児童の⾒込み数の枠組みの中に障害児⼊所施設（福祉型）に措置⼊所している児童

数を含めるべき 
等の意⾒があった。 
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  ⑥代替養育されている⼦どものパーマネンシー保障に向けた取組 

(ⅰ)児童相談所におけるケースマネジメント体制の構築に向けた取組 
  ア．新たな計画策定要領に盛り込むべき事項 
  （パーマネンシー保障の理念の明確化） 
○ ①のアで記載した家庭養育優先原則及びパーマネンシー保障の考え⽅に基づくケースマネジメ

ントの在り⽅を明らかにする必要がある。 
○ 具体的には、市区町村の家庭⽀援事業等による予防的⽀援により家庭維持等を⽬指した上で、

児童相談所運営指針において⽰されているとおり、児童相談所が相談援助活動を⾏う際には、
まずは家庭復帰に向けた努⼒を最⼤限に⾏う必要があり、それが困難と判断された場合は、親
族・知⼈による養育（親族⾥親、養育⾥親や養⼦縁組）を検討し、さらには特別養⼦縁組を検
討し、これらが⼦どもにとって適当でないと判断された場合には、⾥親等への委託や児童福祉
施設等への措置を検討するという、家庭養育優先とパーマネンシー保障の理念に基づく⽀援の
在り⽅に留意するよう明記する必要がある。 

○ また、⼦どもの家庭復帰が難しい場合の親族養育、養⼦縁組の検討など、代替養育下における
⻑期措置を防ぐためのケースマネジメントを⾏うためには、先⾏して取組を進めている⾃治体
の例（福岡市における家庭移⾏⽀援係、⼭梨県において令和５年度から予定している実施体制
など）も参考に、児童相談所における専⾨チームや担当係の配置などの体制整備について検討
することが望ましい。 

 
イ．連動して検討すべき項⽬ 
○ 本項⽬については、 
②社会的養育関連の⼦どもの権利擁護の取組 
③市区町村の⼦ども家庭⽀援体制の構築等に向けた都道府県の取組 
⑥代替養育されている⼦どものパーマネンシー保障に向けた取組のうち、(ⅱ)親⼦関係再構築
に向けた取組、(ⅲ)特別養⼦縁組等の推進のための⽀援体制の構築に向けた取組 
⑦⾥親等への委託の推進に向けた取組 
⑧施設の⼩規模かつ地域分散化、⾼機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組 
⑩児童相談所の強化等に向けた取組のうち、(ⅱ)都道府県（児童相談所）における⼈材確保・
育成に向けた取組 

などの項⽬とあわせて取組について検討を⾏うことが望ましいことを⽰すことが考えられる。 
 

  ウ．評価のための指標 
○ 児童相談所におけるケースマネジメント体制の構築に向けた取組を評価するための指標として

は、⾃治体における定量的な整備⽬標の設定にはなじまないものと考えられるが、 
・ 施設（乳児院・児童養護施設）、⾥親・ファミリーホームの平均措置期間 
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・ ⼦どもの家庭復帰が難しい場合の親族養育、養⼦縁組の検討など、代替養育下における⻑期
措置を防ぐためのケースマネジメントを⾏うための児童相談所における専⾨チームや担当係
の配置など体制整備の状況（検討状況も含む） 

について、国による公表・評価の対象とすることが考えられる。 
これらの指標を設定することで、都道府県において措置児童の状況を洗い出すことになり、改

めて措置児童の処遇を検討する契機ともなると考えられることから、都道府県としてどのように
パーマネンシープランニングを⾏っていくか、推進計画にその取組⽅針を定めることとするな
ど、さらに検討を深めるべきである。 

なお、評価に当たっては、措置が⻑期間に及んでも家庭復帰できる場合もあり、措置期間の⻑
短のみにより評価を⾏うのは適当ではなく、措置中の児童について、適切にケースマネジメント
が⾏われているかが重要であることに留意が必要である。 

また、平均措置期間以外に、⻑期（３年以上）措置されている児童割合などを設定することも
考えられるといった意⾒もあった。 

 
○ さらに、国による定期的な評価・公表の対象にはなじまないが、 

� 措置児童を対象とした⾯会、⼀時帰宅等、実親や親族との交流状況 
� 施設の退所・措置解除の理由と在所期間 
� 永続性保障（家庭維持・復帰／親族養育／特別養⼦縁組／普通養⼦縁組（親族⼜は⾥親））

⽅針の児童数・割合 
� 家庭養育保障（家庭維持・復帰／親族養育／特別養⼦縁組／普通養⼦縁組（親族⼜は⾥親）
／⾥親委託／ファミリーホーム委託）⽅針の児童数・割合 

等については、実施⾃治体において、親⼦分離後の措置児童に対するケースマネジメント（パー
マネンシー保障）の実態を明らかにする重要な指標になるため、⾃治体で把握・検討することも
重要であるとの意⾒もあった。 
 なお、「児童の再保護・再措置率」については、家庭復帰後の安定した養育環境を    保
障できているかに関する指標になり得るものであるが、⼀⽅で、家庭復帰しても、再保護・再措
置に⾄るケースは発⽣し得るため、評価指標にはなじまないのではないかといった意⾒もあっ
た。 

 
エ．整備⽬標 
○ ウを踏まえ、地域の現状（施設等ごとの児童の措置期間等の状況）を把握した上で、 

・ 施設（乳児院・児童養護施設）、⾥親・ファミリーホームの平均措置期間 
・ ⼦どもの家庭復帰が難しい場合の親族養育、養⼦縁組の検討など、代替養育下における⻑期
措置を防ぐためのケースマネジメントを⾏うための児童相談所における専⾨チームや担当係
の配置など体制整備の状況（検討状況も含む） 

については、定性的な取組内容を記載することとすることが考えられる。 
 

(ⅱ)親⼦関係再構築に向けた取組関係 
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ア．新たな計画策定要領に盛り込むべき事項 
（親⼦再統合⽀援事業） 
○ 今般の改正児童福祉法において、都道府県による親⼦再統合⽀援事業の着実な実施が努⼒義務

とされたことを踏まえ、児童相談所において親⼦関係再構築⽀援を適切に実施するための体制
整備を⾏うことが重要であり、今後、国において策定予定であるガイドラインの内容を踏まえ
て、具体的な⽀援を実施していく必要がある。 

 
（児童相談所における体制強化） 
○ 親⼦関係再構築⽀援に向けた体制が必要であり、例えば、親⼦関係再構築⽀援の専任職員の配

置や、専⾨チームの設置などにより、⽀援に必要な体制を整備した上で、連続性のある⽀援を実
施することが重要である。 

○ また、親への相談⽀援等に関する児童相談所職員への研修の実施等を通じて児童相談所全体が
スキルアップを図っていく必要がある。 

 
（市区町村における⽀援体制の強化と連携等） 
○ 親⼦関係再構築に向けた⽀援においては、⼦どもや親⾃⾝の課題に対する⽀援や、⽣活基盤を
整えるための⽀援が重要であり、その資源を多く持っている市区町村が親⼦関係再構築⽀援の
意義を理解し、児童相談所と連携して⽀援を実践していくことが不可⽋であるため、市区町村
の家庭⽀援事業等による⽀援の提供を通して、引き続き親⼦関係再構築⽀援が⾏われるよう、
市区町村のこども家庭センターに適切に共有し、サポートプランの策定に反映させていくこと
が重要である。 

 
（⺠間との協働による⽀援の充実） 
○ ⼦どもや親に対するよりよい⽀援の選択肢を増やしたり、多様な⽴場からサポートできる体制

づくりや児童相談所だけでは難しい専⾨的な⽀援を実施するため、保護者⽀援プログラムの実
施団体等と協働することも考えられるが、保護者⽀援プログラムの実施が親⼦関係再構築⽀援
の唯⼀の⽅法ではないということには留意が必要である。 

○ 保護者⽀援プログラムの実施に当たっては、実施団体等に⼗分なカンファレンスを実施して、
児童相談所のケースマネジメントを理解してもらうことが重要であるといった意⾒や、守秘義
務がある中で⽀援内容の情報共有をどこまで⾏うかなどが課題であるといった意⾒、保護者⽀
援プログラムの効果的な活⽤のためには、児童相談所職員がコーディネート業務（実施団体等
との調整・マッチング、児童相談所内での援助⽅針への活⽤の提案、各担当者への研修等）を実
施することが重要であるとの意⾒があった。 

○ このほか、保護者⽀援プログラムの効果は、短期の結果では測れない難しさがあるといった意
⾒や、家庭復帰の件数＝プログラムの成果という単純なものではないことには留意が必要であ
るとの意⾒、地⽅には保護者⽀援プログラムの委託先がないケースもあるため、児童相談所職
員がライセンス取得することや、⼀部プログラムのオンライン実施などの⼯夫が必要であると
いった意⾒もあった。 
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（施設・⾥親等との協働による⽀援） 
○ 分離中の親⼦を対象とした親⼦関係再構築⽀援においては、⼦どもの状況や、親の⾯会状況等

について、施設や⾥親等からもしっかりと情報収集等を⾏うなど、施設・⾥親等と協働しながら
親⼦関係再構築⽀援を実施する体制づくりが重要である。 

 
イ．連動して検討すべき項⽬ 
○ 本項⽬については、 
②社会的養育関連の⼦どもの権利擁護の取組 
③市区町村の⼦ども家庭⽀援体制の構築等に向けた都道府県の取組 
⑥代替養育されている⼦どものパーマネンシー保障に向けた取組のうち、(ⅰ)児童相談所にお
けるケースマネジメント体制の構築に向けた取組、(ⅲ)特別養⼦縁組等の推進のための⽀援体
制の構築に向けた取組 
⑦⾥親等への委託の推進に向けた取組 
⑧施設の⼩規模かつ地域分散化、⾼機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組 
⑩児童相談所の強化等に向けた取組のうち、(ⅱ)都道府県（児童相談所）における⼈材確保・
育成に向けた取組 

などの項⽬とあわせて取組について検討を⾏うことが望ましいことを⽰すことが考えられる。 
 

  ウ．評価のための指標 
○ 親⼦関係再構築に向けた取組を評価するための指標としては、 

・ 親⼦再統合⽀業事業の実施状況 
・ 親への相談⽀援等に関する児童相談所職員への研修の実施等状況 
について、定量的な⽬標設定をした上で、その進捗について国による公表・評価の対象とすること
が考えられるが、親⼦再統合⽀業事業の実施状況の指標については、上記のとおり今年度の調査研
究結果を踏まえ設定することが望ましい。 

   
○ また、⾃治体における定量的な整備⽬標の設定にはなじまないものと考えられるが、 

・ 親⼦関係再構築⽀援の専任職員の配置や専⾨チームの設置等の⽀援体制の整備状況 
・ 保護者⽀援プログラム等を⺠間団体等に委託した件数 
・ 児童⼼理司を中⼼とした保護者⽀援プログラム等に関する研修実施数やライセンス取得数 
については、国による公表・評価の対象とすることが考えられ、取組の推進に向けた 定性的な
⽬標設定を⾏うなどの検討を深めるべきである。 

 
○ このほか、国による定期的な評価・公表の対象にはなじまないが、「保護者⽀援プログラムを効
果的に実施するためのコーディネート業務（外部専⾨職との調整・マッチング、児相内での援助
⽅針への活⽤の提案、各担当者への研修等）を⾏う担当者の配置状況」についても指標として考
えられるとの意⾒もあった。 
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エ．整備⽬標 
○ ウを踏まえ、地域の現状（⽀援を必要とする親⼦等の数の⾒込み等を踏まえた⽀援の必要量及

び現在の地域資源の整備状況等）を把握した上で、 
� 親⼦再統合⽀援事業の実施状況 
� 親への相談⽀援等に関する児童相談所職員への研修の実施等状況 
については、推進計画において定量的な整備⽬標を記載することとすることが考えられる。 
 

○ また、 
・ 親⼦関係再構築⽀援の専任職員の配置や専⾨チームの設置等の⽀援体制の整備状況 
・ 保護者⽀援プログラム等を⺠間団体等に委託した件数 
・ 児童⼼理司を中⼼とした保護者⽀援プログラム等に関する研修実施数やライセンス取得数 
については、それぞれ推進のための取組⽅針など定性的な取組内容を記載するよう求めることが
考えられる。 

 
(ⅲ)特別養⼦縁組等の推進のための⽀援体制の構築に向けた取組 
ア．新たな計画策定要領に盛り込むべき事項 
（特別養⼦縁組に向けた具体的なケースマネジメントの在り⽅） 
○ 現⾏の策定要領においても、特別養⼦縁組の検討対象となる⼦どもに対しては、特別養⼦縁組

によるパーマネンシー保障を優先して検討することが記載されているが、(ⅰ)アに記載してい
るとおり、新たな策定要領においても、家庭復帰に向けた努⼒を最⼤限に⾏った上で、それが
困難と判断された場合は、親族・知⼈による養育を検討し、それも困難である場合には特別養
⼦縁組を検討するといった、家庭養育優先とパーマネンシー保障の理念に基づく⽀援の在り⽅
に留意するよう明記する必要がある。 

○ あわせて、このような⽀援の実施に当たっては、⼦どもの家庭復帰が難しい場合の特別養⼦縁
組の検討など、代替養育下における⻑期措置を防ぐためのケースマネジメントを⾏うために、
先⾏して取組を進めている⾃治体の例（福岡市における家庭移⾏⽀援係、⼭梨県において令和
５年度から予定している実施体制など）も参考に、児童相談所における専⾨チームや担当係の
配置などの体制整備について検討することが望ましい。 

○ なお、現⾏の策定要領において、特別養⼦縁組の検討対象となる⼦どもの例として「⻑期間にわ
たり親との交流がない⼦ども」が挙げられているが、この「⻑期間」の⽬安については３年間と
すべきとの意⾒もあった。 

   
  （⺠間あっせん機関等との連携等） 

○ 特別養⼦縁組の推進に当たっては、⺠間あっせん機関等との連携も重要である。児童相談所に
おいて適切な養⼦縁組⾥親が⾒つからない場合に、⺠間あっせん機関等に協⼒を打診するほか、
養⼦縁組成⽴後の⽀援を委託するなどの連携の在り⽅が考えられることを策定要領において⽰
すことが考えられる。 
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○ また、実親や親族との交流が途絶えたケースなど、家庭復帰が困難なケースにかかるパーマネ
ンシー保障の観点からは、平成元年の⺠法改正により可能となった、児童相談所⻑による特別
養⼦適格の確認の審判の申⽴て等の活⽤を促すことが望ましい。 
 

  （その他） 
○ このほか、ヒアリング等においては、 

・ 養育⾥親については⻑期的な⽀援が求められる⼀⽅で、法律上親⼦となる養⼦縁組とでは⽀援
の在り⽅が異なるため、⾥親のリクルートやアセスメントの段階から両者を区別して取り扱う
ことが重要 

・ 出⾃を知る権利の保障の観点から、養⼦縁組に関する記録の整備と相談⽀援（⽣い⽴ち整理、
思春期対応、養親養⼦の家族関係作りに関わる部分）の整理も含めて、誰がどのような養⼦縁
組成⽴後⽀援をするのか、具体的に⽰す必要がある 

・ 養⼦縁組家庭が転居することも考慮に⼊れ、地域で孤⽴することのないよう、⾃機関でのあっ
せんかどうかを問わず養⼦縁組家庭同⼠の交流等の⽀援を⾏うことも必要ではないか 

・ パーマネンシー保障の観点から、⾃⽴の際に委託先の⾥親等との養⼦縁組の可能性を検討する
必要もある 

といった意⾒もあった。 
 

イ．連動して取り組むべき項⽬ 
○ 本項⽬については、 
②社会的養育関連の⼦どもの権利擁護の取組 
⑥代替養育されている⼦どものパーマネンシー保障に向けた取組のうち、(ⅰ)児童  相談所
におけるケースマネジメント体制の構築に向けた取組、(ⅱ)親⼦関係再構築に向けた取組 
⑦⾥親等への委託の推進に向けた取組 
⑧施設の⼩規模かつ地域分散化、⾼機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組 

などの項⽬とあわせて取組について検討を⾏うことが望ましいことを⽰すことが考えられる。 
 
  ウ．評価のための指標  

○ 特別養⼦縁組等の推進のための⽀援体制の構築に向けた取組を評価するための指標としては、 
� 児童相談所を通じた特別養⼦縁組成⽴件数 
� 交流の途絶えたケース、親の⾏⽅不明、特別養⼦縁組不同意ケース等について児童相談所⻑

による申⽴を⾏った件数 
について、定量的な⽬標設定をした上で、その進捗について国による公表・評価の対象とすること
が考えられる。なお、児童相談所⻑による申⽴を⾏った件数については、申⽴に関する参加⼈とし
ての関与数を含めることも考えられる。 

 
○ また、⾃治体における定量的な整備⽬標の設定にはなじまないものと考えられるが、 

� ⼦が 18歳未満の養⼦縁組家庭への⽀援の継続割合 
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� フォスタリング機関や乳児院、⾥親会等に対して養⼦縁組の相談⽀援業務を委託している件
数 

� ⺠間を通して委託した児童数、特に委託する際に⼀時保護として関わりながら委託する件数、
相談件数等 

については、国による公表・評価の対象とすることが考えられ、相談⽀援業務の外部委託や⺠間あ
っせん機関等との連携等に向けた取組⽅針など、定性的な取組内容を記載するよう求めるなどの
検討を深めるべきである。 

 
○ このほか、国による定期的な評価・公表の対象にはなじまないが、「特別養⼦縁組が必要な⼦ど

もの把握、検討した⼦ども数、検討回数、養親候補者の確保数、児童相談所が⼀時保護または措
置してから養親候補者に委託されるまでの期間、養親候補者に委託されてから成⽴するまでの
期間等のプロセス指標」について、⾃治体で把握することも考えられるとの意⾒もあった。 
 

エ．整備⽬標 
○ ウを踏まえ、地域の現状（特別養⼦縁組の検討対象となる⼦どもの数の⾒込み等を踏まえた⽀

援の必要量及び現在の地域資源の整備状況等）を把握した上で、 
� 児童相談所を通じた特別養⼦縁組成⽴数 
� 交流の途絶えたケース、親の⾏⽅不明、特別養⼦縁組不同意ケース等について児童相談所⻑

による申⽴を⾏った件数 
については、推進計画において定量的な整備⽬標を記載することとすることが考えられる。 
 
○ また、 
� ⼦が 18歳未満の養⼦縁組家庭への⽀援の継続割合 
� フォスタリング機関や乳児院、⾥親会等に対して養⼦縁組の相談⽀援業務を委託している件

数 
� ⺠間を通して委託した児童数、特に委託する際に⼀時保護として関わりながら委託する件

数、相談件数等 
については、それぞれ定性的な取組内容を記載することとすることが考えられる。 

 
  ⑦ ⾥親等への委託の推進に向けた取組 
  ア．新たな計画策定要領に盛り込むべき事項 

（包括的な⾥親家庭⽀援について） 
○ 現⾏の策定要領においても、フォスタリング業務の包括的な実施体制の構築について記載され

ているが、⾥親のリクルートから、登録・研修、マッチング、委託後アフターフォローまで、⼀
貫した窓⼝による包括的なフォスタリング事業を実施することが重要であり、今年度、国にお
いて実施されている⾥親⽀援センターに関する調査研究の内容も踏まえ、各都道府県において
⾥親⽀援体制の整備が着実に進められるよう、必要な⾒直しを⾏うことが必要である。 

○ その際、都道府県においては、 
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・ フォスタリング業務に関わる⼈材募集・養成のための具体的な⽅策（道筋） 
・ 児童相談所と⺠間フォスタリング機関との連携のための、児童相談所における専任の⾥親担

当者の配置等の体制整備 
・ フォスタリング機関への第三者評価の実施（特に初期は監督⽬的よりも⽀援⽬的として、フ
ォスタリング機関の第三者評価を実施することが望ましい） 

・ フォスタリング機関の労働条件の質とその確保、⾏政による財政的⽀援等 
について検討する必要があるとの意⾒があった。 

    
 （その他） 
○ このほか、⾥親やファミリーホームへの委託の促進に当たって、都道府県が留意すべき事項と

して、 
・ ⾥親のリクルートに当たっては、短期受け⼊れ⾥親（ショートステイ⾥親、⼀時保護⾥親、
週末⾥親等）や乳幼児専⾨⾥親など、地域の実情に応じて、⾥親家庭の事情にも適う多様な
⾥親の在り⽅を検討・周知することが重要であること 

・ 障害児⼊所施設の在り⽅に関する検討会報告書（令和２年２⽉）で⾔及されているとおり、
障害児においてもできる限り良好な家庭的環境の中で特定の⼤⼈を中⼼とした継続的で安定
した愛着関係の下で育ちを保障することでウェルビーイングの向上を⽬指す必要があるため、
障害児⼊所施設（福祉型）の措置⼊所児童についても、より家庭的な環境として⾥親やファ
ミリーホームの活⽤を⼀層促進するための検討をすべきこと 

を⽰していくことが考えられる。 
○ なお、⾥親委託率については、家族維持など予防的対応、親⼦関係再構築⽀援、特別養⼦縁組な

どパーマネンシー保障に関わる対応を優先した上で、必要な代替養育における⾥親委託率の向
上が求められるものであることに留意が必要である。 

 
イ．連動して検討すべき項⽬ 
○ 本項⽬については、 
②社会的養育関連の⼦どもの権利擁護の取組 
③市区町村の⼦ども家庭⽀援体制の構築等に向けた都道府県の取組のうち、(ⅱ)市区町村の家
庭⽀援事業の整備に向けた都道府県の⽀援・取組、(ⅲ)児童家庭⽀援センターの機能強化及び
設置促進に向けた取組 
④⽀援を必要とする妊婦等の⽀援に向けた取組 
⑥代替養育されている⼦どものパーマネンシー保障に向けた取組 
⑧施設の⼩規模かつ地域分散化、⾼機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組 
⑨社会的養護⾃⽴⽀援の推進に向けた取組 
⑪⼀時保護改⾰に向けた取組 

などの項⽬とあわせて取組について検討を⾏うことが望ましいことを⽰すことが考えられる。 
 
  ウ．評価のための指標 
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○ ⾥親等への委託の推進に向けた取組を評価するための指標としては、 
� ３歳未満、３歳以上〜就学前、学童期以降の⾥親等委託率 
� 養育⾥親、専⾨⾥親、親族⾥親、養⼦縁組⾥親それぞれの⾥親登録数、新規⾥親登録数 
� ⾥親登録に対する委託⾥親の割合（年間に１回でも委託のあった⾥親数） 
� ⾥親認定審議会の開催件数 
� ⾥親⽀援センターの機関数、⺠間への委託数 
� 児童相談所における専任⾥親担当の配置数 
� 認定前、更新研修など必須研修以外の研修実施数 

   について、定量的な⽬標設定をした上で、その進捗について国による公表・評価の対象とすること
が考えられる。 

なお、⾥親登録に対する委託⾥親の割合の委託⾥親数に関しては、養⼦縁組⾥親以外の養育⾥
親、専⾨⾥親、親族⾥親を合計し、措置のみならず⼀時保護やショートステイなども合計すること
が望ましいとの意⾒があった。 

  
○ また、⾃治体における定量的な整備⽬標の設定にはなじまないものと考えられるが、「⾥親・フ
ァミリーホームの不調数、割合」は、安定的な家庭的養育環境を提供する観点からは重要な指標
であり、不調の定義を明確にした上で、国による公表・評価の対象とすることが考えられる。 

○ あわせて、不調の要因分析を踏まえた都道府県における対応⽅針等について記載を求めること
とするなど、定性的な記載について検討を深めることが望ましい。 
 

○ このほか、国による定期的な評価・公表の対象にはなじまないが、「未委託⾥親数・割合、最初
に登録してから委託されるまでの平均年数や、養育⾥親における短期受け⼊れ（⼀時保護、ショ
ートなど）⾥親の割合」についても、⾃治体で把握することが望ましいとの意⾒もあった。 
 

エ．整備⽬標 
○ ウを踏まえ、地域の現状（⾥親・ファミリーホームへの委託の検討対象となる⼦どもの数の⾒込
み等を踏まえた⽀援の必要量及び現在の地域資源の整備状況等）を把握した上で、 

� ３歳未満、３歳以上〜就学前、学童期以降の⾥親委託率 
� 養育⾥親、専⾨⾥親、親族⾥親、養⼦縁組⾥親それぞれの⾥親登録数、新規⾥親登録数 
� ⾥親登録数に対する委託⾥親数の割合（年間に１回でも委託のあった⾥親数） 
� ⾥親認定審議会の開催件数 
� ⾥親⽀援センターの機関数、⺠間への委託数 
� 児童相談所における専任⾥親担当者数 
� 認定前、更新研修など必須研修以外の研修実施数 
については、推進計画において定量的な整備⽬標を記載することとすることが考えられる。 
 
○ また、「⾥親・ファミリーホームの不調数、割合」については、不調の要因分析も踏まえた都道

府県の対応⽅針などを記載することも考えられる。 
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  ⑧ 施設の⼩規模かつ地域分散化、⾼機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組 
  ア．新たな計画策定要領に盛り込むべき事項 

（取り組むべき要素ごとの⽬標設定） 
○ 本項⽬については、都道府県において取り組むべき要素が多いため、「⼩規模かつ地域分散化」

「⾼機能化」「多機能化・機能転換」などに分け、それぞれの⽬標等を国として⽰す必要がある
ものと考えられる。 

○ 特に、「⾼機能化」については何を求めるものなのかがわかりにくいとの意⾒もあったことから、
児童⼼理治療施設や児童⾃⽴⽀援施設との違いを含め、より具体的な⽅向性を策定要領におい
て提⽰する必要がある。施設の多機能化・機能転換により家庭養護への移⾏が進む中で、それら
ではニーズが満たされない⼦どもに対応できる施設の⾼機能化について、早急に具体的な検討
と取組を⾏うことが必要である。 

○ 現⾏の策定要領においても、施設で養育が必要な⼦どもの⾒込み数や、在宅家庭や⾥親家庭の
⽀援体制の充実等を踏まえた施設の⾼機能化及び多機能化・機能転換、⼩規模かつ地域分散化
の⾒込みを把握し、計画を策定することとされているが、新たな策定要領においては、都道府県
において、⾒込みの把握を⾏った上で、どのように今後の施設の運営の在り⽅について検討を
進めるべきか、国において具体的なモデルを⽰すことが望ましい。 

○ 現⾏の策定要領で⽰されている、概ね 10 年程度で⼩規模かつ地域分散化を進めるという⽬標
は、⽬指すべき⽅向性を国が⽰すという意味では記載があっても良いのではないかといった意
⾒もあった。 

 
  （多機能化・機能転換の指標としての地域⽀援・在宅⽀援の充実） 

○ ⼦育て短期⽀援事業など、市区町村の家庭⽀援事業をどの程度⾏っているのか、事業委託され
ているのかが施設の多機能化・機能転換の取組を評価する重要な指標となる。このため、都道府
県においては、市区町村に対しては積極的な施設の活⽤を、施設に対しては積極的な事業実施
を促していくとともに、利⽤可能な補助⾦等の説明を⼗分に⾏う必要がある。 

○ また、多機能化・機能転換の⼀つの⽅向性として、児童家庭⽀援センターの設置を促進すること
が考えられる。 

 
イ．連動して取り組むべき項⽬ 
○ 本項⽬については、 
②社会的養育関連の⼦どもの権利擁護の取組 
③市区町村の⼦ども家庭⽀援体制の構築等に向けた都道府県の取組のうち、(ⅱ)市区町村の家
庭⽀援事業の整備に向けた都道府県の⽀援・取組、(ⅲ)児童家庭⽀援センターの機能強化及び
設置促進に向けた取組 
④⽀援を必要とする妊婦等の⽀援に向けた取組 
⑥代替養育されている⼦どものパーマネンシー保障に向けた取組のうち、(ⅰ)児童相談所にお
けるケースマネジメント体制の構築に向けた取組、(ⅱ)親⼦関係再構築に向けた取組 
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⑦⾥親等への委託の推進に向けた取組 
⑨社会的養護⾃⽴⽀援の推進に向けた取組 
⑪⼀時保護改⾰に向けた取組 

などの項⽬とあわせて取組について検討を⾏うことが望ましいことを⽰すことが考えられる。 
 
  ウ．評価のための指標 

○ 施設の⼩規模かつ地域分散化、⾼機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組を評価するため
の指標としては、 

� ⼩規模かつ地域分散化された乳児院・児童養護施設数とその割合 
� 乳児院、児童養護施設、⺟⼦⽣活⽀援施設における⼀時保護専⽤施設、フォスタリング事業、

産前・産後⺟⼦⽀援事業の実施施設数・割合 
� 乳児院、児童養護施設、⺟⼦⽣活⽀援施設における市区町村の家庭⽀援事業を委託されてい

る施設数・割合（家庭⽀援事業ごと） 
� 各施設の児童家庭⽀援センターの設置数・割合 
� 家庭⽀援専⾨相談員、⼼理療法担当職員、⾥親⽀援専⾨相談員等の職員が地域⽀援を実施し

ている施設数 
� 施設機能強化推進費加算における親⼦⽀援事業など多機能化のための加算を使っている施設

数 
について、定量的な⽬標設定をした上で、その進捗について国による公表・評価の対 象とするこ
とが考えられる。 

   
○ また、⾃治体における定量的な整備⽬標の設定にはなじまないものと考えられるが、「各施設に
⼊所している⼦ども数・措置されている児童のうち施設⼊所の割合」については、国による公
表・評価の対象とすることが考えられ、ケアニーズの⾼い⼦ども等の施設養育に向けた⽅針に
ついて計画への記載を求めるなどの検討を深めるべきである。 

 
○ このほか、国による定期的な評価・公表の対象にはなじまないが、施設の⼩規模化・地域分散化

を進める中でも、きょうだい児については、きょうだいで措置されることが望ましいことから、
きょうだいで措置されている施設数についても評価指標となり得るのではないかといった意⾒
もあった。 

 
エ．整備⽬標 
○ ウを踏まえ、地域の現状（施設での養育が必要な⼦どもの数、家庭⽀援事業の実施⾒込み、在宅

指導措置移⾏児童数の⾒込み等を踏まえた⽀援の必要量及び現在の地域資源の整備状況等）を
把握した上で、 

� ⼩規模かつ地域分散化された乳児院・児童養護施設数とその割合 
� 乳児院、児童養護施設、⺟⼦⽣活⽀援施設における⼀時保護専⽤施設、フォスタリング事業、

産前・産後⺟⼦⽀援事業の実施施設数・割合 
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� 乳児院、児童養護施設、⺟⼦⽣活⽀援施設における市区町村の家庭⽀援事業を委託されてい
る施設数・割合（家庭⽀援事業ごと） 

� 各施設の児童家庭⽀援センターの設置数・割合 
� 家庭⽀援専⾨相談員、⼼理療法担当職員、⾥親⽀援専⾨相談員等の職員が地域⽀援を実施し

ている施設数 
� 施設機能強化推進費加算における親⼦⽀援事業など多機能化のための加算を使っている施設

数 
については、推進計画において定量的な整備⽬標を記載することとすることが考えられる。 
 

○ また、「各施設に⼊所している⼦ども数・措置されている児童のうち施設⼊所の割合」について
は、定性的な取組内容を記載することとすることが考えられる。 

 
  ⑨ 社会的養護⾃⽴⽀援の推進に向けた取組 

(ⅰ)⾃⽴⽀援を必要とする社会的養護経験者数の⾒込み及び実態把握 
○ 改正児童福祉法において、社会的養護経験者等の実情を把握し、必要な援助を⾏うことが、都道

府県が⾏わなければならない業務として位置づけられたことを踏まえ、⾃⽴⽀援を必要とする
社会的養護経験者等の実態数の⾒込みや、その実態について、都道府県において把握すること
とすることが考えられる。 

○ 社会的養護経験者等の⾃⽴⽀援の在り⽅については、今年度、国において調査研究を実施して
いることから、その内容も踏まえ、適切な内容について策定要領に位置づけることが必要であ
る。 

 
(ⅱ)社会的養護経験者の⾃⽴に向けた取組 
ア．新たな計画策定要領に盛り込むべき事項 

  （⾃⽴⽀援事業の責任主体の明確化） 
○ 上記のとおり、改正児童福祉法において、社会的養護経験者等に対する必要な援助については、

都道府県が⾏わなければならない業務として位置づけられたことを踏まえ、新たな策定要領に
おいても、主たる責任者が都道府県となることを明記した上で、継続⽀援計画の作成を含め、誰
が措置解除後に第⼀義的責任を持つのか等の責任主体について、調査研究の内容を踏まえ記載
することが必要である。 

 
（各⽀援事業の整備） 
○ 改正児童福祉法において、社会的養護⾃⽴⽀援拠点事業が創設されたことを踏まえ、新たな推

進計画においては、相談系メニュー（社会的養護⾃⽴⽀援拠点事業）と居住系メニュー（児童⾃
⽴⽣活援助事業）のそれぞれについて、都道府県における事業整備が円滑に進むよう、調査研究
の内容も踏まえ、必要な内容を新たな策定要領に盛り込むことが望ましい。 

 
イ．連動して検討すべき項⽬ 
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○ 本項⽬については、 
②社会的養育関連の⼦どもの権利擁護の取組 
⑦⾥親等への委託の推進に向けた取組 
⑧施設の⼩規模かつ地域分散化、⾼機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組 

などの項⽬とあわせて取組について検討を⾏うことが望ましいことを⽰すことが考えられる。 
 

  ウ．評価のための指標 
○ 社会的養護⾃⽴⽀援の推進に向けた取組を評価するための指標としては、 

� 社会的養護⾃⽴⽀援拠点事業及び児童⾃⽴⽣活援助事業の実施状況 
� 継続⽀援計画の策定数と策定率 
� 社会的養護経験者等の⾃⽴後の実態把握調査の実施状況 
� ⾥親・ファミリーホーム、児童養護施設等（児童養護施設、児童⾃⽴⽀援施設、児童⼼理治療
施設）における 18歳を迎えた⼦どものうち措置延⻑を希望する者に対する措置延⻑された者
の割合 

� ⾥親・ファミリーホーム、児童養護施設等（児童養護施設、児童⾃⽴⽀援施設、児童⼼理治療
施設）における 18歳を迎えた⼦どものうち⼤学・専⾨学校等への進学を希望する者に対する
進学者の割合 

について、定量的な⽬標設定をした上で、その進捗について国による公表・評価の対 象とするこ
とが考えられる。 

また、継続⽀援計画の策定数と策定率については、本⼈がどの程度策定に関与したかについても
指標化することを検討する必要があるとの意⾒があった。 

なお、社会的養護児童の⾃⽴後の実態把握調査の実施状況調査の際には、答える側のメリットを
どう作るかも⼤切であり、調査設計段階で当事者が参画し、当事者がどのようにすれば答えやすい
のか、アメリカの NYTD（National Youth in Transition Database）の取組を参照するなどして回
答率を上げる⼯夫をすることが望ましいとの意⾒もあった。 

 
○ このほか、国による定期的な評価・公表の対象にはなじまないが、「18歳未満の家庭復帰以外の
退所割合」について、⾃治体で把握することも考えられるとの意⾒もあった。 

 
エ．整備⽬標 
○ ウを踏まえ、地域の現状（⾃⽴⽀援を必要とする社会的養護経験者数の⾒込み等を踏まえた資
源のニーズ量及び現在の資源の整備状況等）を把握した上で、 

� 社会的養護⾃⽴⽀援拠点事業及び児童⾃⽴⽣活援助事業の実施状況 
� 継続⽀援計画の策定数と割合 
� 社会的養護経験者等の⾃⽴後の実態把握調査の実施状況 
� ⾥親・ファミリーホーム、児童養護施設等（児童養護施設、児童⾃⽴⽀援施設、児童⼼理治療
施設）における 18歳を迎えた⼦どものうち措置延⻑を希望する者に対する措置延⻑された者
の割合 
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� ⾥親・ファミリーホーム、児童養護施設等（児童養護施設、児童⾃⽴⽀援施設、児童⼼理治療
施設）における 18歳を迎えた⼦どものうち⼤学・専⾨学校等への進学を希望する者に対する
進学者の割合 

について、推進計画において定量的な整備⽬標を記載することとすることが考えられる。 
 
  ⑩ 児童相談所の強化等に向けた取組 
  (ⅰ)中核市・特別区の児童相談所設置に向けた取組 

ア．新たな計画策定要領に盛り込むべき事項 
○ 現⾏の策定要領においては、平成 28 年改正児童福祉法附則第３条の趣旨を踏まえ、できるだけ
中核市・特別区の児童相談所の設置を促すこととされているところ、中核市・特別区の児童相談
所の設置率については、基本的には 100％を⽬指していくべきとの意⾒もあった。 

○ また、措置費の負担が財政的に厳しく設置が進まない⾃治体もあるので、財政的な後押しが必
要であることや、加えて、設置の際には市全体の⼦ども・家庭⽀援体制をどのように作るのかと
いうことから検討し、⼗分な準備期間を設ける必要があるとの意⾒もあった。 

 
  イ．評価のための指標 

○ 中核市・特別区の児童相談所設置に向けた取組を評価するための指標としては、それぞれの⾃
治体によって中核市・特別区の児童相談所設置に向けた状況も異なるため、設置の検討状況も
含め、⾃治体内で把握することにとどめることも考えられるとの意⾒もあった。 

 
ウ．整備⽬標 
○ イを踏まえ、地域の現状（⾃治体内での設置の検討状況等）を把握した上で、中核市、特別区に

おける児童相談所の設置については、各都道府県の状況を踏まえた定性的な取組内容を記載す
ることとすることが考えられる。 

 
(ⅱ)都道府県（児童相談所）における⼈材確保・育成に向けた取組 
ア．新たな計画策定要領に盛り込むべき事項 
（児童相談所における⼈材確保・育成） 
○ 現⾏の策定要領においても、児童相談所職員の配置など、⼦ども家庭福祉⼈材の確保・育成のた

めの具体的な計画を策定することとされているところであるが、改正児童福祉法において、⼀
時保護開始時の司法審査の仕組みが導⼊されたこと、また、令和４年度に策定された児童相談
所強化プランを踏まえ、都道府県においては、児童相談所における⼈材確保や体制整備に取り
組む必要がある。 

○ 児童相談所における⼈材確保等については、 
・ 児童福祉司及び児童⼼理司については、⾼度な専⾨性が求められることを踏まえて、できる
だけ勤続年数を⻑くして経験を積むことことができるようにすることが望ましい 

・ スーパーバイザーについては、児童福祉⼠等に対して必要な専⾨的技術に関する指導・教育
を⾏う⽴場上、より⾼度な専⾨性が求められることを踏まえて、適正な配置とともに、でき
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るだけスーパーバイザーとしての勤続年数が⻑ことが望ましい 
・ 弁護⼠については、適正に配置され、必要に応じて児童相談所における援助⽅針会議等への
参加など、ケース判断や⽅針決定に関わることが望ましい 

等の意⾒があった。 
 

（市区町村との連携等） 
○ また、市区町村において、児童家庭相談に応じて積極的な取組を⾏うためには、児童相談所にお

いて、市区町村相互間の連絡調整や技術的援助等を⾏う市区町村⽀援担当児童福祉司の役割が
⾮常に重要である。都道府県においては、この市区町村⽀援担当児童福祉司について、児童相談
所運営指針に基づき児童相談所に適正に配置した上で、⽇頃から市区町村と情報共有を⾏う等、
連携体制の整備を図ることが望ましい。 

○ また、児童相談所の本来機能を果たすために、先⾏⾃治体において⾏われているように、⾯前
DV通告、泣き声通告に関しては、市区町村への送致や初期調査を依頼する（⺠間機関へ調査を
委託する事例もある）など、市区町村との分担・連携を⾏うことも考えられる。 

○ なお、こうした分担・連携を⾏うためにも、児童相談所において、市区町村職員の⼈材育成・研
修を積極的に⾏い、特に要保護児童対策地域協議会進⾏管理台帳にあるケースに関しては児童
相談所が明確に責任を持つなど、市区町村が安⼼してケース対応を⾏う信頼関係作りに努める
必要があるといった意⾒もあった。 

 
  （代替養育下における⻑期措置を防ぐためのケースマネジメント体制） 

○ ⑥(ⅰ)アに記載しているように、⼦どもの家庭復帰が難しい場合の特別養⼦縁組の検討など、
代替養育下における⻑期措置を防ぐためのケースマネジメントを⾏うために、先⾏して取組を
進めている⾃治体の例（福岡市における家庭移⾏⽀援係、⼭梨県において令和５年度から予定
している実施体制など）も参考に、児童相談所における専⾨チームや担当係の配置などの体制
整備について検討することが望ましい。 

   
イ．連動して取り組むべき項⽬ 
○ 本項⽬については、 
③市区町村の⼦ども家庭⽀援体制の構築等に向けた都道府県の取組のうち、(ⅰ)市区町村の相
談⽀援体制の整備に向けた都道府県の⽀援・取組、(ⅲ)児童家庭⽀援センターの機能強化及び
設置促進に向けた取組 
⑥代替養育されている⼦どものパーマネンシー保障に向けた取組のうち、(ⅰ)児童相談所にお
けるケースマネジメント体制の構築に向けた取組、(ⅱ)親⼦関係再構築に向けた取組 

などの項⽬とあわせて取組について検討を⾏うことが望ましいことを⽰すことが考えられる。 
 
  ウ．評価のための指標 
  （児童相談所における⼈員配置等について） 

○ 都道府県（児童相談所）における⼈材確保・育成に向けた取組を評価するための指標として
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は、 
� 地区担当児童福祉司、地区担当児童⼼理司１⼈が所轄する⼈⼝ 
� 市区町村⽀援担当児童福祉司の配置数 
� スーパーバイザー１⼈に対する児童福祉司の配置数 
� 児童相談所の第三者評価受審件数 
� ⼦ども家庭福祉⾏政に携わる都道府県（児童相談所）職員における研修（児童福祉司任⽤後

研修、こども家庭ソーシャルワーカーの養成に係る研修等）の受講者数 
について、定量的な⽬標設定をした上で、その進捗について国による公表・評価の対象とするこ
とが考えられる。 
 
○ また、⾃治体における定量的な整備⽬標の設定にはなじまないものと考えられるが、 

� 児童福祉司・児童⼼理司・スーパーバイザーの平均勤続年数 
� 専⾨職採⽤の割合 
� 弁護⼠数（常勤・⾮常勤の内訳を含めて） 
� 都道府県（児童相談所）の⼈材育成に係る体制整備（⼦ども家庭福祉⾏政に携わる都道府県

（児童相談所）職員に対する研修の在り⽅等） 
については、国による公表・評価の対象とし、取組の推進に向けた取組⽅針など定性的な取組内容
を記載するよう求めることも考えられ、検討を深めることが望ましい。 

 
エ．整備⽬標 
○ ウを踏まえ、地域の現状（児童虐待に関する相談対応件数等を踏まえて必要となる児童相談所

の⼈員体制及び現在の地域資源の整備状況等）を把握した上で、 
� 地区担当児童福祉司、地区担当児童⼼理司１⼈が所轄する⼈⼝ 
� 市区町村⽀援担当児童福祉司の配置数 
� スーパーバイザー１⼈に対する児童福祉司の配置数 
� 児童相談所の第三者評価受審件数 
� ⼦ども家庭福祉⾏政に携わる都道府県（児童相談所）職員における研修（児童福祉司任⽤後

研修、こども家庭ソーシャルワーカーの養成に係る研修等）の受講者数 
については、推進計画において定量的な整備⽬標を記載することとすることが考えられる。 
 
○ また、 
� 児童福祉司・児童⼼理司・スーパーバイザーの平均勤続年数 
� 専⾨職採⽤の割合 
� 弁護⼠数（常勤・⾮常勤の内訳を含めて） 
� 都道府県（児童相談所）の⼈材育成に係る体制整備（⼦ども家庭福祉⾏政に携わる都道府県

（児童相談所）職員に対する研修の在り⽅等） 
については、それぞれ定性的な取組内容を記載することとすることが考えられる。 
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⑪⼀時保護改⾰に向けた取組 
ア．新たな計画策定要領に盛り込むべき事項 
（委託⼀時保護の充実・体制整備） 
○ 「⼀時保護ガイドライン」においては、開放的な環境においても⼦どもの安全確保が可能であ

ると判断される場合は、速やかに開放的環境に⼦どもを移すことを検討することとされている
が、地域の委託先の不⾜により⼀時保護所内での保護に偏っている現状にある。このため、都道
府県においては、委託⼀時保護が可能な⾥親等や⼀時保護専⽤施設等の確保など、地域での⼀
時保護の体制整備の充実に努めることが求められる。 

○ 家庭的環境での⼀時保護を実現するものとして、⾥親家庭への委託をより進めることが重要で
あるが、移送の際の⼦どもの⼼理的・⾝体的負担の軽減を⽬指す観点からは、県域に偏りのない
形で委託⼀時保護が可能な⾥親のリクルートを⾏う必要があることに留意することが望ましい。 

○ なお、⾥親への⼀時保護委託については、⾥親への定期訪問・説明、実親との⾯会交流調整など
⾥親担当者等の負担が増えることを踏まえると、児童相談所の⼈員強化が必要となるといった
意⾒もあった。 

○ また、現⾏の策定要領においては、留意点として、家庭養育優先原則を踏まえ、「できる限り良
好な家庭的環境」にあること等が記載されている。国においては、改正児童福祉法を踏まえて策
定される予定の⼀時保護所の設備・運営基準において、施設定員数、個室化の整備、職員配置の
充実など、数値等で具体に⽰すことが望ましい。また、都道府県においては、当該基準も踏まえ
良好な環境を整備するとともに、⼀時保護所の増改築の際には、先進的な⾃治体の視察を⼗分
に⾏なった上で、有識者を含む委員会を設置して検討する必要があるといった意⾒もあった。 

 
（⼀時保護所における⼦どもの権利擁護、⼈材育成等） 
○ ⼀時保護所における⼦どもの権利擁護の取組として、 

・ 意⾒箱の設置や⼦ども会議の開催（江⼾川区）、意⾒表明⽀援員の訪問（明⽯市）など、⼀時
保護所は、⼦どもの権利を⼀部制限している環境であることを⼗分に考慮して、⼦どもに対し
て、⼗分な意⾒の聴取とその反映を⾏う必要がある 

・ また、私物の持ち込みやお⼩遣い制度（江⼾川区）、元学校への通学⽀援（明⽯市）など権利
の制限をなるべく少なくして、安定した⼦どもの⽣活保障の取組を推進する必要がある 

・ ⼀時保護される⼦どもの特性や⾏動パターンを踏まえると、⼤規模施設では⼦どもへの負担が
⼤きいため、⼀時保護所の増改築の際には、適切な規模感や上限を設定する必要がある 

等の意⾒があった。 
○ このほか、児童相談所の児童福祉司・児童⼼理司の⼈材育成の観点から、⼀時保護所職員との⼈

事交流が重要であるとの意⾒や、⼀時保護所職員のスキル向上に関しては、Off-JTとOJTをど
う繋げていくかが重要であり、効果的なOJTが⾏えるトレーナーが職場にいることが必要であ
るとの意⾒もあった。 

 
イ．連動して取り組むべき項⽬ 
○ 本項⽬については、 
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②社会的養育関連の⼦どもの権利擁護の取組 
⑦⾥親等への委託の推進に向けた取組 
⑧施設の⼩規模かつ地域分散化、⾼機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組 

などの項⽬とあわせて取組について検討を⾏うことが望ましいことを⽰すことが考えられる。 
 
  ウ．評価のための指標 

○ ⼀時保護改⾰に向けた取組を評価するための指標としては、 
� ⼀次保護専⽤施設や委託⼀時保護が可能な⾥親等・児童福祉施設等における確保数 
� ⼀時保護所職員の研修受講職員数・割合 
� ⼀時保護所の第三者評価受審件数・割合 
について、定量的な⽬標設定をした上で、その進捗について国による公表・評価の対 象とするこ
とが考えられる。 

 
○ また、⾃治体における定量的な整備⽬標の設定にはなじまないものと考えられるが、 

� 所内保護と委託保護（乳児院、児童養護施設、⾥親・ファミリーホーム、児童家庭⽀援センタ
ー等）の件数・割合 

� ⼀時保護における⾥親委託割合（３歳未満、３歳〜就学前、学童期以降別に） 
� ⼀時保護中に通学⽀援をしている児童の割合 
� ⼀時保護所の平均⼊所⽇数 
� ⼀時保護所の平均⼊所率（保護延べ⽇数÷定員×365 ⽇） 
については、国による公表・評価の対象とすることが考えられ、取組の推進に向け、都道府県にお
ける取組⽅針など定性的な取組内容を記載するよう求めるなど、検討を深めるべきである。 

 
○ このほか、国による定期的な評価・公表の対象にはなじまないが、「学童期以降の児童を対象と

した⼀部屋当たりの平均定員数」や「所内保護と委託保護の保護⽇数と在籍児童数」について、
⾃治体で把握することも考えられるとの意⾒もあった。 

 
エ．整備⽬標 
○ ウを踏まえ、地域の現状（⼀時保護件数等を踏まえて必要となる⽀援の必要量及び現在の地域
資源の整備状況等）を把握した上で、 

� ⼀時保護専⽤施設や委託⼀時保護が可能な⾥親等・児童福祉施設等における確保数 
� ⼀時保護所職員の研修受講職員数・割合 
� ⼀時保護所の第三者評価受審件数・割合 
については、推進計画において定量的な整備⽬標を記載することとすることが考えられる。 
 
○ また、 

� 所内保護と委託保護（乳児院、児童養護施設、⾥親・ファミリーホーム、児童家庭⽀援センタ
ー等）の件数・割合 
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� ⼀時保護における⾥親委託割合（３歳未満、３歳〜就学前、学童期以降別に） 
� ⼀時保護中に通学⽀援をしている児童の割合 
� ⼀時保護所の平均⼊所⽇数 
� ⼀時保護所の平均⼊所率（保護延べ⽇数÷定員×365 ⽇） 
については、それぞれ定性的な取組内容を記載することとすることが考えられる。 

 
 
２．推進計画の策定・運⽤プロセス等について                     
（１）計画策定におけるマネジメント⽀援の必要性 
①計画策定の際の⾃治体担当者向け交流研修 

� 都道府県等アンケートの結果、次期計画策定において、⾃治体間の情報共有やネットワークの
必要があると回答した団体は 31団体中、22団体（71.0％）と多数に上っており、次期計画策定
に向けて、都道府県等の計画策定担当者等を対象に、情報共有や有⽤な事例の横展開を図る交
流研修の場を設定する必要があると考えられる。 

� その際、担当者がグループワークをしつつ、⼦どもの家庭養育優先原則やパーマネンシー保障
とは何か、児童福祉法第３条の２に規定される⽀援の優先順位の意味、⽀援を実施するに当た
っての課題や解決のための体制づくり等について研修する必要があると考えられる。 

②専⾨家によるコンサルテーション 
� 都道府県アンケートの結果、現⾏計画の策定時に外部団体等からの助⾔・コンサルテーション

等を受けた団体は 39団体中３団体にとどまったが、次期計画策定において有識者による助⾔・
コンサルテーションを受ける必要があると回答した団体は 31 団体中 16 団体（51.6％）と半数
以上に上っており、次期計画の策定においては、適切に有識者による助⾔・コンサルテーション
を受けながら検討を進めることが期待される。 

 
（２）推進計画に基づく取組の進捗管理の⽅法 
①都道府県⼦ども・⼦育て⽀援事業⽀援計画等との連動 

� 計画期間については、第３期計画が開始される都道府県⼦ども・⼦育て⽀援事業⽀援計画にあ
わせて５年１期とするべきである。 

� 計画は公表することとすべきである。 
� 策定時には、都道府県児童福祉審議会等の合議制の会議への意⾒聴取を⾏うとともに、⼦ども

等当事者を計画検討委員に構成した上で意⾒聴取を⾏うこととすべきである。 
 ②ＰＤＣＡサイクルを運⽤していくための、各⾃治体の⾃⼰評価と国による外部評価 

� 都道府県等においては、計画に基づく取組について、評価指標に基づき⾃⼰評価を毎年実施し
た上で、都道府県児童福祉審議会等の合議制の会議への報告を実施することとすべきである。 

� なお、⼦ども等当事者の意⾒聴取とその反映は、計画策定段階だけでなく、ＰＤＣＡサイクルの
各段階、特に取組の⾃⼰評価においては確実に実施し、それを改善に反映し、⼦どもの最善の利
益保障につなげるべきである。 

� また、計画期間の中間年を⽬安に必要な場合は計画の⾒直しを⾏うこととすべきであり、⾒直
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しの際にも計画策定時と同様の⼿続きを経る必要があることとすべきである。 
� 国においては、計画期間の２年⽬と４年⽬に都道府県等に向けて調査を実施し、国に設置する

有識者の合議体において評価・分析を⾏い、公表することとすべきである。 
  
（３）さらなる検討が必要な事項 
①地域の実態把握 

� 次期計画については、資源の計画的な整備⽅針のための計画とする必要があり、そのためには、
地域の実態把握（資源に対するニーズ量等の把握）が必要となるが、これらを把握するための統
⼀的な基準等は明確になっていない。 

②地域の実態把握、⾒込み量の算出における具体的⽅法の提⽰ 
� 都道府県に対して、これら実態把握の⽅法や整備すべき資源の⾒込み量の算出⽅法等、技術的

な論点について検討した上で、都道府県等に対して提⽰する必要がある。 
③担当者間のネットワーク形成 

� これら実態把握の⽅法や整備すべき資源の⾒込み量の算出⽅法について、都道府県の計画策定
担当者に対して技術的なアドバイスを⾏い理解を深めてもらうとともに、グループワーク等に
より担当者同⼠の繋がりを広げ、有⽤な事例や重要な視点等を横展開するための交流研修の実
施が必要であると考えられる。 

� これに加えて、⾃治体や⺠間団体に必要な助⾔やコンサルテーションを実施できる体制の整備
も必要である。 

④⼦ども・社会的養護当事者の参画の在り⽅ 
� 上述したように、推進計画の策定時には、⼦ども等当事者を計画検討委員に構成した上で意⾒
聴取を⾏うこととすべきであるが、意⾒を表明しやすいように２⼈以上参画することとするな
ど検討が必要である。 

� また、計画策定段階だけではなく、その後の実⾏、評価、改善といったＰＤＣＡサイクル全体を
通して継続した⼦ども等当事者の参画を基本とする。 
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第Ⅶ章 総合考察 
 
１．検討委員からの新たな推進計画の記載内容・指標等に対するご意⾒                                  
⑴ 相澤委員 

本調査研究は、社会的養育推進計画策定のための「項⽬ごとの策定要領」の指標などを中⼼に検討を⾏
った。 

社会的養育推進計画を策定する場合、こどもが不利益を被らないよう、計画を策定し実⾏することが必
要である。 

意⾒表明等⽀援事業を実施する場合には、こどもが意⾒について児童福祉審議会での調査審議を希望
する場合を考えて、児童福祉審議会での調査審議ができる体制を同時に整備しなければならない。 
例えば、こどもからの被措置児童等虐待であるとの申請を受けて、児童福祉審議会の被措置児童等虐待
部会で審議した結果、被措置児童等虐待に該当しないという決定を下し、こども本⼈に説明したところ、
こども本⼈は納得いかず、児童福祉審議会に再申請した際には、児童福祉審議会の権利擁護部会で審議
することが必要になる。このような体制が整備されずに、意⾒表明等⽀援事業を実施してしまうと、こど
もの求めに応じた対応が児童福祉審議会ではできずに、その意⾒表明をもってこどもの⼼を「⾔っても
無駄だった」という諦念に⾄らせてしまうリスクなどを孕んでいるからである。⼩児期逆境体験のある
社会的養護のもとで⽣活しているこどもであれば、それどころか最悪の事態に⾄る危険性も孕んでいる
のである。 
したがって、⾃治体は計画を策定し実⾏する際には、常にこどもの最善の利益を考慮して実施すること
が必要であり、社会的養育推進計画策定のための「基本的な考え⽅」に踏まえた計画の策定が求められて
いるのである。 
 
⑵ 桐原委員 
今回の調査研究委員として、⾃治体職員として参画させいただいた。⼭梨県（Ｒ2.3 ⽉策定）では社会

的養育推進計画の策定趣旨として「⼦どもは権利の主体」であり、その「最善の利益が優先されること」
を理念に据え、⼦ども家庭への⽀援、家庭的養育環境の整備を着実に推進することを掲げ具体的な取組
として、「⼦どもの権利擁護（アドボカシー等）の推進」〜「⼦ども家庭福祉に係る専⾨職の養成」など
の９項⽬を設定し各取組を実⾏している。 

本来、計画には具体的な取組に対する「PDCA サイクル」が必要であり、事業や実績等を毎年チェッ
クした上で評価を分析し、新たな取り組みを検討・実⾏していくことが望ましい。本県では、県主導によ
る PlanおよびDoの動きはあるものの Checkは県の⾃⼰評価による進捗確認に留まり、Actionも各関係
機関と協働をふまえた検討・⽅向性にむけた動きが図れているとはいえない状況にある。その中で、本県
計画の推進にむけ⽇本財団との間で「家庭養育推進⾃治体モデル事業」に関する協定（R3.３⽉）を結ん
だ。本県計画の「家庭的養育環境の整備を着実に推進すること」を後押しするものであり、この協定は、
家庭養育推進の成果、課題等を検証し家庭養育の推進にむけた事業展開を進めている。具体的には、早稲
⽥⼤学社会的養育研究所のコンサルテーション等（課題分析・助⾔等）により、市町村や各⺠間施設に対
する⼦ども家庭⽀援体制の強化にむけた説明会・研修会の開催や連携・協働体制の構築を⽬指した取組
を展開している。今回の『①社会的養育の体制整備の基本的考え⽅及び全体像』に関連することで⾔え
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ば、その中でも児相では「家庭養育へシフト・マネジメントする体制の構築」、市町村では「⾝近な場所
での在宅⽀援体制の整備・充実」、施設では「専⾨性を活かした多機能化・機能転換」を⽬指すことを関
係者の共通認識とした上で、現在は福岡市の取組をモデルとした児相による家庭養育推進にむけたケー
スワーク（パーマネンシープランニングモデル）の導⼊（R5年度〜）の準備を進めている。このモデル
の導⼊は「パーマネンシーの視点を中⼼とした連続性のある⽀援・相談機関の体制及び連携等の充実」を
図るためのものであるが、児相と本庁において措置ケースの分析（家庭養育推進にむけた⽅針決定、家庭
との関わり・再統合等の状況確認等）を⾏い、これまでの施設⼊所を中⼼としたケースワークから、児相
が先頭に⽴って家庭養育推進に舵を切るための取組である。その点もふまえ、今回の指標の設定におい
て『③市区町村の家庭⽀援体制』を中⼼に当県の活動状況および今後の家庭養育推進にむけて必要とな
る内容をふまえた意⾒を反映させていただいた。今後、市区町村のサービス等の充実は必須となる。 
私⾃⾝感じたことだが、⾃治体担当者は⼦ども家庭福祉に係る事業が増加の⼀途を辿る中で、どのよう

に計画を展開すればよいのか⼾惑い等が⽣じると思われる。⾃治体では膨⼤な業務量や⼈事異動等の影
響を受けることもあり、計画推進にむけて市区町村や各関係機関との協働も含めてどのような事が進ん
でいるのかを⾒失う恐れがある。そのため、今回の新たな指標設定等を基に評価していくことは、⾃らの
⾃治体の実⾏状況の把握・再確認ができるものであり、各⾃治体との⽐較を参考にできる点では画期的
であると感じる。各⾃治体の次期計画の策定・実⾏および現計画の評価・実⾏にあたり⼀助となることを
期待したい。 
参画する中で改めて気づかされたことがある。主役は障害児も含め「すべての⼦ども」であり、⼦ども

の権利・声を重視した政策展開が重要となること、また、当計画によってすべての⼦どもの安⼼・安全な
⽣活を守るための様々な⽀援が、住む場所や関わる⽀援者によって変わることなく、どこで⽣活してい
ても同じ質と量で提供される必要があることである。そのために、各⾃治体においては全国的な動き・デ
ータを基とした上で、地域の各機関のつながりによる計画的な家庭養育推進およびそれぞれの地域の状
況をふまえた家庭養育推進の設計図を考え、⽀援体制を整備・構築していくことが望まれる。 

 
⑶ 澁⾕委員 
 とくに市区町村の家庭⽀援体制に焦点をあて、若⼲のコメントを付す。 

社会的養育について、家庭養育優先原則を徹底し、⼦どもの最善の利益を実現していくことが求められ
ていることを背景として推進されるものと理解すれば、その主たる舞台は⾃ずと市町村ないし地域とな
る。このことは、都道府県児童相談所を中⼼とした実施体制が⻑らく敷かれてきたことに鑑みれば、⼤掛
かりな転換といっても過⾔ではない。実際、⼦ども虐待防⽌対策の推進という⽂脈で市町村の役割強化
が図られてきたとはいえ、社会的に孤⽴しがちな要保護児童とその保護者に対してアウトリーチするた
めの社会資源の整備は⼗分とはいえないのが現状である。結果的に、⼀般的・普遍的な⼦ども・⼦育て⽀
援と要保護児童対策は⼆元化することとなった。 

本調査研究では、有識者のほか、先駆的な取り組みをしている⾃治体に対してもヒアリングを実施する
ことで、都道府県として取り組み可能性が⾼い事項について明らかにすることができた。本成果をすべ
て「指標」として公表することにフィットするとはいえないが、どの項⽬についても実態把握をするため
の意味ある視点を提供しているものと考えられる。とくに、⼦育て世帯訪問⽀援事業、児童育成⽀援拠点
事業、親⼦関係形成⽀援事業、⼦育て短期⽀援事業、⼀時預かり事業、養育⽀援訪問事業の供給量確保に
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ついては、市町村が策定する地域⼦ども・⼦育て⽀援事業のメニューに組み込まれる⾒込みであり、各⾃
治体にとっても関⼼の⾼いものであろう。次期⼦ども・⼦育て⽀援事業計画の策定及び実施を通して、家
庭⽀援のための各種資源の変化を捉えることが期待される。 

ただし、これら事業は単に量的な確保がなされるだけでなく、質的な確保が伴わなければならない。た
とえば特定教育・保育施設等での重⼤事故あるいは⼦ども虐待死亡事例の発⽣状況報告及び有識者会議
による提⾔なども視野に⼊れ、質的な安定・改善についても関⼼を持つことが必要である。 
そのためにも、⼈材確保は関⼼の⾼い事項となる。市町村では必ずしも専⾨職が相談⽀援を⾏うための
体制がとられているわけではないこともあり、都道府県が⼈材育成に積極的に協⼒し、常に⼦ども家庭
⽀援のためのノウハウが組織的に活⽤される状態にしていくことが望まれる。実効性ある確保策が⽰さ
れないままに指標化が先⾏してしまうことには慎重でなければならないが、少なくとも各⾃治体の⼦ど
も⼈⼝に対してどのような⼈材がどのくらい確保をされ、その者たちがサポートプラン等をどのくらい
作成しているのかという実態把握をきめ細やかに⾏っていくことが今後は求められるであろう。 
 
⑷ 永野委員 
 2016 年の児童福祉法改正から現在に⾄るまでの⼤きな潮流は、⼦どもの権利を基盤とした「⼦ども・
家族中⼼」の制度への転換であると理解している。この実現のために、都道府県においては、新たな計画
策定要領に盛り込むべき事項を確認し、P D C Aサイクルを確実に実⾏していくことが強く求められる。 
以下では、これまでに社会的養護のもとで育った若者の当事者参画について実践・研究を⾏ってきた⽴
場から、特に当事者の参画・意⾒聴取等について、雑感を付したい。 
①⾃分の⼈⽣への参画について 
 逆境的な環境で育った⼦どもたちとって、「意⾒」の源となる⾃分の気持ちや感情は、⽣き延びるため
に蓋をしなければならなかったもので、時として感情を表すことによる危険を経験していることもある。
さらに、社会的養護のもとでは、⾃分たちの意⾒や「声」が⼗分に聴かれてこなかったために、⼈⽣のコ
ントロール権を剥奪されている感覚に陥ることも少なくない。保護や措置に際しても、どうして家庭か
ら離れなければならないか、これからどこで誰といつまで暮らすのかといった、⾃分の⼈⽣にかかわる
重要な事項が、周囲の⼤⼈たち（社会）に次々と決められていく。⾃分にまつわる重⼤なことの決定にコ
ントロールが効かない感覚は、何かをいっても無駄だという主体性を剥奪していく。 

⼦どもたちの「意⾒」を聴くためには、まずは⼦どもたちが「声」を取り戻せることが始発点であり、
そのためには安全な場で⾃分の気持ちを⾒つけられ、この⼈だったら聞いてくれるかもしれないという
信頼感を取り戻すプロセスが不可⽋である。その上で、あげた「声」や「意⾒」が適切に受け取られ、応
答されていくことの繰り返しが肝要だ。こうした「⾃分の声が⾃分の⼈⽣に響く」感覚を得られて、初め
て⾃分の⼈⽣への参画が可能となっていく。たとえ「声」をあげても、無視されたり、事態が改善されな
かったり、危険が増す経験を重ねていけば、その「声」をあげようとする気持ちや「声」そのものは失わ
れていく。 

各都道府県においては、意⾒聴取の「場」を設けるにとどまらず、聞いた意⾒がどのように反映された
か（されなかったのは何故か）、⼦ども本⼈と丁寧に対話することが求められる。さらには、⼀定の年齢
以上であれば、ケアやプランを話し合う場に⼦ども本⼈が加わり、⾃分の⼈⽣に意⾒が表明できる対話
の場を保障していく必要がある。 
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②社会への参画について 
措置解除後の参画についても考えたい。社会的養護の措置解除後に若者たちがどのような⽣活を送っ

ているか、公的なデータもなく、その実際が把握されてこなかった。2000 年度にようやく実施された全
国調査では、「住所・連絡先が不明」等で施設や⾥親が調査票を「案内していない・案内できない」割合
が 45.1%であったことが影響し、本⼈記⼊調査の回答率は 14.4%にとどまったものの、2980⼈の社会的
養護を経験した若者たちから、貴重な「声」があがった（三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング 2021a）。
各都道府県においては、措置解除後の実態を把握する調査を定期的に実施し、①措置解除後のニーズを
把握し、「今」必要な⾃⽴⽀援制度を充実させること、②当事者による社会的養護の評価を確認し、改善
を⾏うことを徹底していただきたい。 

さらに、社会的養護の領域でも制度を変えようと声をあげようとする若者たちが増えている。⽇本で
も、2000 年頃から当事者の参画を⽬指す団体が活動を始めているが、2010 年頃からは、北⽶の⽅法を取
り⼊れつつ、安全性を確保しながら、制度へ声をあげるユース・アドボカシーを⽬指す動きがみられる。
社会的養護のもとで⽣活する⼦ども・若者たちは、決して⽀援を待つだけの存在ではない。各都道府県に
おいては、計画策定の場や審議の場に複数の社会的養護のもとで育った⼦ども・若者を委員として迎え、
「⾒せかけの参画」やトークニズムに陥らないよう実質的な参画を保障する⼯夫を講じる必要がある。 

こうした新しい（ようにも思える）システムや考え⽅は、⾏政や実践者がこれまで培ってきた専⾨性を
否定するものではない。私たちが社会的養護というシステムの中で関わっているのは私たちの⼈⽣では
なく、⼦ども・若者の⼈⽣であるという⼀点に⽴ち、⼦ども・若者の⼈⽣のコントロールを奪わず、パー
トナーシップのもとでより良い社会的養護をともに作り上げていきたい。 
 
⑸ 福井委員 
 ⼦どもが「ずっと⼀緒にいられる家族」への安⼼感や所属感を感じ、安定したアタッチメントやアイデ
ンティティを獲得しながら育っていける養育環境を維持⼜は提供すること（以下、パーマネンシー保障）
は、社会的養育の重要な⽬的といえる。この⽬的を明⽰し、その達成に向けて、家族との暮らしを維持す
る⽀援や親⼦分離後のパーマネンシー保障に関わる実践・施策を計画的に強化していくことが、推進計
画の重要な役割となる。具体的には、親⼦分離を防ぐ市区町村の相談体制や家庭⽀援事業、親⼦分離後の
児童相談所の家庭復帰や親族養育、特別養⼦縁組等に向けた⽀援や判断、都道府県主導の施設多機能化
などを、パーマネンシー保障に向けた⼀連の実践・施策として体系的に位置づけ、それらの進展を指標で
測ることが、各⾃治体における⼦どもの健全な成⻑に影響を及ぼしうる。 
 まず、保護者の家庭養育への⽀援を最も優先すべき⾏政の責務としている児童福祉法の原則に従い、
市区町村による家庭⽀援に必要な相談体制と⽀援メニューの充実、都道府県による⽀援内容、その指標
を推進計画上に定める必要がある。具体的には、こども家庭センターや児童家庭⽀援センターの設置数
により相談体制の充実度を測りながら、活⽤できる⽀援メニューの種類や量の増加を家庭⽀援事業の供
給量や確保⽅策の達成率により確認することが考えられる。その際、市区町村の⼦ども･⼦育て⽀援事業
計画に定める地域⼦ども･⼦育て⽀援事業については、改正児童福祉法（令和６年４⽉施⾏）が求める市
区町村の包括的・計画的な⽀援や利⽤勧奨・措置による積極的な家庭⽀援を前提に、これまで⽀援事業を
利⽤してこなかった家庭の潜在ニーズを含めた⼗分な量の⾒込みと確保⽅策の設定が求められる。都道
府県は、改正法が新設・拡充した家庭⽀援事業の計画的な充実に向け、市区町村に対し、国の通知に基づ
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く⾒込量算出への助⾔や、都道府県所管施設の多機能化等による確保⽅策の提⽰を積極的に⾏った上で、
推進計画の⽬標値を定めることが期待される。 
 よって、施設多機能化の記載項⽬においても、⼀時保護専⽤施設や⼦育て短期⽀援事業による短期養
育、その他の家庭⽀援事業や妊産婦等⽣活援助事業、家庭⽀援専⾨相談員等加配や施設機能強化加算（親
⼦⽀援事業）の適⽤など、地域の家庭⽀援に貢献している施設数を指標として取組みを推進することが
考えられる。 
 また、親⼦分離後のパーマネンシー保障を早期に進める児童相談所の体制、実践プロセス、実践結果を
推し測る指標を通じた取組みの推進も有効と思われる。代替養育措置の当初から、家庭復帰や親族養育
などのパーマネンシーゴールを定め、集中的な家庭⽀援や親⼦交流促進、親族調査を実施し、その状況の
評価に基づいて⽀援内容やゴールを定期的に再検討、必要なら特別養⼦縁組への⽅針転換を⾏うような
強固なケースマネジメント実践を担う係や担当者の配置状況は重要な指標といえる。その実践プロセス
として、パーマネンシーゴール（永続性保障の⽅針）を定めた⽀援計画が策定されているか、家族・親族
への所属感や親⼦関係構築にとって重要な家族や親族との交流が促されて交流頻度が⾼まっているか、
親⼦再統合⽀援事業が活⽤されているか、それらの実践の結果として、不必要に措置（平均措置期間）が
⻑期化せず、退所理由として 18歳未満での家庭復帰や親族養育、特別養⼦縁組の割合が⾼まっているか
を指標とすることが考えられる。 
 以上の実践・施策に⼗分に取り組んだ上で、家庭復帰や親族養育が⾒込めない児童について、特別養⼦
縁組の必要性を⼗分に検討できているか、縁組に向けて児相⻑申⽴てを活⽤できているか、縁組成⽴件
数が⼗分な割合で推移しているかを確認することが重要となる。現⾏の推進計画におけるパーマネンシ
ー保障は、その⼿段の⼀つである特別養⼦縁組推進において⾔及されているが、平成 28 年と令和４年の
改正法がめざす家庭⽀援強化の趣旨を鑑みると、推進計画の上位理念にパーマネンシーを位置づけ、各
記載項⽬における実践・施策に反映し、指標でその進捗を測ることは必然といえる。細切れの実践・施策
といった⽊だけでなく、森を⾒て体系的にパーマネンシー保障を進めるための計画を⽴て、実⾏に移す
ことが、そこで育つ⼦どもたちへの説明責任を果たすことになると考える。 
 
⑹ 藤林委員 

都道府県社会的養育推進計画は、児童福祉法の重要な理念である「家庭養育優先原則」に基づいた、⼦
どもの最善の利益を実現していくためのものとして、始まったものである。そして、都道府県社会的養育
推進計画に基づく取組の進捗の評価は、都道府県担当部署にとっては、当該⾃治体の強みや課題を把握
し、今後の推進計画の⾒直しや重点施策を打ち出すことをサポートするものと考えられる。とりわけ、指
標の経年的推移や全国⽔準と⽐較した図表は、都道府県において施策や事業を新規・拡充する際の、重要
な資料として⾃治体内で活⽤いただけることが期待される。 

新たに考案された各指標の中で、筆者がここ数年取り組んでいる領域、特に、⾃治体の体制整備に関わ
る部分について、若⼲の考察を加える。 

家庭養育優先原則の中で、最も優先して取り組まれるべき⽬標は、「家庭維持＝在宅⽀援」である。令
和 4年改正法において、在宅⽀援に関係する改正項⽬は多岐にわたっており、今後、全国の 1700余の市
町村における在宅⽀援の質・量を充実強化していくことが社会的に期待されている。そして、在宅⽀援を
中⼼的に担うのは各市町村のこども家庭センターと児童家庭⽀援センターである。都道府県社会的養育
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推進計画において、市町村⼦ども家庭センターがどのように設置されていくのか、また、児童家庭⽀援セ
ンターがどのように計画的に配置されていくのか、また、それぞれが有機的にどのような連携を⾏って
いくのかが、注⽬される。その意味で、「こども家庭センターの設置数」や「児童家庭⽀援センターの設
置数」は重要な指標になりうる。また、これらのセンターが設置されるだけではなく、必要な家庭に必要
なサービスを適切に提供することが重要である。在宅⽀援が適切に提供できているかどうかの指標とし
て、市区町村における家庭⽀援事業の供給量やサポートプランの作成割合などが重要な評価指標になる
と思われる。 
２つ⽬に重要なことは、市町村や児童家庭⽀援センターが在宅⽀援を⼗分に展開するにしても、⾏政処

分を担う児童相談所との連携協働体制は必要不可⽋である。そのためには、児童相談所の児童福祉司、児
童⼼理司、児童福祉司スーパーバイザー、市町村⽀援担当児童福祉司等の配置数と専⾨性や経験値が重
要となってくる。これらを表す指標としては、それぞれの⼈⼝に対する配置数のみならず、経験年数も指
標として有効である。また、児童相談所と市町村や児童家庭⽀援センターとの連携・協働の程度を⽰す指
標としては、指導委託件数も有効と考えられる。 

各センターの設置やサービス供給量に合わせて、そこで働く職員の専⾨性確保は都道府県の重要な責
務である。都道府県は児童相談所職員の専⾨性強化のみならず、市町村や児童家庭⽀援センター職員の
専⾨性や連携⼒を強化するための、⼈材育成や⼈事交流を計画的な実施も求められており、社会的養育
推進計画の中で、定性的に、あるいは、定量的に記載されることを期待したい。 

 
⑺ 三輪委員 
 あげられている項⽬、記載内容、指標はいずれも重要なものだと考えるが、以下では、特に「⑤⾥親
等への委託推進」にあげられている記載内容を取り上げたい。 
①フォスタリング機関の包括的実施の重要性について 
 ⾥親等への委託推進には、⽀援体制の整備が⼤前提となる。周知のとおり、⾥親等へ委託される⼦ど
もの中には、様々な背景を持ち複雑な環境を⽣きてきた⼦どもが多くいる。養育するにあたり細やかな
配慮を必要とする⼦どもも多く、⾥親等へのサポートは⽋かせない。なお、⾥親等への⽀援体制として
は、包括的な実施が重要である。⾥親のリクルートの時点からかかわりのある機関が、⾥親の認定・登
録・未委託の時期を共にし、⼦どもが委託された後、さらには家庭復帰や⾃⽴の時にも包括的に担うこ
とが必要である。いわゆる伴⾛型の⽀援は、従来から⾥親等への⽀援として有効だとされており、また
それは⼦どもにとっても重要な⽀援となる。⾥親等への委託は、⼦どもの⼈⽣、また⾥親やその周囲の
⼈々の⼈⽣にかかわり、連続的なサポートが必要となることから、フォスタリング機関を包括的に実施
し、⼦どもと⾥親等への継続的な⽀援を約束する必要がある。 
②フォスタリング機関への第三者評価の実施について 
 少なくともこの初期の段階において、第三者評価は、監査的側⾯以上に、外部からの⽬を通すことに
よる気づきや発⾒という意味で、フォスタリング機関が向上していくために重要な点となる。外部から
の⽬を通すことで、機関の強みや弱みを顕在化させ、⾃覚的に発展していくことが可能となるだろう。
そのためには、第三者評価は監査的な側⾯よりも、建設的な側⾯が強調される必要がある。 
今後、児童福祉施設と同様になる⾥親⽀援センターについては、第三者評価が義務付けられることに

なったが、将来的にはフォスタリング事業を少しでも実施している機関すべてが実施することが望まし
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いと考える。 
③児童相談所と⺠間フォスタリング機関との連携の必要性について 
 児童相談所が、⼦どもを措置するというシステムになっている以上、児童相談所は⼦どもと密接にか
かわる機関であり、その意味でも⺠間フォスタリング機関との連携は⽋かせない。しかし、⺠間フォス
タリング機関は、児童相談所との連携のみならず、市町村や⼦ども家庭⽀援センター、学校、保育所、
幼稚園、学童保育所、医療機関など、地域の中の様々な機関と連携していく必要がある。⾥親家庭と⺠
間フォスタリング機関だけで⼦どもを養育しているのではなく、⼦どもは地域の中で育っていることを
再確認し、⼦どもがかかわるすべての機関と連携するべきだろう。また、実親との交流がある場合に
は、実親がかかわる地域やその地域の中の機関との連携も視野に⼊れることが重要だろう。 
 
 
２．調査研究を通した総合考察                            
 本調査研究においては、令和４年改正児童福祉法で新たに意⾒表明等⽀援事業や妊産婦等⽣活援助事
業、親⼦再統合事業等の事業が法律上位置づけられたことや、市町村の家庭⽀援強化（こども家庭センタ
ーの設置や家庭⽀援事業の創出等）、さらに⾥親⽀援センターの創設、社会的養護経験者等に対する⽀援
が明確にされたことをふまえて、新たな社会的養育推進計画の策定要領に必要と考えられる項⽬と評価
指標について検討を進めた。学識経験者と社会的養護経験者、⾃治体職員を含む検討委員会を組織した
上で、各項⽬に関する知⾒を有する有識者へのインタビュー、先進的に取り組む都道府県へのインタビ
ュー、⾃治体推進計画担当者へのアンケート、⾃治体推進計画担当者向けオンライン意⾒交換会を通し
て、新たに推進計画に取り込むべき内容や必要な視点と評価指標について広く検討し、推進計画の記載
内容と評価指標、計画策定や運⽤のプロセス等について具体的にまとめた。その結果が第Ⅵ章に⽰され
ている。なお、有識者と都道府県等へのインタビューについては、本調査研究の前段階として当研究所に
よる令和 3年度の調査研究6においても同様に実施しており、その成果も含めて本調査研究で検討した。 
 以下に本調査研究全体を通して、新たな計画策定要領に特に必要と考えられる事項や視点についてま
とめる。 
 
(1) パーマネンシー保障の明確化 
 現⾏の社会的養育推進計画においてはアンケート結果からも明らかなように⾥親等委託率の⽬標達成
に焦点が当てられていたが、新たな計画策定要領における項⽬の構成については、家庭養育優先及びパ
ーマネンシー保障の理念に基づく⽀援の在り⽅に沿って並び順を⾒直す必要がある。特に第Ⅵ章にある
ように、項⽬①の都道府県における社会的養育の体制整備の基本的考え⽅として「パーマネンシー保
障」を明記し、また、項⽬⑥においてもパーマネンシー保障の理念に基づく⽀援の在り⽅について、市
区町村の予防的⽀援により家庭維持等を⽬指した上で、代替養育となる場合も家庭復帰に向けた努⼒を
最⼤限に⾏う必要があり、それが困難な場合に親族・知⼈による養育を検討し、さらには特別養⼦縁組
を検討し、これらが⼦どもにとって適当でないと判断された場合には、⾥親等への委託や施設等への措
置を検討することを具体的に⽰している。さらに項⽬⑦⾥親等への委託の推進に向けた取組の項⽬で

 
6 早稲⽥⼤学社会的養育研究所（2022）「都道府県社会的養育推進計画の好事例集作成と⾃治体向けシ
ンポジウム（都道府県社会的養育推進計画の実践に向けた調査研究)」 
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「⾥親委託率については、家族維持など予防的対応、親⼦関係再構築⽀援、特別養⼦縁組などパーマネ
ンシー保障に関わる対応を優先した上で、必要な代替養育における⾥親委託率の向上が求められるもの
であることに留意が必要である」とし、⼦どもにとっての最善の利益を保障するためには⾥親委託が最
優先ではないことを明確に⽰した。令和４年改正児童福祉法の内容を踏まえると、現⾏の策定要領の内
容として不⼗分な点はパーマネンシー保障の考え⽅の徹底であり、これについて各項⽬で繰り返し強調
する必要がある。今後は重要な役割を担う市町村においてもパーマネンシー保障の考え⽅を広める必要
がある。これらについては、本章（２）桐原委員、（５）福井委員が具体的に記載している。 
 
(2) ⼦どもの最善の利益を中⼼に据えた推進計画 
 さらに、推進計画の策定にあたっては、パーマネンシーの理念を⼤切にすることと同等に、信頼できる
⼈間関係をベースとして⼦どもが経験する社会関係にも配慮し、地域で⽣活する主体としての⼦どもと
いう観点を盛り込む必要があると考えられる。その意味では、社会的養護下における⼦どもの環境や権
利擁護だけでなく、⽣活の連続性を射程に収めた環境や権利擁護の⽅策を考慮しなければならない。こ
れらは次の推進計画策定にあたって必要な観点であり、推進計画で扱っていかなければならない内容で
もある。同時に、推進計画に限ったことではないが、⼦どもが⽣まれ育つ地域によって受けられる配慮や
⾃治体が⽤意している⽀援と体制の⽔準に格差が⽣じないようにすることが重要と考えられる。推進計
画策定の⼿引きとなる「都道府県社会的養育推進計画の策定要領」を改訂する際には、そうした観点が盛
り込まれる必要がある。  
 
(3) 社会的養育の理念について 

本研究を通じて、改めて重要であると考えられることの⼀つは、「社会的養育」そのものが意味してい
る内容の共有を図ることである。これは後述する制度的な枠組みの問題としてだけではなく、実践を⽀
える理念として関係者間で確認し、⼦育ち・⼦育てに関する認識を共有することにつながると考えられ
る。本調査研究では、⼦どものパーマネンシー保障を可能にするための提⾔が委員からなされているこ
とが意義深い。そしてその理念は、従来の制度の枠組みが課題を抱えていることも⽰唆している。今後は
地域包括的・継続的⽀援の観点から、社会的養育の基本的な考え⽅についても整理する必要があると考
えられた。 

 
(4) 社会的養育推進計画等の策定・進捗に関する都道府県と市町村の連携について 

⼦ども家庭福祉分野は、⻑らく制度を具体的に届ける役割と責任の所在によって、⼤きく都道府県、市
町村の間で実施体制が分かれてきた。社会的養育推進計画は、基本的に「社会的養護」の枠組みにおける
計画として捉えられてきたために、その実施主体である都道府県が策定する計画であり、その計画を実
⾏するうえで市町村事業との関係は⼗分に整理されてこなかった。都道府県が担う社会的養護と市町村
が担う⼦ども・⼦育て⽀援いわば家庭⽀援が、接続しなかったことを意味する。このことを、まず実施主
体である都道府県及び市町村、具体的なサービスの担い⼿である⼦ども家庭福祉の関係者の間で認識す
る必要がある。そのうえで、広く社会的養育のなかでも家庭分離を必要とする⼦どもに対しては、家庭養
育優先原則に基づく家庭と同様の養育環境が量・質ともに⽤意される必要があり、その選択はパーマネ
ンシー保障をベースとする必要がある。 
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⼀⽅で、⼦どもの⽣活の場は、⼦どもの権利を中⼼に据え、年齢や発達に合わせて適切な環境が⽤意さ
れるよう、⼦どもの意向を⼗分に踏まえる必要があることが⽰唆されている。家庭養育優先原則に基づ
く⽀援が進展すれば、地域における⽣活すなわち市町村における⽣活がメインになる。そこでは、⼦ど
も・⼦育て⽀援事業とりわけ家庭⽀援事業の活⽤やその量・質の充実、制度的ネットワークを介したその
他のフォーマル・インフォーマルな資源とのつながりの中で⼦どもが育つことができるような配慮が必
要であるし、⽇常⽣活においては⾝近な⽣活圏で得られるサポートが不可⽋である。 

これはすべての⼦どもと家庭に必要なことであり、その考え⽅と確保⽅策については、市町村が策定す
る⼦ども・⼦育て⽀援事業計画にも本来必要な観点である。狭義の家庭⽀援事業に焦点を当てた際、市町
村としてもすべての⼦どもと家庭に届ける準備をしておく必要があり、その意味で都道府県が策定する
計画と市町村が策定する計画は全く別のものと考えることはできず、双⽅の接続を意識することが望ま
れる。今後、市町村においてこども家庭センターがサポートプランを策定するようになれば、具体的な⽀
援計画の中ではおのずと⽀援の連続性を考慮し、都道府県と市町村の綿密な連携に基づいて⽀援を実施
することが必要と考えられる。サポートプランの策定状況を指標に含めることは、そうした取り組みが
必要であることを都道府県・市町村双⽅に意識化することに寄与すると考えられる。さらに、専⾨性を備
えた⼈材確保と広域的な確保⽅策、研修のあり⽅等を含めた⼈材育成の課題は、市町村単独で解決する
ことが難しく、都道府県が共に考え、どのような整備が必要かを推進計画に盛り込む必要があることが
⽰唆されている。 

推進計画策定にあたって、今後は都道府県・市町村が社会的養育の考え⽅、認識を共有しつつ、それぞ
れの実施主体が必要な対応を計画に落とし込んでいけるような連携や協働が必要と考えられる。 
 
(5) 施設の多機能化・機能転換と⾼機能化 
 施設の多機能化・機能転換については現⾏の推進計画の中で、フォスタリング機関としての新たな役
割を担うようになった施設も多くなってきた。これについては令和 4 年改正児童福祉法で⽰された⾥親
⽀援センターとしてさらなる発展が期待される。ただ、これは代替養育の枠の中での多機能化であり、新
たな推進計画においては施設の多機能化としてはパーマネンシー保障を念頭に、家庭維持、家族再構築
のための様々な事業、妊娠葛藤相談、養⼦縁組⽀援、⾃⽴⽀援など、⼦どもの最善の利益保障を⽬指す新
たな役割を担うことが益々期待される。すでに児童家庭⽀援センターとしてこのような新たな役割を担
う機関が増えてきており今後益々の発展が期待されるところである。第Ⅵ章でも⽰した通り、新たな計
画策定要領には、「多機能化・機能転換」「⼩規模かつ地域分散化」「⾼機能化」などに分け、それぞれの
⽬標等を国として⽰す必要がある。特に、「⾼機能化」について、「多機能化・機能転換」がある程度進み
予防的対応や家庭養護が質量ともに充実する中で、そのような家庭養護では対応が難しいケースについ
て、⼦どもや家族のより複雑なニーズに対応できる⾼機能化された施設とはどのようなものか検討し具
体的な⽅向性を提⽰する必要がある。その際、⼦どもの最善の利益を保障することを第⼀に考え、⼦ども
に必要な施設の⾼機能化について検討する必要がある。パーマネンシー保障の考えが関係者に共有され、
⾥親委託率もある程度増加した状況にある⾃治体の官⺠関係者の協⼒も得る形での具体的な検討が必要
と考えられる。 
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(6) 障害児⼊所施設児童について 
 第Ⅵ章で繰り返し⽰した事項として「社会的養護児童の⾒込み数の枠組みの中に障害児⼊所施設（福
祉型）に措置⼊所している児童数を含めるべき」との考えがある。障害児⼊所施設（福祉型）に措置⼊
所している児童については、虐待（疑いあり）を理由とする⼊所が約 35％と最も多く、また、児童相談
所による措置を経て⼊所しているため、社会的養護の⼦どもに含め、社会的養育推進計画の対象として
検討を⾏うべきであり、社会的養護児童の⾒込み数の枠組みの中に障害児⼊所施設（福祉型）に措置⼊
所している児童数を含める必要があると考えられる。これについては障害児⼊所施設の在り⽅に関する
検討会報告書（令和２年２⽉）でも⾔及されている。本調査研究の⾃治体アンケート結果では、計画策
定において関係機関等を対象に実施したアンケートで障害児⼊所施設を対象とした⾃治体はなく、ヒア
リング対象とした⾃治体も２カ所のみであった。新たな計画策定要領においては障害児⼊所施設の措置
⼊所児童についても、社会的養育推進計画の対象として含めることを検討し、家庭養護を促進すること
を明記すべきである。 
 
(7) 策定された計画の実効性と PDCA 

なお、基本的な⽅向性や考え⽅を⽰すだけでなく、具体的な計画が PDCAサイクルを通じて効果的に
進展していくために、特に Checkと Actionを機能させる必要がある。調査の結果から、推進計画を⽴て
る際・⾒直す際に実態や結果に基づいて、外部団体や有識者等からコンサルテーションを受ける必要性
が⽰唆されているものと考えられる。これは、策定された推進計画の数値的⽬標達成としてのアウトプ
ットの評価や受け⽌めにとどまらず、家庭分離を必要とする⼦どもの安定した⽣活環境や家族関係、そ
の後の家庭復帰などパーマネンシー保障に結び付いたかどうかというアウトカムに先⾏する⼀定の指標
として捉え、考えるための⽅策にもなりうる。 

しかし、推進計画に必要な観点がそのまま全て指標になりうるかといえばそうではない。個別の⾃治体
の状況や指標の性質を鑑みると、必ずしも数値の⾼低で良し悪しを判断できない側⾯を持っており、評
価の困難さから指標にすることが適さない項⽬もある。推進計画に必要な観点は、数値のみで評価する
ことが適さない、個別の⾃治体の取り組み状況と課題を把握する内容を含むことを考慮する必要がある。
その意味で、質的な検討や振り返りを深めるためのコンサルテーションが重要と考えられる。この点は、
⼦どもの最善の利益を中⼼に据える観点を推進計画に取り⼊れるためにも必要なことである。 
 
(8)「⼦どものために」で終わらせず「⼦どもとともに」へつなげる 
「⼦どものために」策定される各都道府県の社会的養育推進計画によって、⼦どもにとってよい成果

がもたらされたかどうかの確認をするにあたっては、⼦どもの声を聴くことと客観的な評価を続ける必
要がある。令和４年改正児童福祉法をふまえた次の社会的養育推進計画により「⼦どもとともにある社
会」が実現できるよう、国は⼦どもの声を聴き反映させる仕組みや、計画策定後の定期的な評価・報
告、関係者ネットワーク構築、コンサルテーションの体制等について計画策定時から準備し整備する必
要がある。 
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第Ⅷ章 資料編 
 
１． 社会的養育におけるパーマネンシー                       
 本稿は、検討委員である福井充委員、永野咲委員により作成された。 
 
１． パーマネンシー（Permanency） 
 パーマネンシーは、⾃分を愛し⼤事にしてくれていると⼦どもが感じる⼤⼈（⼼理的親１）との⽣涯に
わたって続く関係の下で、家族への所属感を抱きながら成⻑できる「⼼理的親との永続的な関係の下で
の養育環境２」をいう。⼦どもの⾝体的･⼼理的ニーズに関⼼を払い、満たすことによる⽇々の交わりや
経験の共有を基盤に⼦どもと⼼理的な絆を形成した者が⼼理的親になりうる（Goldstein, J. et al.、1973）
３とされており、実親のほか、親族、養親なども、永続的な関係の下で絆を築きうる。 
 ずっと⽀えてくれる⼤⼈、すなわち「何があっても⾃分のもとを去らない⼈」「置き去りにしない⼈」
「応援し続けてくれる⼈」との永続的な関係の下で、⼦どもが将来を⾒通せる安定した養育や傾倒的な
関わりが提供されることが、妨げられない強い情緒的な結びつきに基づくアタッチメントの形成や、家
族への帰属意識に基づくアイデンティティの獲得につながる４。すべての児童の⼼⾝の健やかな成⻑･発
達･⾃⽴（児童福祉法第１条）に必要な養育環境として、パーマネンシーは、社会的養育がめざす重要な
⽬的の⼀つといえる。 
 
 パーマネンシーの質は、次の要素によって⾼まるといわれている５。 
  意図：家庭が漠然と続いていくものであると意図されていること 
  傾倒と共通の未来：家族が⼦どもに傾倒し、当然に同じ未来を共有する前提で関わり、家族と⼦ども

の関係の継続性を提供していること 
  法的地位：⼦どもの権利と利益が保護され、所属感を促す完全な法的地位（法的親⼦関係）が⼦ども

に与えられていること 
  社会的地位：家族が⼦どもに対し、⻑期の代替養育によくある不安定な地位とは対照的な確固たる

地位が与えられていること 
 
 つまり、同じ未来へずっと続く意図の下で家族との関係が法的・社会的に保障されているほど、家族と
の絆が強まってパーマネンシーの質が⾼まり、⼼⾝の健やかな成⻑につながると考えられる。この点で、
⻑く続く代替養育は⼀⾒パーマネンシーのようにみえる場合もあるが永続性の意図を⽋いている６。 
 
２．パーマネンシー保障のための⽬標 
（１）パーマネンシーゴール（Permanency Goals） 
 パーマネンシー理論を制度化した⽶国の 1980 年連邦法Adoption Assistance and Child Welfare Actは、
⼦どもにとって最も制限の少ない養育環境の順に、①家庭から分離しないこと（家族維持）、②できる限
り早く家庭に戻すこと（家族再統合）、③それが不能⼜は不適切な場合は養⼦縁組すること（Adoption：
⽇本の特別養⼦縁組に当たる）をパーマネンシー保障のための達成⽬標（以下、パーマネンシーゴール）
とし、親⼦分離予防と家族再統合に必要な事業の創設を州に求めた。代替養育等の⾮永続的な環境下に
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ある⼦どもについては、その最善の利益を半年ごとに審査し、措置後 18か⽉以内に家庭復帰、養⼦縁組、
代替養育（⾥親委託等）継続のいずれかを確定させる必要があり、親⼦分離や養⼦縁組を裁判所が決定す
るためには、より上位のパーマネンシーゴール（家族維持や家族再統合）を達成するための必要⼗分な⽀
援実施（正当な努⼒７：Reasonable Efforts）の証明が求められた。近年は、法的関係が保障された親族に
よる養育が、実親とのつながりを感じられる環境として実親養育（①②）に次ぐパーマネンシーゴールと
考えられている８。英国では、やむなく親⼦分離（ケア命令等）を申⽴てる際、⾃治体は親に対し、養育
を託せる親族・知⼈の提⽰を求める９ほか、措置後４か⽉以内の司法再審査までに永続性計画（家庭復帰、
近親者養育、養⼦縁組の明⽰）が求められている。また、児童の権利に関する条約を具体化した国連⼦ど
もの代替養育ガイドライン 10（２項(a)(b)、60 項）は、第⼀に永続的解決策（Permanent Solutions：家
族による養育に⼦どもを留めるか家族に戻す努⼒、それに失敗した場合は養⼦縁組等）を求め、永続的解
決策を⾒出すまでの間や永続的解決が不可能な場合には、代替の安定した家庭環境の確保を求めている。 
 
 諸外国の理論や制度も踏まえ、2016 年改正児童福祉法（児童福祉法第３条の２）は、国と⾃治体は、
児童が「家庭」（実⽗⺟や親族等）で健やかに養育されるよう保護者を⽀援しなければならず、それが困
難⼜は不適当な場合は「家庭における養育環境と同様の養育環境」（養⼦縁組、⾥親家庭等）で養育しな
ければならない 11 とし、児童相談所運営指針は、相談援助活動の原則として、まずは家庭復帰に向けた
努⼒を最⼤限に⾏い、それが困難な場合は親族・知⼈による養育（親族⾥親、養育⾥親や養⼦縁組）、さ
らには特別養⼦縁組を検討し、これらが適当でない場合に⾥親委託や施設措置を検討するよう定めた 12。 
 
 以上の理論や制度から、パーマネンシーゴールとその優先順位（①〜⑤の順）は次のとおりに整理でき
る。 
 ① 実家族のもとで育つ（家庭維持） 
 ② 実家族のもとへ復帰して育つ（家族再統合） 
 ③ 親族や親の知⼈など実家族とつながりを感じられる家庭で育つ（親族養育） 
  ※法的･社会的な関係構築を重視し、親族･知⼈による養⼦縁組、親族⾥親、養育⾥親などの枠組みに

基づく養育を優先する 
 ④ 特別養⼦縁組をして新しい家族のもとで育つ（特別養⼦縁組） 
 ⑤ 実家族との交流や実家族による代替養育への関与の下、⾥親家庭等で育つ 
  ※養育⾥親との養⼦縁組による法的関係構築もパーマネンシー保障に資する 
 
（２）関係性のパーマネンシー（Relational Permanency） 
 上記のパーマネンシーゴールの達成が難しい場合でも、⽣涯にわたって信頼できる⼤⼈との永続的な
関係性の確保が⼀つの⽬標となりうる。頼れる家族とのつながりがない場合にも、その代わりとなる関
係性を保障することが、その後の⼈⽣の安定性を⾼め、⽣涯にわたってウェルビーイングの向上に寄与
するといわれている。 
 Samuels, G.（2008）13は「当事者ユースが望んでいるのは、いわゆる家族のつながりから得られると
考えられている親密さ、愛、帰属意識といった感覚や経験である。しかし、彼らが、（リーガルな意味で）
家族のメンバーであるということと、こうした感覚や経験を常に得られるということは常にリンクして
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いるわけではない」と指摘する。家族再統合されたことや法的に永続的な関係が保障されたことだけで
なく、ずっとここに居てもよいのだという感覚が得られること、居たいと思う場所に居続けられること、
そこに安定した⼈間関係が維持されていることが肝要だといえる。 
 
 社会的養育を必要とする⼦どもや若者の中には、措置によって家族との関係が分断したり、措置解除
によって代替養育の養育者との関係性が希薄になることがある。社会的養護のもとで出会う⼤⼈は専⾨
職であることが多く、その業務や任期が終われば、それまで築いた関係性も期限切れとなる。⽶国の当事
者ユースたちは「⽣涯を通じた」「親族のような」つながりが必要であると考え、措置解除後に本⼈の選
んだ信頼できる⼤⼈との間に今後希望するサポートと提供できるサポートを表明し、互いに関係性を継
続することを約束する「パーマネンシー・パクト」14を作成する取り組みがある。⽇本の⾃⽴⽀援におい
ても、そのような⽣涯を⾒通した関係性構築の⼿段が望まれる。 
 
３．パーマネンシー保障のための施策と実践 
（１）市区町村を中⼼とした家庭維持（親⼦分離予防）の⽀援 
 ⼼⾝の成⻑にとってのパーマネンシーの重要性に鑑みると、最も優先すべきパーマネンシーゴール（家
庭維持）のための必要⼗分な⽀援（正当な努⼒）が親⼦分離の前提となるべきであろう。2016 年児童福
祉法改正で設けられた市町村指導委託や 2018 年児童虐待防⽌法等改正で設けられた保護者指導措置の
家裁勧告などの枠組み、2022 年改正児童福祉法が市区町村による包括的・計画的な⽀援のために法定し
た市町村こども家庭センターの設置、様々な家庭⽀援事業の新設・拡充と利⽤勧奨・措置は、必要⼗分な
家庭維持の⽀援を遂⾏するための環境整備となりうる。その上で、市区町村のケースマネジメントの体
制や資質の強化に取り組むことが、パーマネンシーの第⼀⽬標を達成するために必須であり、社会的養
育推進計画に基づく取組みの充実が求められる。 
 
（２）パーマネンシープランニング（Permanency Planning） 
 パーマネンシーゴールを定め、その早期達成に向けて⾏う系統⽴ったケースマネジメントは、パーマ
ネンシープランニングと呼ばれる。代替養育は、その理由に関わらず、アイデンティティの⽂脈から引き
裂くことになることから、パーマネンシープランニングは、親⼦分離のリスクがある⼦どもをも範疇に
「⽣涯にわたる関係性の構築機会を提供できる家族のもとで暮らすことを、短期の限定的な期間内に⽀
援するためにデザインされた、⽬的達成志向の強い⼀連の系統⽴った実践プロセス 15」である。親⼦分離
後においては、⼀時的な代替養育から⼦どもを移⾏する様々な選択肢の特定と優先順位の設定、適切な
永続的措置を達成するために期限を定めたサービス計画の策定、（分離経験で⽣じた感情を⼦どもが取り
扱うために⽋かせない）親⼦交流の積極的促進、法的⼿続の確固たる活⽤、頻繁で定期的なケース審査、
素早い⽅針決定などから成る強固なケースマネジメントを、⼦どもの発達段階等に応じた時間感覚を重
視しながら⾏うことであり、実親は、この援助過程への積極的な参加を通じ、⼦どもが家に復帰し留まる
ために必要なことや、必要なら家庭復帰以外の計画（親族養育、養⼦縁組等）へ向けてすべきことを、よ
りよく理解できる 16。 
 さらに、1997年の⽶国連邦法 Adoption and Safe Families Actは⼦どもの安全を第⼀に、慢性的虐待や
性的虐待などについて「正当な努⼒」を必須としない例外的対応を認めるとともに、複数のゴール設定を
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可能とし、家族再統合と養⼦縁組の準備を同時に進めて遅滞のないパーマネンシー達成をめざす並⾏プ
ランニング（Concurrent Planning）が発達した。 
 
 親⼦分離後、パーマネンシープランニングのような児童相談所による強固なケースマネジメントを実
現する⽅策として、チーム体制の構築が考えられる。⼀部の児童相談所において、専任の係を設け、乳児
院･児童養護施設への⼊所措置当初からの家族参画により、パーマネンシーゴールと優先順位、親⼦交流
や家庭⽀援を定めた計画の策定、その再評価時期の設定、施設との協働による交流促進、すべての施設⼊
所児童に係る定期的な交流状況把握と再評価会議、親族調査の徹底による親族養育（バックアッププラ
ン）の並⾏準備などの⼀連のケースマネジメントを強化し、退所児童に占めるパーマネンシーゴール（家
庭復帰、親族養育など）の達成割合を⾼めた実践がみられる（福井、2021）17。 
 
 ⽶国で発展したパーマネンシープランニングは、「過去の怠惰や不活動が家庭外措置された⼜はそのリ
スクのある⼦どもたちの⾮永続性やネグレクトを多く引き起こしてきた」18 ことの反省の上に⽴ってい
る。家族の養育の不安定さや、永続性の意図なく続く施設養育や⾥親養育を不活動によって⾒過ごすこ
となく、その⼦どもにとって誰が永続的に⼼理的親となりうるかを⾒定め、様々な施策を活かして⽀援
を続けることが社会的養育を担う実践の役割といえる。 
 
 
１ ⼦どもの⾝体的・⼼理的ニーズに関⼼を払い、満たすことによって、⾃分が⼤事にされ愛されている
と⼦どもに感じさせることのできる少なくとも⼀⼈の⼤⼈。（Goldstein, J. et al. 1996） 
２ 畠⼭由佳⼦（2015）『⼦ども虐待在宅ケースの家族⽀援̶̶「家族維持」を⽬的とした援助の実態分
析』明⽯書店． 
３ Goldstein, J., Solnit, A. J., and Goldstein, S. (1973) Beyond the Best Interests of the Child, The Free 
Press. 
４ Pecora, P. J., Whittaker, J. K., Barth, R. P. et al. (2019) The child welfare challenge: policy, practice, 
and research 4th edition, Routledge. 
５ Emlen et al. (1977: 10-11) Overcoming Barriers to Planning for Children in Foster Care 
６ Maluccio, A.N., Fein, E., and Olmstead, K. A.（1986）Permanency Planning for Children: Concepts 
and Methods, Tavistock Publications. 
７ 畠⼭由佳⼦（2015）『⼦ども虐待在宅ケースの家族⽀援̶̶「家族維持」を⽬的とした援助の実態分
析』明⽯書店． 
８ Pecora, P. J., Whittaker, J. K., Barth, R. P. et al. (2019) The child welfare challenge: policy, practice, 
and research 4th edition, Routledge. 
９  Department for Education (2014) Court Order and Pre-Proceedings for local authorities, p55 
(Templates for Letter: Letter of Issue) 
10  Guidelines for the Alternative Care of Children（2009 年国連採択） 
11 厚⽣労働省雇⽤均等・児童家庭局⻑（平成 28 年 6⽉ 3⽇）児童福祉法等の⼀部を改正する法律の公
布について（通知）第２のⅠの２(2)② 
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12 厚⽣労働省⼦ども家庭局⻑（平成 30 年１⽉ 12⽇）「児童相談所運営指針の改正について」第３章第
１節相談援助活動の原則(6) 
13  Samuel, G.M, (2008) A reason, a season, or a lifetime: Relational permanence among young adults 
with foster care backgrounds, Chapin Hall Center for Children at the University of Chicago 
14  Permanency Pact。2007 年、⽶国の連邦レベルで活動する当事者団体 FosterClub が作成したツー
ル。若者とサポーティブアダルトの間での⽣涯を通じた、親族のようなつながりを描く無料ツール（a free 
tool designed to encourage life-long, kin-like connections between a young person and a supportive adult）
と定義されている。IFCAが⽇本版を作成し、普及を⽬指している。 
15  Maluccio, A.N., Fein, E., and Olmstead, K. A.（1986）Permanency Planning for Children: Concepts 
and Methods, Tavistock Publications. 
16  Maluccio, A.N., Fein, E., and Olmstead, K. A.（1986）Permanency Planning for Children: Concepts 
and Methods, Tavistock Publications. 
17 福井充（2021）「パーマネンシー保障に向けた児童相談所の実践結果の検討―援助プロセスと退所統
計の変化にみる成果と課題」ソーシャルワーク学会誌 43号、p15-27 
18  Maluccio, A.N., Fein, E., and Olmstead, K. A.（1986）Permanency Planning for Children: Concepts 
and Methods, Tavistock Publications. 
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２． 都道府県等アンケート調査：調査⽤紙                      

 

【⾃治体名に関して】
ご回答に際して、貴⾃治体名をお教えください。

令和4年度（2022年度）⼦ども・⼦育て⽀援推進調査研究事業
「社会的養育推進計画の適切な指標設定に関する調査研究」

社会的推進計画に関する計画策定及び進捗管理等に係るアンケート調査

【調査へのご協⼒のお願い】
 都道府県社会的養育推進計画（以下「計画」という。）は、全国で⼦どもの最善
の利益を実現するための重要な計画であり、⾃治体の皆様におかれましては⽇々取
組の推進にご尽⼒頂いていることに⼼より感謝申し上げます。新たな社会的養育体
制構築への過渡期にある現在、2022年改正児童福祉法によりこの動きがさらに後
押しされ、その実現にあたって計画期間後期の⾒直しが予定されております。
 本調査研究では、新たな計画策定に向けて現⾏の策定要領で⽰された項⽬の再編
や追加、また計画に沿った実践展開に必要な⽅法や評価指標について検討しており
ます。計画策定、進捗管理の⽅法や各段階で必要とされるサポート等についても具
体的に検討し、確実な成果を得るために必要な体制整備をできる限り具体的に提⽰
したいと考えております。そのためには、これまで計画策定とその実践にかかわ
り、実際を知り課題に気づかれている各⾃治体の皆様のご意⾒が必要です。可能な
範囲で構いませんので、皆様が計画策定の際に感じられた、または⽇々の業務で感
じておられることについて、ご意⾒を率直にご記⼊頂けますと幸いです。
 ⼦どもの思いや期待に応え最善の利益を保障する計画を策定し、その実現につな
げるために何が必要か、ぜひ皆様にも⼀緒に考えていただきたくお願い申し上げま
す。

【ご回答の留意点、ご返送の⽅法に関して】
 ご回答の際には、当てはまる選択肢を選んでいただくか、数値、⽂章等をご記⼊
ください。また、答えづらい質問やご回答が困難な質問に関しては、空欄でご回答
頂いて構いません。回答結果の公表に関しては、統計処理した上で、回答者が特定
されないように加⼯されます。
 本アンケートは、ご回答終了後、1⽉20⽇(⾦)までに下記のメールアドレスまで
ご返送ください。
ご返送先メールアドレス：waseda.ricsc@gmail.com
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選択肢

⼈
⼈
⼈
⼈
⼈
⼈
⼈
⼈
⼈

0 ⼈

 １. 新規の検討体制を設置して検討した
 ２. 既存の検討体制で検討した
 ３. その他＊

＊その他の構成員の所属について以下に⾃由記述でお答えください。

９. その他＊
計

構成員の所属の内訳を数字でお答えください。

以下に⾃由記述でお答えください。

QⅠ-３ 検討委員会の構成員について教えてください。

＊その他の検討体制について以下に⾃由記述でお答えください。

１. 学識経験者
２. 社会的養護施設関係者
３. ⾥親・ファミリーホーム関係者
４. 本庁・児童相談所等⾏政職員
５. 市区町村⾏政職員
６. ⺠⽣委員・児童委員
７. 医師、弁護⼠
８. 社会的養護当事者（経験者も含む）

QⅠ-２ 検討体制の名称を教えてください。

あてはまる選択肢の番号をお答えください。

Ⅰ．計画策定における検討体制について

QⅠ-１ 計画策定における検討体制を教えてください。
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回

選択肢

チェック

＊その他の聞き取りについて以下に⾃由記述でお答えください。
 ４. 実施なし

QⅠ-５ 検討委員会等への社会的養護当事者（経験者も含む）の参画について教え
てください。

Ⅱ．計画策定における社会的養護当事者（経験者も含む）の
意⾒の反映について

あてはまる選択肢にチェックをつけてください。

 １. メンバーとして出席
 ２. 委員会の場でヒアリング等のみを実施
 ３. その他＊
＊その他の参画について以下に⾃由記述でお答えください。

Ⅰ．計画策定における検討体制について

QⅠ-４ 検討委員会等の開催回数を教えてください。
開催回数を数字でお答えください。

あてはまる選択肢の番号をお答えください。

QⅡ-１ 意⾒の聞き取りの有無について教えてください。（複数回答可）

 １. ヒアリング
 ２. アンケート
 ３. その他＊
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チェック

以下に⾃由記述でお答えください。

 ４. 施設等を退所した⼦ども

＊その他の対象者について以下に⾃由記述でお答えください。
 ５. その他＊

QⅡ-４ 聞き取り内容をどのように計画へ反映したか教えてください。

QⅡ-３ 聞き取りの主な内容や項⽬について教えてください。
以下に⾃由記述でお答えください。

Ⅱ．計画策定における社会的養護当事者（経験者も含む）の
意⾒の反映について

QⅡ-２ 対象者について教えてください。（複数回答可）
あてはまる選択肢にチェックをつけてください。
 １. ⾥親・ファミリーホーム等に委託されている⼦ども
 ２. ⾥親・ファミリーホーム等への委託を解除された⼦ども
 ３. 施設等（⼀時保護所を含む）に⼊所している⼦ども
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以下に⾃由記述でお答えください。

QⅡ-６ 聞き取りや反映において苦労した点、難しかった点を教えてください。

Ⅱ．計画策定における社会的養護当事者（経験者も含む）の
意⾒の反映について

以下に⾃由記述でお答えください。

QⅡ-５ 聞き取り後の社会的養護当事者（経験者も含む）へのフィードバックやア
フターフォローに関して、実施した取組等を教えてください。
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ヶ⽉

選択肢

チェック

 １. 実施した
 ２. 実施していない

＊その他について以下に⾃由記述でお答えください。

 ５. 児童⾃⽴⽀援施設

Ⅲ．計画策定の過程について

 １. 乳児院
 ２. 児童養護施設
 ３. ⺟⼦⽣活⽀援施設

QⅢ-２-1 計画策定において、関係機関等を対象に 実施したアンケートについて教
えてください。

QⅢ-２-２ 計画策定において、関係機関等を対象に実施したアンケートの対象者に
ついて教えてください。（複数回答可）

※ QⅡ-２-1 で「１」と回答した⽅にお聞きします。

あてはまる選択肢にチェックをつけてください。

計画策定に要した期間を数字でお答えください。
QⅢ-１ 計画策定に要した期間を教えてください。

あてはまる選択肢の番号をお答えください。

 ４. 児童⼼理治療施設

 ６. 障害児⼊所施設
 ７. 児童⾃⽴⽀援施設
 ８. ⾃⽴援助ホーム・アフターケア事業所等
 ９. 児童家庭⽀援センター
 10. フォスタリング機関（⾥親⽀援機関）
 11. ⾥親・⾥親会

 14. 市区町村
 15. その他＊

 12. 児童相談所
 13. ⼀時保護所
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※ QⅡ-２-1 で「１」と回答した⽅にお聞きします。

Ⅲ．計画策定の過程について

以下に⾃由記述でお答えください。

QⅢ-２-３ 計画策定において、関係機関等を対象に実施したアンケートの内容につ
いて教えてください。
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選択肢

チェック

あてはまる選択肢の番号をお答えください。

※ QⅢ-３-１ で「１」と回答した⽅にお聞きします。
QⅢ-３-２ 計画策定において、関係機関等を対象に実施したヒアリングの対象者に

ついて教えてください。（複数回答可）

あてはまる選択肢にチェックをつけてください。
 １. 乳児院
 ２. 児童養護施設
 ３. ⺟⼦⽣活⽀援施設

QⅢ-３-1 計画策定において、関係機関等を対象に実施したヒアリングについて教

えてください。

Ⅲ．計画策定の過程について

＊その他について以下に⾃由記述でお答えください。

 ２. 実施していない
 １. 実施した

 10. フォスタリング機関（⾥親⽀援機関）
 11. ⾥親・⾥親会
 12. 児童相談所
 13. ⼀時保護所
 14. 市区町村
 15. その他＊

 ４. 児童⼼理治療施設
 ５. 児童⾃⽴⽀援施設
 ６. 障害児⼊所施設
 ７. 児童⾃⽴⽀援施設
 ８. ⾃⽴援助ホーム・アフターケア事業所等
 ９. 児童家庭⽀援センター
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Ⅲ．計画策定の過程について

※ QⅢ-３-１ で「１」と回答した⽅にお聞きします。

以下に⾃由記述でお答えください。

QⅢ-３-３ 計画策定において、関係機関等を対象に実施したヒアリングの内容につ

いて教えてください。
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チェック

Ⅲ．計画策定の過程について

QⅢ-４-1 ⾥親委託率の⽬標値の設定について教えてください。
⽬標値を設定した選択肢にチェックをつけてください。(複数回答可)
 １. ３歳未満
 ２. ３歳以上の就学前
 ３. 学童期以降

QⅢ-４-2 ⽬標値の算出⽅法を教えてください。
以下に⾃由記述でお答えください。

QⅢ-４-３ ⽬標値の算出において課題に感じたことを教えてください。
以下に⾃由記述でお答えください。
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選択肢

※ QⅢ-５-１ で「１」と回答した⽅にお聞きします。

以下に⾃由記述でお答えください。
QⅢ-５-２ 具体的にどのような内容を反映したか教えてください。

Ⅲ．計画策定の過程について

あてはまる選択肢の番号をお答えください。
 １. 反映している
 ２. 反映していない

QⅢ-５-1 「⼦ども・⼦育て⽀援事業⽀援計画」(政令市の場合は「⼦ども・
     ⼦育て⽀援事業計画」)へ、社会的養育推進計画の内容を反映して
     いるか教えてください。
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チェック

 10. 児童相談所の強化等に向けた取組

※ QⅢ-6-１ で苦労した項⽬をあげた⽅にお聞きします。
QⅢ-６-２ 苦労した理由を教えてください。
以下に⾃由記述でお答えください。

 ４. 各年度における代替養育を必要とする⼦ども数の⾒込み
 ５. ⾥親等への委託の推進に向けた取組

 ８. ⼀時保護改⾰に向けた取組
 ９. 社会的養護⾃⽴⽀援の推進に向けた取組

 ６. パーマネンシー保障としての特別養⼦縁組等の推進のための⽀援
    体制の構築に向けた取組

 ７. 施設の⼩規模かつ地域分散化、⾼機能化及び多機能化・機能転換
    に向けた取組

Ⅲ．計画策定の過程について

QⅢ-６-1 計画策定において苦労した項⽬を教えてください。
あてはまる選択肢にチェックをつけてください。（複数回答可）
 １. 都道府県における社会的養育の体制整備の基本的考え⽅及び全体像
 ２. 当事者である⼦どもの権利擁護の取組（意⾒聴取・アドボカシー）
 ３. 市区町村の⼦ども家庭⽀援体制の構築等に向けた都道府県の取組
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チェック

Ⅲ．計画策定の過程について

QⅢ-６-3 計画策定全体を通して苦労した点を教えてください。
以下に⾃由記述でお答えください。

 ２. 他⾃治体への問い合わせ
 ３. 有識者等への問い合わせ
 ４. 特に問い合わせはせず⾃分たちで作成した
 ５. その他＊
＊その他について以下に⾃由記述でお答えください。

 １. 厚⽣労働省への問い合わせ
あてはまる選択肢にチェックをつけてください。（複数回答可）
QⅢ-６-４ 計画策定に困難があった場合の対処について教えてください。
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選択肢

チェック

 ２. 受けていない

※ QⅢ-７-１ で「１」と回答した⽅にお聞きします。

 ４. その他＊
＊その他について以下に⾃由記述でお答えください。

あてはまる選択肢にチェックをつけてください。（複数回答可）
 １. ⾃治体間の情報共有、ネットワーク
 ２. 有識者による助⾔・コンサルテーション
 ３. 策定要領等に関する研修会

Ⅲ．計画策定の過程について

以下に⾃由記述でお答えください。

QⅢ-７-３ 計画策定において、必要と考えられる助⾔・コンサルテーション等を教
えてください。

QⅢ-７-1 計画策定において、外部団体等から助⾔・コンサルテーション等を受け
たか教えてください。
あてはまる選択肢の番号をお答えください。
 １. 受けた

QⅢ-７-２ 計画策定において、助⾔・コンサルテーション等を受けた外部団体等を
教えてください。
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選択肢

選択肢

QⅣ-２-２ 年度ごとの報告回数について教えてください。
数字でお答えください。 年 回

※ QⅣ-２-１ で「１」「２」どちらかに回答した⽅へお聞きします。
QⅣ-２-3 報告の場所について教えてください。
あてはまる選択肢にチェックをつけてください。（複数回答可） チェック
 １. 児童福祉審議会
 ２. 議会
 ３. その他＊
＊その他について以下に⾃由記述でお答えください。

Ⅳ．計画の進捗管理について

あてはまる選択肢の番号をお答えください。

 ２. 不定期で報告している

※ QⅣ-２-１ で「１」「２」どちらかに回答した⽅へお聞きします。

 １. 公表している
 ２. 公表していない

 ３. 報告はしていない

QⅣ-１ 計画の公表状況について教えてください。

QⅣ-２-１ 計画の取組状況の報告について教えてください。
あてはまる選択肢の番号をお答えください。
 １. 定期的に報告している
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チェック

年 回

Ⅳ．計画の進捗管理について

 ３. その他＊2

 ２. 外部評価（児童福祉審議会、⼦ども・⼦育て会議、議会等
    での点検・評価）＊1

QⅣ-3-１ 計画の取組状況の点検・評価について教えてください。
あてはまる選択肢にチェックをつけてください。（複数回答可）

＊2 その他について以下に⾃由記述でお答えください。

※ QⅣ-３-１ で「１」〜「３」どちらかに回答した⽅へお聞きします。

数字でお答えください。

※ QⅣ-３-１ で「１」〜「３」どちらかに回答した⽅へお聞きします。
QⅣ-３-３ 具体的な点検・評価の取組内容について教えてください。
以下に⾃由記述でお答えください。

 １. ⾃⼰評価（策定部署内部での点検・評価）

 ４. 実施していない
＊1 具体的な外部評価機関を以下に⾃由記述でお答えください。

QⅣ-３-２ 年度ごとの点検・評価回数について教えてください。
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チェック

 ７. 施設の⼩規模かつ地域分散化、⾼機能化及び多機能化・機能転換
    に向けた取組

 ８. ⼀時保護改⾰に向けた取組
 ９. 社会的養護⾃⽴⽀援の推進に向けた取組
 10. 児童相談所の強化等に向けた取組

 ２. 当事者である⼦どもの権利擁護の取組（意⾒聴取・アドボカシー）
 ３. 市区町村の⼦ども家庭⽀援体制の構築等に向けた都道府県の取組
 ４. 各年度における代替養育を必要とする⼦ども数の⾒込み
 ５. ⾥親等への委託の推進に向けた取組

 ６. パーマネンシー保障としての特別養⼦縁組等の推進のための⽀援
    体制の構築に向けた取組

QⅣ-４ その他、進捗管理として実施していることを教えてください。
以下に⾃由記述でお答えください。

QⅣ-５-１ 現在の取組推進において課題に感じている項⽬を教えてください。
あてはまる選択肢にチェックをつけてください。（複数回答可）
 １. 都道府県における社会的養育の体制整備の基本的考え⽅及び全体像

Ⅳ．計画の進捗管理について
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※ QⅣ-５-１で課題に感じている項⽬をあげた⽅にお聞きします。
QⅣ-５-３ 課題に対する対応として実施していることを教えてください。

※ QⅣ-５-１で課題に感じている項⽬をあげた⽅にお聞きします。

以下に⾃由記述でお答えください。

QⅣ-５-２ 課題に感じている理由を教えてください。
以下に⾃由記述でお答えください。

Ⅳ．計画の進捗管理について
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以下に⾃由記述でお答えください。

Ⅴ．策定要領に対するご意⾒

以下に⾃由記述でお答えください。

QⅤ-１ 策定要領について、計画策定においてより具体的な説明が欲しい項⽬や内
容などありましたら教えてください。

QⅤ-2 策定要領について、2022年度の児童福祉法改正や⾃治体ごとの取組状況を
踏まえて内容を⾒直すべき項⽬を理由とともに教えてください。
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アンケートは以上となります。
ご回答いただき、誠にありがとうございました。

Ⅴ．策定要領に対するご意⾒

QⅤ-３ 策定要領の「評価のための指標例」について、他に追加や修正が必要な点
がありましたら教えてください。
以下に⾃由記述でお答えください。
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３． 都道府県等アンケート調査：⾃由記述結果⼀覧                   
⑴ QⅡ−2−3意⾒の聞き取り内容や項⽬ 
【都道府県】 

・ 退所者に対して：退所後の⽣活の状況(就業の状況、相談者の有無など)、⼊所当時の状況(満⾜し
たこと、不満だったこと、学んだことなど) 

・ ⼊所中の児童に対して：暮らしの状況(良い点、困っている点、)、退所後の未来像があるか、など 
・ 「家庭養育優先原則」について、⾥親等での⽣活に対する考えやその理由、希望する措置先等。 
・ 「意⾒表明」について、⼀時保護や⼊所措置の際に⼗分な説明を受けたか、⼦ども⾃⾝がどの程度

意⾒を表明できたか等。 
・ 「⾥親・FH」「児童養護施設」「⼀時保護所」について、⽣活上の困りごとや、意⾒。 
・ 「⾃⽴⽀援」について、退所後の希望⽀援や、⼊所中の⽀援に関する意⾒。 
・ 現在の⽣活について 
・ 施設・⾥親・ファミリーホームでの⽣活について、施設・⾥親・ファミリーホームでの居室やグル

ープ（施設のみ）の⼈数について、施設・⾥親・ファミリーホームで改善が必要なことについて 
・ ⼀時保護所での⽣活について、⼀時保護所での居室の⼈数について、⼀時保護所の改善に必要な

ことについて 
・ 代替養育を受ける前の⽣活で必要と考える⽀援について 
・ 地域で再び家族と暮らすために必要と考える⽀援について 
・ ⼦どもの現在の⽣活や、⼀時保護所での⽣活等に関する内容 
・ 社会的養育の現状や課題等 
・ 現状の社会的養護や社会的養育ビジョンへの意⾒ 
・ 県や⾏政に対する要望 
・ 施設（⾥親宅）での⽣活のよいところ、不満 
・ 施設（⾥親宅）でのプライバシーへの配慮について 
・ 嫌なこと、困ったことがあるときに相談する⽅法 
・ 施設（⾥親宅）の⽣活の中で、考えや意⾒を聞いてもらえる機会 
・ ⼊退所（⾥親委託・委託解除）に関する児童相談所の説明について 
・ ⾃分の思いを児童相談所の職員に話したことがあるか 
・ ⼦ども⾃⾝の情報、施設での⽣活について（環境⾯での改善点や、⼈間関係について等） 
・ 県内の⼤学と児童養護施設協議会が共同で、施設退所後の⼦どもに対し実態調査を実施したが、

その調査の過程で退所後の状況について聞き取りを実施した。 
・ どこでどんなふうに暮らしたいか（施設の⼩規模化・地域分散化・⾼機能化について） 
・ ⾥親宅での暮らしをどう思うか（⾥親委託の推進） 
・ ⼦どもの意⾒は尊重されているか（アドボカシーについて） 
・ ⾥親宅での暮らしをどう思うか（⾥親委託の推進） 
・ 以下の項⽬について、対⾯形式のヒアリングを実施 
１ 施設の⼩規模化かつ地域分散化、⾼機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組 
２ ⾥親等の委託の推進に向けた取組 
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３ ⼀時保護改⾰に向けた取組 
４ 当事者である⼦どもの権利擁護の取組（意⾒聴取・アドボカシー） 
５ 社会的養護⾃⽴⽀援の推進に向けた取組 

・ 現在の⽣活で安⼼できること、良いと感じていること 
・ 現在の⽣活で⼼配していること、不安に感じていること 
・ 施設等で⽣活している理由を認識しているか 
・ 普段相談できる⼈以外にあると良い相談⽅法 
・ 施設等退所後の⽀援に関する要望 
・ 現在の状況、施設⼊所及び⾥親委託中の⽣活、退所してから現在までの⽣活、その他 
・ ⼀時保護中の処遇について 
・ 施設・⾥親家庭における⽣活の不満や改善点、良かった点 
・ 退所後、施設等に⼊所中にしてほしかった⾃⽴への準備や困ったこと等 
・ 主なアンケート項⽬は、以下のとおり。 
今の⽣活で楽しいこと、困っていることについて 
意⾒表明のしやすさ、⾃⾝の権利に対する認知度について 
施設の⽣活環境について 

・ 児童相談所について（⼊所までの流れ、⼊所後の⽀援、ケースワーカの増員など）、「⼦どもの声を
きこう」という取組みについて、「⾥親家庭を増やそう」という動きについて、みんなが⽣活して
いる施設について（⼩規模化、地域分散化などを含む）、施設を出た後の⽣活について、その他現
在⽣活していて気になること（学校、友達、職員など） 

・ ⾥親への措置理由を知っているか／・誰から説明があったか／・⽣活はどうか／・うれしいと思う
ことは何か／・もっとこうして欲しいと思うことは何か／・実親との交流はあるか 等 

・ 施設、⾥親、ＦＨでの⽣活、⽣活する上で「知りたいこと」、困り事の相談状況、将来（施設、⾥
親等を出た後の⾃⽴）への不安、施設、⾥親等を出た後も職員、友達、⾥親と交流を続けたいか、
施設、⾥親等を出た後も職員、友達、⾥親と交流を続けたいか、児相担当者を知っているか、児相
担当からの連絡や訪問の有無 

・ 現在の状況について、今後の⾒通しについて、（退所者）⽀援策について 
・ １ （施設・⾥親の）⽣活について：良い点，嫌な点，相談できる⼈は誰か，要望等 
２ 意⾒表明について：意⾒を聞いてくれる⼤⼈は誰か，どういう⽅法が良いか，アドボケイトに
ついてどう思うか 
３ ⾃⽴⽀援について：進学・就職希望，どんな⼒を⾝に着けたいか，どんな⽀援があれば安⼼で
きるか。 
４ ⽣活の場の選択について：児相から希望を聞かれたか，施設養育・⾥親養育についていい点，
不安な点 
５ ⼩規模化・地域分散化：良い点，よくない点 
６ ⼀時保護について：⽣活の良い点・悪い点，先⽣について良い点・悪い点 

・ 性別・年齢・⽣活の安⼼感・相談者の有無・⼦どもの権利ノートの認知・悩みごとの有無・児相へ
の意⾒表明のしやすさ・家庭的養育の希望の有無 等 
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・ 施設や⾥親のところに⾏った時のことについて（誰からどのように説明を受けたか、どんな気持
ちだったか） 

・ 施設や⾥親のところでの⽣活について 
・ 施設や⾥親のことろで⽣活している時の気持ち 
・ 施設や⾥親宅を出た後に困りそうな事項 
・ ⼩規模かつ地域分散化は賛成だが、⼤舎制の経験から、何か嫌なことがあれば誰かに⾔うことが

できたが、それができなくなるかもしれない。権利ノートの配布以外にも取組を考えて頂きたい。 
・ 性別、年齢、施設（⾥親、ファミリーホーム）での⽣活について、⼀時保護所での⽣活について、

進学や就職時の⽀援について、家庭での⽣活について 
・ 児童養護施設や⾥親等に措置（委託）されている⼩学６年⽣、中学３年⽣、⾼校３年⽣の児童と、

社会的養護経験者を対象にアンケートを実施。 
・ 児童に対しては、施設、⾥親宅での⽣活、⼀時保護所での⽣活、⾃⽴⽀援等 

経験者に対しては、現在の⽣活、困りごと、⼊所時の状況、⼀時保護所の改善点、⾃⽴⽀援に係る
希望、施設、⾥親宅での⽣活の改善点等 

 
【対象市区】 

・ アンケート調査票は、施設⼊所中の児童を対象として、⼩中学⽣⽤と⾼校⽣以上⽤とで学年によ
り 2 種類に分けて⽤意した。内容としては、施設や⼀時保護所での⽣活状況や学習・進路、⾥親
について意⾒調査を⾏った。 

・ こどもの意識アンケート（児童養護施設、⾥親・FH） 
対象：⼩学校 4年⽣以上の⼦ども 
１ あなたの学校(がっこう)について 
２ ⽣活(せいかつ)について 
・ ⽣活(せいかつ)の中(なか)で、楽(たの)しいことは、どんなことですか 
・ 施設(しせつ)の⽣活(せいかつ)で、良(よ)いと思(おも)うことや安⼼(あんしん)できることは

ありますか 
・ 施設(しせつ)の⽣活(せいかつ)で、⼼配(しんぱい)なことや不安(ふあん)なことはありますか 
・ 施設(しせつ)の⽣活(せいかつ)で、⼀番(いちばん)されたくないこと、嫌(いや)なことはなん

ですか。（⾃分(じぶん)の考(かんが)えを、⾃由(じゆう)に書(か)いてください） 
・ ⽣活(せいかつ)や学校(がっこう)のことなどについて、相談(そうだん)や話(はなし)をできる

⼈(ひと)はいますか 
・ 施設(しせつ)で⽣活(せいかつ)している理由(りゆう)を知(し)っていますか？ 
・ ⽣活(せいかつ)の中(なか)で、こうしてほしいこと、こうなったらいいなと思(おも)うことは

ありますか。 
・ ⾥親(さとおや)さんについて知(し)っていますか。 
・ 普段(ふだん)相談(そうだん)する⼈(ひと)以外(いがい)に相談(そうだん)したい場合(ばあい)

に、どんな⽅法(ほうほう)があるといいですか？  
・ 施設(しせつ)で⽣活(せいかつ)している間(あいだ)に、⾃分(じぶん)達(たち)への⽀援(しえ
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ん)として、どのような⽀援(しえん)があるといいなと思(おも)いますか。 
・ 施設(しせつ)を出(で)た後(あと)の、進路や将来のことについて、考えていることはあります

か？ 
・ 施設(しせつ)を出(で)た後(あと)に、⼀番(いちばん)したいことはなんですか？ 
・ 施設(しせつ)を出(で)た後(あと)に、どのような⽀援(しえん)があると安⼼(あんしん)できま

すか？ 
・ 基礎情報（施設でいつからいつまで⽣活していたかなど） 
・ 施設での⽣活について（施設で⽣活していてよかったこと・困ったことはあったかなど） 
・ 施設退所後の⽣活について（施設を退所してよかったことなど） 
・ 現在について 
・ ⾥親・ファミリーホームについて（施設との違いなど） 
・ ⼀時保護について 
・ 国は⾼い⾥親委託率の達成を⽬指しているが，現在の流れについてどう思うか。 
・ 退所直後、及び現在困っていること 
・ 困ったときや悩んだとき、相談する相⼿は誰か 
・ 働くことに関して、現在、または将来不安を感じることはあるか 
・ 退所にあたって必要と思われるサポートについて 
・ ⼀時保護所やケースワーカーについて 
・ ⾥親について 
・ 分園型グループホームについて 
・ 施設を出た後の⽣活について 
・ その他施設での⽣活について 
・ 施設等で⽣活することとなった理由の説明を聞いたか、理解できたか 
・ 楽しいことやうれしかったことは 
・ 嫌なことや困っていることは、それを誰に話せているか 
・ 不安や⼼配な時に相談にのってくれるか 
・ 意⾒箱等や権利ノートを知っているか、使ったことはあるか 
・ やりたいことや将来の⽬標や夢があるか、そのためにしていることはあるか 
・ その他⾔いたいことなど 
・ １ （施設・⾥親の）⽣活について：良い点，嫌な点，相談できる⼈は誰か，要望等 
２ 意⾒表明について：意⾒を聞いてくれる⼤⼈は誰か，どういう⽅法が良いか，アドボケイト
についてどう思うか 
３ ⾃⽴⽀援について：進学・就職希望，どんな⼒を⾝に着けたいか，どんな⽀援があれば安⼼
できるか。 
４ ⽣活の場の選択について：児相から希望を聞かれたか，施設養育・⾥親養育についていい
点，不安な点 
５ ⼩規模化・地域分散化：良い点，良くない点 
６ ⼀時保護について：⽣活の良い点・悪い点，先⽣について良い点・悪い点 
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・ 就寝時間や遊びの回数、施設に来て良かったこと・悪かったことなど、施設⽣活に関すること。 
・ ⼤⼈に意⾒を伝える⽅法や相談期間に関することなど、⼦ 2 どもの権利に関すること。 
・ 現在の⽣活について 
・ 居室等の⼈数について 
・ 改善が必要なことについて 
・ 通学等について 
・ 退所後の⽀援の認知度と満⾜度，伴⾛型⽀援に対する意⾒  等 
※座席は円卓形式にて実施。⾃由な発⾔が⾏えるよう⾮公開で実施。 

 
⑵ QⅡ−2−4意⾒の聞き取りの計画への反映 
【都道府県】 

・ 当事者意⾒として，具体的事業へ反映させた。 
・ 措置や⼀時保護された⼦どもの権利擁護に関する取組への反映 
・ ⼀時保護改⾰（環境や体制整備）の取組への反映 
・ ⾥親等委託率の数値⽬標設定への反映 
・ 課題設定や今後の取り組みを作成する上での参考とした。 
・ 専⾨部会における議論を深めるとともに、意⾒を反映 
・ 意⾒の⼀部について、趣旨を反映 
・ ⼦どもの権利擁護に関する施策の⽅向性・展開（意⾒表明権の説明、意⾒表明の機会の保障） 
・ 当事者である⼊所児童（退所者含む）からの意⾒により、環境⾯での必要な配慮等特に権利擁護

の観点における課題を整理し、今後の取組みについて記載した。 
・ 施設を退所した⼦どもの多くが退所後１年以内で学校を退学したり、会社を退職していること x
判明。そのため、計画には特に退所後の⼦どもの進学や就労に関する⽀援の強化を明記した。 

・ ⼦どもの声を最⼤限尊重するという観点から、「⼦どもの最善の利益の実現」を計画の基本⽅針
として定めた。 

・ 現状や課題の把握、ヒアリング結果を計画中の参考資料として掲載 
・ 計画内の「現状と課題」欄にアンケート結果を記載し、その結果を踏まえ今後の取組を記載 
・ 聞き取りの内容を踏まえ、代替養育の場における⽀援のあり⽅や社会的養護⾃⽴⽀援の推進に向

けた取り組みを検討した。 
・ ⼦どもの意⾒表明や⾃⽴⽀援に関する計画へ聴き取り内容を反映した。 
・ 社会的養護当事者が抱く⽣活上の課題等を取りまとめ、計画策定時の参考資料とした。 
・ 検討会委員（１名）にインタビュアーと結果の取りまとめを依頼 
⇒インタビュー結果を巻末資料として計画に掲載 

・ インタビュー及びアンケート実施後、その内容を踏まえ計画本⽂を修正 
・ アンケート調査の結果を踏まえ、権利保障という観点で、アドボガシー制度の構築についての検

討を計画に盛り込んだ。 
・ 将来（施設、⾥親等を出た後の⾃⽴）への経済的な不安を感じる意⾒が半数以上を占めていたた

め、施設や⾥親等を出た後の⾃⽴に向けた経済的な⽀援について計画に反映 
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・ 児童相談所の組織体制の強化，アドボケイト制度の導⼊の⽅向性，⾥親委託の推進や施設の⼩規
模化・地域分散化の⽅向性などについて意⾒を参考にした。 

・ アンケート結果を踏まえて、具体的な取組について検討するとともに、アンケート結果の⼀部を
抜粋して掲載した。 

・ ⼦どもの意⾒を汲みとる⽅法の検討 
・ アフターケア事業の必要性の認識 
・ アドボケイト制度の導⼊を必要な施策として記載 
・ 策定委員会時に結果を委員へ報告し、計画策定のための意⾒を頂いた。 
・ 数値化できる項⽬のみ，集計結果の掲載。 
・ ⼦ども⽤計画の策定。 

 
【対象市区】 

・ アンケート調査結果から把握した⼦どものニーズを⼦どもの権利擁護に関する仕組みの構築や施
設の⼩規模化、⾼機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組、⼀時保護諸改⾰に向けた取組、
社会的養護⾃⽴⽀援に向けた取組の検討に反映した。 

・ とりわけ、退所に向けた⽀援及び退所後の⽀援の⽅向性等を検討するにあたっての参考とした。 
・ 計画の⾒直し時に反映を検討 
・ ヒアリング結果を児童養護施設等と共有した 
・ ⼦どもが⾃分の意⾒を表明できるシステムの構築を計画に盛り込んだ 
・ 児童相談所の組織体制の強化，アドボケイト制度の導⼊の⽅向性，⾥親委託の推進や施設の⼩規
模化・地域分散化の⽅向性などについて意⾒を参考にした。 

・ 計画の柱のうち、「⼀時保護中や⾥親委託・施設⼊所中の⼦どもの権利擁護の取り組み」について、
アンケート結果を参考としながら整理を⾏った。 

・ ⼦どもの権利擁護の取り組み項⽬において、現状と課題、今後の取り組みに反映。 
・ ヒアリングを踏まえて、計画中の「今後の取り組み」において、内容反映した。 

 
⑶ QⅡ−2−5意⾒の聞き取り後の社会的養護当事者（経験者も含む）へのフィードバックやアフターフ
ォローに関して、実施した取組等 
【都道府県】 

・ ⼊所していた(している)児童養護施設等においてフォローの必要性や⼿法検討に活⽤した。 
・ 策定した「社会的養育推進計画」について、県ホームページにて公表した。 
・ 令和 2 年度から新たに「児童養護施設等退所者⾃⽴サポート事業」を開始し、県内 1 カ所に⾃⽴

⽀援コーディネーターと⽣活相談⽀援員を配置した。併せて、退所者同⼠が気軽に集まれる居場
所づくり等を⾏い、⾃助グループの育成⽀援を開始した。 

・ 「⽣活で良いと思うことや安⼼できることは、安全が守られていることや、施設の職員や⾥親に
安⼼して話ができると答えた⼦どもの割合が⾼い。」「⽣活や学校のことを相談できる⼈は、施設
職員（５割）や⾥親（８割）と答えた⼦どもの割合が⾼い。⼀⽅、相談できる⼈がいないは、施
設で 14％、⾥親で８％と少なからずある。」「施設や⾥親を出た後にあると安⼼できる⽀援は、
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施設の職員や⾥親と引き続き相談できることが挙げられている。」というアンケート結果につい
て、施設や⾥親と共有し、児童への⽀援等に役⽴てた。 

・ インタビュー協⼒児童について、伝え忘れたり、その場では⾔えなかった意⾒がある場合を想定
し、フォローアップのアンケートを実施。 

・ 計画策定後、対象者全員に計画冊⼦を送付。 
・ 児童養護施設退所者等へのアンケート結果で、⾃⽴に向けてのサポートを「充実してほしい」と

の回答が多くあったことを踏まえ、各施設への⾃⽴⽀援担当職員の働きかけ等を⾏い、退所者等
に⽀援が届くよう取り組んだ。 

・ 引き続き年に１回アンケートを実施。アンケートの主旨について説明し、前年度のアンケート結
果の集計をフィードバックしている。 

・ 計画原案を議論する部会にオブサーバーとして毎回参加 
・ 社会的養育推進計画を公表した際に、参考資料として結果を公表した。 

 
【対象市区】 

・ 社会期養育推進計画策定後、アンケート調査を実施した各施設に計画を送付。 
・ インタビューに協⼒した児童へ取りまとめ結果を報告 
・ ヒアリング結果について、児童養護施設等との共有は⾏ったが、当事者へは特に実施していない 
・ 虐待を受けるなど、⼼に傷を負った児童養護施設の⼦どもたちの声を傾聴し、⽀援するため、アド
ボケイト（相談職員）が児童養護施設を定期的に訪問する活動を令和２年度から開始している。 

 
⑷ QⅡ−2−6 意⾒の聞き取りや反映において苦労した点、難しかった点 
【都道府県】 

・ アンケートで回答のあった社会的養護経験者は、⽐較的順調に⽣活できており、⾃⽴後の⽣活に
困難を感じている経験者の意⾒聴取は難しかった。 

・ ⼦ども⼀⼈ひとりの実情が異なるため、多様な意⾒が出たが、単純に多数意⾒の反映だけではな
く、すべての⼦どもの意⾒を尊重する必要性を感じ、最終的に⼦どもの⾃由意⾒をすべて計画に
記載することとした。 

・ 施設退所者からのアンケート回収率が低かった。 
・ ⼊所児童については、児童相談所職員（原則、担当ではない児童福祉司）が聞き取りにより調査を

⾏ったが、児童の忌憚ない意⾒がきちんと反映されるよう、⽅法等についてはさらなる検討が必
要と思われる。 

・ ⾃⽴⽀援コーディネーターを配置するに当たり、県内各児童養護施設を調整し体制づくりに努め
た。退所後の⼦どものケアについては地域ぐるみで対応する必要があるが、地域の理解を得るこ
とが難しい。 

・ ⾃由に出された様々な意⾒を計画の具体的な内容に反映することが難しく、総論的な内容になっ
たと考えられること。 

・ アンケート調査の対象児童を⼩学４年⽣以上としたが、幼児や⼩学校低学年児童からの意⾒聴取
ができなかった。 
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・ 施設と⾥親の回答率を⽐較すると⾥親からの回答が低かったが、⾥親に調査への協⼒を促すこと
が難しかった。 

・ 施設や⼀時保護所に⼊所する児童からのアンケート回収は職員がまとめて⾏えたが、⾥親やファ
ミリーホームに委託された児童からの回収に苦労した。 

・ 聞き取り項⽬の整理及び⼦どもが理解しやすい質問内容の検討。 
・ 協⼒いただける⼦どもの確保及び実施⽇等の調整。（学校や部活といった⼦どもの予定を勘案する

と、平⽇⼣⽅以降か休⽇の実施となる） 
・ ケアリーバーの協⼒者の確保。（連絡がつかない、依頼をお断りされるなど候補者が限られる上、
就労されている⽅は休⽇での実施となるなど協⼒者の負担が⼤きい） 

・ ⾥親委託されている⼦どもの場合、⾃宅で実施できないため、場所の確保や移動について調整が
必要。 

・ いずれの場合も、趣旨説明や実施⽅法について、施設職員や⾥親、児童相談所等への協議が必要。 
・ 直接、対⾯での聞取りを実施したかったが、当事者の了解を得ることが難しかった。 
・ 措置児童の⼼情に配慮したアンケートなるよう質問項⽬の設定に苦慮した。 
・ 学校の⻑期休み等を活⽤して施設を訪問して⼀⻫に聞き取りを⾏うことを基本としていたが、タ

イミングを外すと個別の聞き取りとなり、時間を要する。 
・ 毎年アンケートを⾏うと、同じアンケートを同⼀の児童が何度も回答することになり、⼊所時の

意⾒表明の機会の有無等について⼊所中に何度も確認することとなり、⼦どもにとって負担を強
いるほか、記憶の変化等により、回答が異なる可能性があるため、今後、アンケートの構成に⼯夫
が必要である。 

・ アンケート内容についても、策定委員会で意⾒を頂いたため、アンケートへ意⾒を反映させるこ
とに時間がかかった。 

 
【対象市区】 

・ 聞き取った内容について、課題等を⼀般化して、計画の⽅針等に反映させること。 
・ 計画策定のスケジュールの関係上、意⾒聴取期間の確保に苦慮した。 
・ アンケート実施にあたっての対象⼈数・範囲の設定等。 

 
⑸ QⅢ−2−3計画策定において、関係機関等を対象に実施したアンケートの内容 
【都道府県】 

・ 児童養護：①今後の家族との同居、②今後の住まい、③今の⽣活、④児童相談所の職員について、
⑤⼀時保護所について、⑥学校⽣活、⑦特別な相談について、⑧⾃⽴後の不安 

・ ⾥親：①⾥親登録までのこと、②委託されるまでのこと、③委託された後のこと、④⾥⼦と実⼦と
の関係、⑤⾥⼦と実⼦との交流を進める⽀援 

・ 代替養育を必要とする⼦供数の⾒込み（児童養護施設、乳児院、児童相談所） 
・ ⾥親等への委託の推進に向けた取組（ファミリーホーム、⾥親登録者、児童相談所、⾥親⽀援機

関、都⺠、企業） 
・ 特別養⼦縁組の推進のための⽀援体制の構築（児童相談所所、⺠間あっせん機関） 
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・ 施設の⼩規模かつ地域分散化、⾼機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組（乳児院、児童養護
施設、児童⾃⽴⽀援施設、⾃⽴援助ホーム） 

・ ⼀時保護改⾰に向けた取組（児童相談所） 
・ 措置解除児童の進路状況調査＜児童養護施設＞ 
・ 施設⼊所児童退所⾒込数、⾥親移⾏・措置変更対象者数、⾥親移⾏が適当ではない理由別⼈数、現

に⼀時保護をしている児童のうち⾥親委託が必要な児童数、特別養⼦縁組の検討対象となる児童
数＜児童相談所＞ 

・ 各児童相談所⼀時保護所の「現状における課題」とその「解決策（解決の⽅向）」＜⼀時保護所＞ 
・ 施設⼊所児童退所⾒込み数、児童養護施設の定員試算＜政令市・児童相談所設置市＞ 
・ 児童相談所：施設⼊所等児童の潜在ニーズについて 
・ 市町村：市町村での相談⽀援体制の整備状況について：市町村⼦ども・⼦育て⽀援事業計画につい

て 
・ 施設等に対しては、ヒアリングを⾏い、現状や課題を聴取した。 
・ 市町村に対しては、⼦ども家庭総合⽀援拠点の設置状況、設置に向けての課題についてアンケー

ト調査を⾏った。 
・ 計画の策定において、代替養育が必要な⼦ども数の⾒込み等を把握するため措置児童１⼈１⼈の
状態について児童相談所にアンケート調査を実施 

・ ⼦どもの状態：知能検査等の結果、発達上の状態、⼼理的な状態、⽇常的に必要なケア、⼦どもの
養育環境、⼦どもの状態やケアニーズにのみ着⽬した場合、最も望ましいと考える養育環境、最も
望ましいと考える措置先に委託・措置できない理由 

・ ⾃⽴⽀援部会が、児童養護施設、⾥親における⾃⽴⽀援の実態を把握するためのアンケートを実
施した。 

・ 施設の⼩規模かつ地域分散化，⾼機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組 
・ 児童相談所の各児童福祉司を対象として、担当している児童のケアニーズ、望ましい措置先等を
問うアンケートを実施した。 

・ 各市町を対象として、⼦ども家庭総合⽀援拠点の設置予定や、今後社会的養育体制の推進に向け、
求められることなどを問うアンケートを実施した。 

・ 施設の⼩規模化、地域分散化、⾼機能化、多機能化について 
・ 施設⼊所している児童の状況 
・ 施設⼊所している児童の⾥親等委託について  等 
・ ⾥親委託が必要な⼦どもの⾒込み数を算出するために児童相談所、乳児院及び児童養護施設にア

ンケート調査を実施。 
【設問１】現時点で、既に⾥親等への委託の⽅針が援助⽅針に記載されていますか。 
【設問２】⾥親等への委託ではなく、施設への⼊所としている理由について 

 
【対象市区】 

・ 児童福祉施設：⼦どものケアニーズや保護者の状況・意向、委託・⼊所時に最も望ましいと考えら
れた養育環境等 
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・ ⾥親：⾥親登録までの経緯や，委託に係る課題と必要な⽀援策等（養育⾥親を対象として実施）。 
・ ⼀時保護児童に関する内容 
・ 施設⼊所児童に関する内容 
・ 施設の⼩規模かつ地域分散化、⾼機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組 

 
⑹ QⅢ−3−3計画策定において、関係機関等を対象に実施したヒアリングの内容 
【都道府県】 

・ 策定員会のメンバーでもあるので、会合の際に様々意⾒交換したほか、⼊所定員の設定や機能強
化(多機能化)に関して聞き取りを⾏った。 

・ 乳児院・児童養護施設：⼊所児童の状況、施設・処遇・⼈員⾯での課題等 
・ 児童相談所：児童相談所の役割、各関係機関問との連携における課題等 
・ 市町村：要保護児童対策地域協議会の運営状況・課題等、⼦ども家庭総合⽀援拠点の設置状況・課
題等、乳児家庭訪問、養育⽀援訪問事業の実施状況・課題等 

・ 各施設における⾼機能化及び⼩規模かつ地域分散化のあり⽅ 
・ 多機能化・機能転換のあり⽅ 
・ 概ね 10 年程度で、⼩規模化かつ地域分散化を図るための整備⽅針 
・ ⼈材育成計画 
・ ⼀時保護所での⽣活について 
・ 社会的養育の現状や課題等 
・ 施設の現状、⼩規模化・地域分散化の計画、⾼機能化の計画、多機能化・機能転換の計画、施設整
備の意向、児童家庭⽀援センター設置についての意向、県所管外地域の児童を受け⼊れているこ
とについての意⾒、「ケアニーズが⾼い⼦ども」「ケアニーズが⾮常に⾼い⼦ども」をどのように捉
えるかについての意⾒＜乳児院、児童養護施設＞ 

・ 県社会的養育計画について、課題・うまくいっていること・あるといいこと＜⾃⽴援助ホーム・ア
フターケア事業所＞ 

・ ⾥親制度推進について＜児童相談所、⾥親・⾥親会＞ 
・ ⾥親委託等へつなげることにおける課題 
・ アフターケアにおける課題 
・ ⼀時保護の受け⼊れについて 
・ ⾥親⽀援の取組について 
・ 在宅⽀援の取組について 
・ 施設の改築等の予定 
・ ⼈材育成状況と課題 
・ 将来のビジョン 
・ 現状の各施設（⾥親）の状況の聴取に加え、各施設が抱える課題について聞き取るとともに、地域

分散化や機能転換を図る取り組み及び課題について特に聞き取りを⾏った。 
・ 市町村等：「児童・家庭相談体制強化に向けた地域懇談会」を県内 10 広域で開催。市町村をはじ

めとする関係機関・団体と主に以下の項⽬について意⾒交換を実施。 
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児童・家庭相談における現状と課題 
児童相談所との連携における現状と課題 
市町村要保護児童対策地域協議会、⼦ども家庭総合⽀援拠点等における現状と課題 

・ 施設（乳児院）：各施設の既存計画の⾒直し（定員、施設整備、地域分散化、⾼機能化等） 
・ 施設（児童養護施設、⺟⼦⽣活⽀援施設、⾃⽴援助ホーム等）：計画⾻⼦案に対する意⾒交換 
・ 児童養護施設、乳児院 
１ ⾼機能化及び多機能化・機能転換、⼩規模化かつ地域分散化の進め⽅ 
２ 国が掲げている⾥親等委託率の⽬標、⾥親委託を進める際の課題 
３ 施設の⾥親⽀援機能 
・⾥親⽀援専⾨相談員及び家庭⽀援専⾨相談員の活動内容及びその実施状況 
・⾥親⽀援専⾨相談員、児童家庭⽀援センター及び⾥親会の役割分担 
・⼦ども相談センターと施設との役割分担、⼦ども相談センターに望む⽀援 
・⾥親制度の課題、⾥親委託を推進するための取組み 
・フォスタリング機関を担うべき機関及びその理由 
４ 施設運営に関する課題 

・ 児童家庭⽀援センター 
１ 児童家庭⽀援センターの⾥親⽀援機能 
２ 国が掲げている⾥親等委託率の⽬標 

・ ⾥親 
１ ⾥親委託推進について 
（１）現状の⾥親委託推進に係る取組について課題と感じていること 
（２）国が掲げている⽬標の達成の可否 
（３）これから⾥親委託を推進していくことに対し課題と感じていること 
（４）（２）の⽬標を達成するための具体的な取組み。県や⼦相に望む⽀援。 
２ パーマネンシー保障のための特別養⼦縁組等の推進について 
（１）国が掲げている⽬標の達成の可否 
（２）特別養⼦縁組や普通養⼦縁組の推進に関して課題と感じていること 
（３）（１）の⽬標を達成するための具体的な取組み。県や⼦相に望む⽀援。 
（４）⾥⼦とのマッチングについて、施設や⼦相等の関係機関に望む⽀援 
３ フォスタリング機関とその業務について 
（１）⾥親の新規開拓について 
（２）⾥親に対する研修について 
（３）⾥⼦とのマッチングについて 
（４）⾥親の⽴場で必要と感じられる⽀援について 

・ 施設の⼩規模化、多機能化（⾥親⽀援、在宅⽀援）、⼀時保護専⽤施設について今後の施設整備予
定や事業内容に関する各施設の意⾒を聴取 

・ （１）定員の推移（２）⼩規模化の推移（３）⼀時保護専⽤施設（４）フォスタリング事業（５）
児童家庭⽀援センター（６）⼤規模修繕 
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・ 施設の⾼機能化・多機能化について。施設整備について。 
・ 乳児院・児童養護施設の⾼機能化および多機能化・機能転換、⼩規模かつ地域分散化に係る計画

の策定に向けたヒアリング 
・ 児童福祉施設；施設⼊所児童等の状況、施設運営に係る課題等について、「新しい社会的養育ビジ

ョン」で⽰された、施設⼊所対象となる⼦どもや、求められる⽀援体制（⾼機能化及び多機能化・
機能転換、⼩規模かつ地域分散化）についての現状と今後の⽅針について、施設からの提案等に
ついて 

・ ⾃⽴援助ホーム；⼦どもの状況について（⼊居者数、⼊居理由、⼦どもの状態像、職員との関係
等）、ホーム運営や⾃⽴⽀援、関係機関調整に係る課題について 

・ ヒアリングとして実施していない場合も、各種会議等を通じ意⾒照会等を実施した。 
・ 社会的養育推進計画に対する⺟⼦⽣活⽀援施設としての意⾒のヒアリングを実施 
・ 児童養護施設等、⾥親・ファミリーホーム、市町村（政令市、中核市、市⻑会、町村会）、児相等

の４つの実務者会議を設け、それぞれの関連項⽬について議論を⾏った。 
・ 施設の⼩規模かつ地域分散化，⾼機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組について 
・ R11 年度における各施設の体制について 
・ フォスタリング業務の包括的な実施体制の構築に向けて 
・ ⾃⽴⽀援のあり⽅ 
・ 施設の多機能化、⾼機能化に向けた取組みについて 
・ １ 現状の養育に当たっての⽅針と対応 

（１）⼊所児童の現状（過去と現在の違い等） 
（２）現状の養育機能における経営上や運営上の課題 
２ ビジョンに対する考え（ビジョンの考え⽅や課題について説明した上で） 
現状の養育⽅針とビジョンの整合（どの視点が同じで、どこが違うのか） 
（１）⼩規模かつ地域分散化 
① 「分園型⼩規模 GC」や「地域⼩規模児童養護施設」の設置に向けた検討状況・課題 
② 「分園型⼩規模 GC」や「地域⼩規模児童養護施設」の設置を図るための計画概要や考え⽅ 
①  ⼈材育成・確保やスーパーバイズ体制の構築のための⼯夫 
④ 地域社会との良好な関係性の構築のための⼯夫 
（２）⾼機能化 
① 「分園型⼩規模 GC」や「地域⼩規模児童養護施設」における、ケアニーズが⾼い⼦どもの養
育体制の充実（⼼理的・医療的ケア、家庭復帰⽀援、⾃⽴⽀援） 
② 「分園型⼩規模 GC」や「地域⼩規模児童養護施設」や職員への⽀援 
③ ⼈材育成・確保やスーパーバイズ体制の構築 
④ ⼩規模かつ地域分散化の例外としての⽣活単位の集合における、ケアニーズが⾮常に⾼い⼦ど
もの養育体制の充実 
（３）多機能化・機能転換 
①⼀時保護委託の受⼊体制の整備 
②養⼦縁組⽀援やフォスタリング機関の受託等の⾥親⽀援 
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③在宅⽀援や特定妊婦等の地域⽀援 
・ 策定委員会へ出席を頂き、意⾒を頂いた 
・ 先に実施したアンケートを元に意⾒交換 
・ 乳児院及び児童養護施設に対して以下の内容についてヒアリングを実施。 

＜施設の現⾏計画（家庭的養護推進計画）の確認＞ 
１ ⼩規模かつ地域分散化の⽬標 
２ ⾥親⽀援の⽬標（平成４１（２０２９）年４⽉時点） 
３ 職員の配置計画について 
４ キャリアパスの設定 
５ 今後のスケジュール 
＜現在の取り組み、社会的養育推進計画を踏まえての課題＞ 
１ 施設の⾼機能化及び⼩規模化かつ地域分散化について 
（１）⼩規模かつ地域分散化への取り組み 
（２）⾥親・ファミリーホームへの⽀援への取り組み 
（３）被措置児童等の権利擁護への取り組み 
（４）親⼦関係の再構築（早期の家庭復帰）への取り組み 
（５）⼦どもの⾃⽴⽀援・アフターケアの取り組み  
（６）その他、⾼機能化、⼩規模化かつ地域分散化についての考え 
２ 多機能化・機能転換について 
（１）⼀時保護委託の受⼊体制の整備への考え 
（２）市町村と連携した在宅⽀援や特定妊婦の⽀援強化についての考え 
（３）その他、多機能化、機能転換についての考え 
３ 処遇職員の配置、⼈材育成について 
（１）⼈材育成に向けた現在の取り組み 
（２）今後、求められる⼈材および⼈材育成に向けた考え 
４ 計画策定及び今後の取り組みにおける貴施設の強み・課題について 
５ その他、計画全体に対するご意⾒、県への要望 

 
【対象市区】 

・ 以下について聴取。 
１ 全般：国の家庭養育の原則・推進⽅針についての考え⽅、家庭養育の中で懸念される課題と
求められる⽀援  
２ 児童の養育について：児童の権利擁護の取組の現状と課題、障害等を抱える児童へ⽀援と課
題、医療機関や児童相談所、各専⾨機関との関わり 
３ ⾥親等への委託の推進に向けた取組について：⾥親に委託する⼦ども数の⾒込み、⾥親委託
を推進する際に必要な条件や求められる⽀援、⾥親⽀援のために，今後の児童相談所・児童養護
施設・乳児院等が果たす役割や機能、フォスタリング業務の今後の実施体制、⼀時保護委託への
対応と課題 
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４ 児童の⾃⽴⽀援について：児童の進路選択と⾃⽴⽀援，⽀援体制，アフターフォロー等につ
いて 

・ ①⼩規模かつ地域分散化：⼩規模かつ地域分散化の⾒通し、施設の改修計画、⼩規模施設の状況
（既設施設のみ対象） 
②⾼機能化：ケアニーズが⾮常に⾼い⼦どもの養育体制の充実、⼊所している⼦どもの早期の家
庭復帰や養⼦縁組、⾥親委託の推進 
③多機能化・機能転換：⼀時保護受託の受⼊体制の整備、養⼦縁組⽀援やフォスタリング期間の
受託等⾥親⽀援機能の強化、在宅⽀援や特定妊婦の⽀援強化等 
④⼈材育成計画：⼈材育成⽅針、研修計画、スーパーバイズ体制、⼈材確保のための取組 
⑤権利擁護の取組：児童の権利擁護の考え⽅、実際の取組状況 

・ 代替養育を必要する⼦どもの数の⾒込みについて 
・ ⼩規模かつ地域分散化に向けた単価シミュレーションについて 
・ 多機能化に向けた補助メニューについて 
・ 施設機能強化補助事業の⾒直しに向けた意⾒交換について 
・ 各施設の計画案について 
・ 10 年後の施設の在り⽅に関する内容 
・ ⼦どもの権利の保障に関する取組み 
・ ⼩規模化・地域分散化の実施計画 
・ ⾼機能化 
・ 多機能化・機能転換 
・ ⼈材育成・⼈材確保 
・ 施設の⼩規模かつ地域分散化、⾼機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組について 
・ 養育家庭の当事者に対するヒアリング項⽬ 

（１）現在の当⾃治体の取り組み（⾥親⽀援）に対する評価・意⾒ 
（２）当⾃治体の委託率の⽬標設定に対する意⾒ 

・ 施設の当事者に対するヒアリング項⽬ 
（１）当⾃治体の地域性を踏まえた今後の施設の役割・⽅向性と当⾃治体の⽀援のあり⽅ 
（２）当⾃治体の委託率の⽬標設定に対する意⾒ 

・ その他：座席は円卓形式にて実施。⾃由な発⾔が⾏えるよう⾮公開で実施 
 
⑺ QⅢ−4−2 ⾥親委託率の⽬標値の算出⽅法 
【都道府県】 

・ 国の⽬標を念頭に置き、本県の実情を踏まえて算出。 
具体的には、⼦ども⼈⼝、児童相談所の養護相談対応の件数、要保護児童対策地域協議会の実登
録件数の推移から、代替養育を必要とする⼦どもの数を年度毎に推計。それらと⾥親委託の現
状、⾥親委託が必要な数の⾒込み、⼦どもへのアンケート結果を反映し⾥親等委託率の⽬標値を
算出。 

・ 現在措置されている⼦どもについて、現状の措置のまま継続し、かつ⾥親等委託率が現状を下回
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らないと仮定した場合、措置変更により⾥親委託となる⼦どもや学童期以降に代替養育が必要と
なる⼦どももいますが、乳幼児期に⾥親委託された⼦どもが成⻑し、次の年齢区分に移⾏してい
くことを想定すると、学童期以降の⾥親等委託率も増加していくと想定した。 

・ ⽬標値設定時点で、⾥親委託でない（施設⼊所等）要保護児童について全数調査を⾏い、ケアニ
ーズのみの着⽬した場合⾥親委託がふさわしい児童数を算出。 
県として最⼤限の取組を⾏った場合を想定し、⽬標値を計上。 

・ 計画策定当時の実数に措置等児童数の伸び率平均値を加算し「代替養育を必要とする⼦ども数」
を算出、また、計画終了時点の⾥親等委託率を固めた上で、その割合を達成するように各委託⼈
数を割り振り算出した。 

・ 「代替養育を必要とする⼦供数」 
児童⼈⼝(※１)に対する施設⼊所・⾥親等委託の⼦供数(※２)の割合を推計し、児童⼈⼝の推計
に乗じて推計値を算出した。 
※１ 児童⼈⼝（0歳〜18歳⼈⼝） 
・過去 10 年間の県統計（1⽉ 1⽇時点町丁別⼈⼝調査）、国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所による
5年ごとの将来⼈⼝推計による。 
※２ 施設⼊所・⾥親等委託の⼦供数 
・県集計による 3 ⽉ 1⽇時点の施設⼊所・委託等の⼦供数。 
・施設⼊所については児童養護施設及び乳児院の⼦供数、⾥親等委託については⾥親及びファミ
リーホームへの委託⼦供数。 
※３ ⾥親等委託率 
・「⾥親等への委託（⾒込）⼦供数」÷「代替養育を必要とする⼦供数」×100（％） 

・ ⽬標年次ごとの代替養育を必要とする児童数（児童⼈⼝等から推計）のうち、施設養育が必要な
児童の⼈数を算出し、それ以外を⾥親等への委託が可能な児童とする。具体的には以下の通り。 
１ 児童相談所調査から、令和元年５⽉１⽇時点で「①⾥親等に委託されている児童」「②⾥親
等委託が適していたが委託できていなかった児童」「③⾥親等委託が適していない（施設養育が
必要）な児童」の割合を算出。 
２ 「②⾥親等委託が適していたが委託できていなかった児童」については、全ての児童の委託
を⽬指すこととし、⾥親等委託率の⽬標値に算⼊。 
３ 児童相談所調査において、「③⾥親等委託が適していない（施設養育が必要）」と判断した理
由が「家庭復帰に向け施設にて交流⽀援中」の児童の⼀部について、施策の推進により⾥親等委
託が可能な児童として⾥親等委託率の⽬標値に算⼊。 

・ ３歳未満：国が⽰す⾥親等委託率 75％以上の実現を⽬指すが、現状では⽬標値を⼤きく下回っ
ており、５年以内の⽬標達成は困難と考えられることから、10 年以内の達成を⽬標とした。 

・ ３歳以上の就学前：国が⽰す⾥親等委託率 75％以上の実現を⽬指すが、７年以内の⽬標達成は
容易でないと考えられることから、10 年以内の達成を⽬標とした。 

・ 学童期以降：実績において最も伸び率が低く、計画前期においては実績の伸び率を維持し、後期
においては全体の委託率が 40％に達するよう委託率を伸ばしていくことを⽬標とした。 

・ 国から⽰された数値⽬標を念頭に、各年代における⽬標値を設定。 
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過去の実績に基づき各年代ごとの措置児童数割合を仮定し、各年度における各年代の社会的養護
が必要な⼦ども数の⾒込みを算出。 
３歳未満は、５年後に過去平均の倍に設定、３年後は中間値とした。同様の基準で７年後、10
年後を設定。就学前は、７年後に国の⽬標値と同様の⽬標設定、過去平均との差を等分して３年
後と５年後を設定。学童期以降は、５年後に国の⽬標値と同様の⽬標設定。 

・ 現に⾥親等に委託されている⼦ども数とあわせ、乳児院や児童養護施設に⼊所中の⼦どものう
ち、⾥親等委託が適当な⼦ども数（医療的ケアの必要性や⾏動上の問題等の理由から、⾥親等で
の養育が困難な⼦どもを除いた⼦ども数）について、⾥親等委託が適当な⼦ども数と⾒込む。 

・ 国⽬標と同値 
・ 代替養育が必要な⼦どもの数の⾒込 

①基準値：18歳未満⼈⼝×代替養育割合（H30 度 0.193％） 
②潜在的需要：H21〜、H26 年度〜の各５年間の⼀時保護（委託）児童数の平均値の伸率
（104.2％）が 15年間変わらないと仮定した上で各年度毎に⼀時保護（委託）児童数の増加を均
⼀化。③⾒込み：①×② 

・ ⾥親委託が必要な⼦どもの数の⾒込 ※算式２を採⽤ 
①児童相談所の検討により、R元 10⽉現在の代替養育児童についてケアニーズに着⽬した⾥親
委託率を算出。 
②代替養育⾒込数を按分した上で、児童相談所毎に①を乗じて 10 年後の⾥親等委託が必要な児
童数を算出。 

・ １ 「⼦どもの⼈⼝」の推計（「当県における将来⼈⼝推計」）に「代替養育が必要となる割合
（潜在的需要を含む）」を乗じて、「代替養育を必要とする⼦ども数」を算出。 

・ ２ 「代替養育を必要とする⼦ども数」に「⾥親等委託が必要な⼦どもの割合」を乗じて、「⾥
親等委託が必要な⼦ども数」を算出。 

・ ３ １及び２の算出結果から⾥親等委託率の⽬標値を設定。 
※「代替養育を必要とする⼦ども数」は、「要保護児童数」の推計値に潜在的な代替養育対象児
童数（「⼀時保護後、在宅指導で継続的に⽀援等を⾏うこととした⼦どもの⼀部」及び「通報・
相談後、在宅指導で継続的に⽀援等を⾏うこととした⼦どもの⼀部」の数）を加えたもの。 

・ ①Ａ＋Ｂを⾥親委託候補者数の基礎数値として設定 
Ａ ⾥親等に委託中の⼦ども数 
Ｂ 施設での⼊所期間が⻑い⼦ども数 
 ・乳児院に半年以上措置されている児童 
 ・乳児院から児童養護施設に措置変更された幼児 
 ・児童養護施設に１年以上措置されている幼児 
 ・児童養護施設に３年以上措置されている学童期以降の児童 
②①からＣ⾥親での養育を⼦どもが拒否している数を除く 
③②からＤ医療的ケア等⽇常的なケアを要する児童数を除く 
①〜③により⾥親委託児童数を算出し代替養育を要する児童数で除して算出 

・ 社会的養護を必要とする⼦ども数の⾒込みと、養育⾥親の登録状況等を踏まえ、⽬標値を設定し
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た。 
・ 「代替養育を必要とする⼦ども数（年齢区分別）」×「⾥親等委託が必要な⼦どもの割合」＝⾥

親等委託を必要な⼦ども数※ 
※で算出した割合を参考に、フォスタリング体制の充実により、⾥親登録数やファミリーホーム
の増加⾒込み等を考慮し算出。 

・ ⼦どものケアニーズ（⾥親等委託が必要な⼦どもの数）を勘案して算出 
・ 算式２により、⾥親等委託が必要な⼦どもの割合を算出（3歳未満：72.3% 3歳以上の就学

前：53.4% 学童期以降：48.0%）。 
上記数値を代替養育を必要とする⼦どもの⾒込み数に乗じ、⾥親等委託が必要な⼦どもの⾒込み
数を推計（729⼈）。将来的に⽬指す姿として想定。 
⼀⽅で、当⾃治体でどれだけの⾥親家庭を⽀援できる体制を構築できるかを検討し、１機関あた
り A型フォスタリング機関は 40 家庭、B型フォスタリング機関は 20 家庭を確保・⽀援するこ
ととし、R11 年度末時点で養育⾥親家庭数 820 家庭の確保を⾒込む。 
登録⾥親に対し委託可能な⼦どもの割合について、⾥親種別ごとのH30 年度末の委託実績をも
とに算出し、⾥親等に委託する⼦ども数を推計。 
推計した⾥親等委託が必要な⼦ども数について、年齢別の割合を算出し、⾥親等委託⼦ども数に
乗じ各年代別の委託が必要な⼦ども数を算出。 
各年代別の委託が必要な⼦ども数を代替養育が必要な⼦ども数で割り、各年代別の委託率を算
出。 

・ 県内の社会的養育を受けている⼦どもの状況、関係機関の意⾒、県の実状及び他の⾃治体の⽬標
値を踏まえて検討し、令和 11 年度の⾥親委託率の⽬標値を 60％とした。令和２年度から令和
11 年度までの各年度の⽬標値は按分して設定した。なお、本県では年代毎の⽬標値は設定して
いない。 

・ ⾥親等委託率⽬標値＝⾥親等委託が必要な⼦どもの数÷代替養育が必要な⼦どもの数 
＊H28〜H30 各年度末の平均値から算出 

・ 国の⽬標値を参考とした。 
・ 平成 30 年度末時点の児童養護施設と乳児院への⼊所児童全員について、⽣育状況や⼦どものケ

アニーズなどから⾥親やファミリーホームへ委託することが望ましい⼦どもを算出し、⾥親等の
元で⽣活している児童を加えて、委託率を算出した。 

・ 国の策定要領では乳幼児・学童期以降でそれぞれ委託率が設定されているが、本県では対象とな
る児童が少ないことから、年齢を区分せずに国の定める算式により計算し、55.7％の⾥親委託率
を算出。ただし、55.7％を計画最終年度に達成することは本県の現状を踏まえると困難であるこ
とから、前期（R6 年度）⽬標を 33.3％、後期（R11 年度）⽬標を 45.0％と設定。 

・ 国の⽬標値をもとに現場の意⾒を踏まえて検討した。 
・ 児童相談所が平成３０年度に新規委託したケースで、⾥親委託できなかった理由を分析し、「実

親の拒否」「⾥親の養育ニーズとの不⼀致」について、⾥親制度の啓発により解消が可能である
ものとして、各年度の新規委託数を設定。 
委託解除数は、前年度の在籍数に対する退所数の割合を、翌年度の在籍数に掛け合わせて算出。 
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施設⼊所者のうち乳幼児は、⾥親委託への変更を進めるものとした。 
在籍⼦ども数に、新規で⼊所・委託となる⼦ども数を加え、退所・委託解除及び⾥親委託へ移⾏
した⼦ども数を差し引くことで、各年度末の在籍⼦ども数を算出。 

・ 委託率に影響を与える次の①〜⑤の過去５年間（平成２５年度から平成２９年度まで）の県内３
児童相談所の平均値（現状）を算出し、現在の⾥親等委託推進の取組みに加え、更に実現可能な
追加的努⼒を加味して算出。 
① 児童相談所による新規委託児童数 
② 乳児院からの措置変更 
③ 児童養護施設からの措置変更 
④ 委託解除（家庭復帰、⾃⽴、特別養⼦縁組） 
⑤ ⾥親等からの措置変更（不調） 

・ 児童相談所、乳児院及び児童養護施設へのアンケート調査に基づいて⾥親委託が必要な⼦どもの
数を算出し、⽬標値となる⾥親等委託率を算出している。 

・ 評価のための指標案：家庭的養育率 
算定式：（⾥親委託児童数＋家庭的養育施設⼊所児童数※）／要保護児童数 
※家庭的養育施設措置児童；分園型⼩規模グループケア、地域⼩規模児童養護施設において養育
されている⼊所児童 
（理由） 
地域によって歴史的経緯等から、現実として児童養護施設等の施設数に多寡があるため、全国⼀
律に⾥親委託率で⽬標値の設定や施策の推進を進めると、特に、施設数が⽐較的多い団体におい
ては、⼩規模化等を進めきれない（⽬標達成のために実際に定員を落とそうとすると、根本的な
施設の経営・雇⽤上の問題が⽣じる：参考１）⼀⽅で、⼗分な⾥親の確保が進むとは限らない恐
れがある。加えて、⾥親の確保が進む場合でも、近年、児童虐待による要保護児童が増えてお
り、児童の処遇に相当の専⾨性が求められる中、施設職員は専⾨家である⼀⽅、⾥親は施設職員
ほどの専⾨性や組織性が⼗分とは⾔えない⾯があり、⾥親にとっても超過負担になりかねず、ま
た、保護者の不同意等により⾥親委託が⼗分に進まない恐れもあるため、今後、地域として⼗分
な社会的養育体制を確保できるかどうか懸念される。このため、後期計画においては、⾥親委託
に加えて施設の⼩規模化を含めた、家庭的養育の実施状況を計る指標を設けることで、⾥親委託
及び施設の⼩規模化の双⽅のインセンティブ向上を図り、家庭的養育推進の⽅針に沿って、地域
の実情に応じた効果的かつ着実な社会的養育体制を確保できるようにすることが適当と考えられ
るため。 

 
【対象市区】 

・ 以下A,B,Cは計画作成時のH30 年度末の数値 
本市における代替養育児童数(A) 
Aのうち⾥親等委託数(B) 
現に施設⼊所している⼦どものうち⾥親での養育が望ましい⼦ども数(C) 
⾥親委託が望ましい⼦ども数(D＝B＋C 
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⾥親等委託率(E=D/A) 
※⾥親委託が望ましい⼦どもが全員⾥親委託された場合 
→ここで算出された Eの割合で仮に代替養育が必要な⼦どもが計画期間最終年度の令和 11 年度
に全員⾥親等に委託され、令和 6 年度の中間時期には、その増加数の半数を⾥親等に委託した場
合の⾒込みで推計し、最終的に 10か年の数値を設定した。 

・ 「⾥親等委託が必要な⼦ども数」 ÷ 代替養育が必要な⼦ども数」 
・ 国基準の⽬標値を設定することを念頭に、策定要領における（算式２）により算出された⾥親等

委託が必要な児童数を踏まえつつ、計画期間から逆算して算出。 
・ 代替養育を必要とするこども数の⾒込を①から⑤で算出 

①こどもの⼈⼝の推計 
②代替養育が必要となるこども数の⾒込を、現に⼊所措置⼜は⾥親委託等されているこども数の
こどもの⼈⼝に占める割合から推計 
③②の推計に潜在的需要の加味について検討し、最終的に代替養育が必要となるこども数の⾒込
みを算出 
④国の要領に⽰された算式１及び算式２により、⾥親等委託が必要なこども数を年齢区分別に算
出 
⑤③から④を減じて算出 
施設の⼩規模化かつ地域分散化等を進めることをふまえ、定員数を推計し、残数を⾥親等委託児
童数と想定し、⾥親委託率を算出 

・ 平成 31 年 4⽉ 1⽇時点の⾥親等委託率に、潜在的に施設から⾥親への委託が可能と考えられる
児童数を計上して算出 

・ 国の⽬標値を⽬安とした 
・ １２歳以上は現状維持（２０％）とした 
・ 平成 30 年度末時点の児童養護施設と乳児院への⼊所児童全員について、⽣育状況や⼦どものケ

アニーズなどから⾥親やファミリーホームへ委託することが望ましい⼦どもを算出し、⾥親等の
元で⽣活している児童を加えて、委託率を算出した。 

・ ①代替養育が必要な⼦どもの数、②本市の実情に応じた⾥親等委託⼦ども数の推計から、⾥親委
託率⽬標を算出した。 

・ 3歳児未満、未就学児については、なるべく⾥親委託が望ましいという基本姿勢から、⽬標数値
を 100%にしています。 

・ 就学児については、それぞれの児童のケアニーズに着⽬し、⾥親委託が望ましいとされる児童を
算出しています。 

・ 代替養育を必要とする児童数を算出し、当該数値を基本として、「新たな社会的養育ビジョン」
⽰される⾥親等委託率を乗じることで、⽬標値を算出している。 

 
⑻ QⅢ−4−3⾥親委託率の⽬標値の算出において課題に感じたこと 
【都道府県】 

・ 前提として国の⽬標値（⾥親委託率）が⽰されたが、当県の現状との乖離があまりにも⼤きく、
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県として現実的な⽬標値とすべきか、理想として国の⽬標値の近づけるべきか、最後まで課題が
残ったと感じている。そのため客観的なデータによる算出を重視する中でも、⼀部データの後付
けが⽣じた部分もあった。 

・ 計画策定途中においても、国の⽬標値に関する指導内容が、「県の実情による⽬標値」から「国の
⽬標値に近づける」へと変わった印象を受け、そもそも国の⽬標値ありきであれば、複雑な推計
を⾏う必要もなかったのではないかと疑問が残った。本計画においては、⾥親委託率が中核とな
っており、⽬標値の位置づけが不明確になってしまうことが最⼤の課題と感じる。 

・ （策定に携わった担当者が異動しているため、会議の概要資料の情報となるが）⽬標値の算出の
前提に当たる「代替養育を必要とする⼦ども数の⾒込み数」の算出については、どの数字や資料
をベースに考えるべきかについて調整が難航した模様。 

・ 国が実現すべきとする⾥親等委託率が本県の実情とあまりにかけ離れており、その落差をどう埋
めるかに苦慮した。 

・ 国の数値⽬標を念頭に県の実情を勘案すること、年代ごとの実績や推移にもばらつきがあり、数
値を維持することも容易でないため、全体を勘案した⽬標値設定に苦労した。 

・ 国の⽰す「新しい社会的養育ビジョン」⽬標値とは乖離があること。 
・ 理論上、上記算出⽅法で⽰したものの、保護者の同意の課題や、進学等⼦どものライフステージ

の変化等、実態に合わない部分もあること。 
・ ⽬標値と現状との乖離が課題であった。特に、⾥親の⾼齢化などで⾥親の確保が困難な中にあっ

て、⾥親委託率を上げていくことは⼤きな課題であると実感した。聞き取りを重ねたものの、具
体的な取り組みを明記することが困難であった。また、児童養護施設等の⼊所施設に対しても、
財政⾯・⼈材⾯から⼩規模化・地域分散化を促していくことの困難さを感じたところ。 

・ 児童相談所では⾼い⽬標設定については⽀援体制等を含めた実現可能性の観点から慎重な姿勢が
⾒られた。また、乳幼児が優先という観点において乳児院関係者の理解を得ることが難しかった。 

・ ⾥親登録数の上昇と、受託世帯の増が必ずしもリンクしないため、どのように数字を出すかに困
難さを感じた。 

・ ⾥親委託率（75％）を全国⼀律に適⽤するのではなく、地域の実情に応じた実現可能な⽬標値と
しての⾥親委託率を設定すべき。 
（理由） 
・各地域によって施設の有無等、社会資源に差がある。そうした資源を有効に活⽤し、そのうえ
で、家庭的養護（⾥親・ＦＨ）で対応できる児童を委託していかないと、不調により委託先を転々
とする児童が増加する可能性が⾼い。 
・専⾨的な処遇が必要な児童に対応できる⾥親は未だ少ない状況である。 

・ 各地域におけるフォスタリング機関、⾥親⽀援専⾨員等の⾥親⽀援体制を構築するための⼈材確
保や財政的⽀援が必須であるが、当県においては⼈材確保に各施設が課題を抱えている状況であ
る。 

・ ⽬標値算出の過程が複雑で、当事者含む関係者への説明が困難。 
・ 算出された数値のみがクローズアップされる。 
・ 国の新しい社会的養育ビジョンで⽰された⾥親委託率の⽬標値が県の実態からあまりにも乖離し
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たものであり、県の⾥親委託率の⽬標値が⽴て⾟かった。また、国の「都道府県社会的養育推進
計画の策定要領」で⽰された「代替養育を必要とする⼦ども数の⾒込み」⽅法が⾮常に複雑で対
応することが困難だった。 

・ ⾥親やファミリーホームに委託することが望ましい児童の⾒極め。⼦どものニーズの把握。 
・ 国が設定した⽬標は本県の現状からするとかなりハードルが⾼いものであったため、実態とのす

り合わせに苦慮した。 
・ ⾥親等への委託に関して、実親の理解や⾥親と⾥⼦の相性などの課題があるなか、⾼すぎる⾥親

委託率の⽬標値を設定することにより、⽬標値が実態にそぐわないものとならないかという点は
課題であると感じた。 

・ 算出⽅法が何種類かあるため、どの算出⽅法を採⽤するのかを検討する必要があった。 
 
【対象市区】 

・ ⾥親委託率を国基準に設定することについて、特に施設関係者からの納得が得られにくいこと。 
・ 国基準の⽬標値達成を念頭に、逆算により出した⾥親等委託が必要な児童数と施設や児童相談所

からの意⾒等を基にした当該数に⼀定の乖離が⽣じること。 
・ ⾥親やファミリーホームに委託することが望ましい児童の⾒極め。⼦どものニーズの把握。 
・ 社会的養育ビジョンに⽰されている委託率⽬標と、本市における委託率に乖離が⼤きく、地域の

実情に応じた⽬標設定が必要。 
・ 就学児については、児童⼀⼈⼀⼈のケアニーズに着⽬したため、ケアニーズを正しく把握しなけ

ればならなかった点。 
・ 区では、児童相談所開設初年度である令和２年度に社会的養育推進計画を策定したが、過去の実

績値がない中での算出であったため、児童相談所業務が運営される中で、当初算出した⽬標値と
実績に乖離が⽣じることとなった。都道府県では国の⽰す策定要領に従い、令和元年度に計画策
定していたため、区の計画策定においても都道府県と同様の計算⽅法により推計値算出する必要
があった。 

 
⑼ QⅢ−5−2「⼦ども・⼦育て⽀援事業⽀援計画」(政令市の場合は「⼦ども・⼦育て⽀援事業計画」)
へ反映した具体的内容 
【都道府県】 

・ ⾥親委託率を⽬標値に設定している。 
・ 「⽀援を要する⼦どもや家庭のサポート」という項⽬を設けている。 
・ ５本の柱のうち、主に柱４「困難を有する⼦ども・若者と家庭が未来を切り拓くために」の「保

護や⽀援を要する⼦どもの養育環境の整備」及び柱５「社会全体で⼦育てを⽀え、⼦育ても仕事
も楽しむために」の「地域で⽀える⼦育て⽀援の充実」において、⾥親等委託の推進、⼦ども家
庭総合⽀援拠点の整備、施設の⼩規模・地域分散化の推進、児童相談所の機能強化等の内容を反
映。 

・ 基本的施策及び⾏動計画内の「援助を必要とする⼦どもや家庭への⽀援」「家庭での養育が困難
な⼦どもや虐待を受けた⼦どもに対する⽀援」の「⾥親の増加や⾥親家庭での⼦どもの養育への



 

 185 

理解を広めるため、広報や関係機関への周知等による普及啓発を⾏います。」「⾥親家庭での⼦ど
もの養育を⽀援するため、⾥親への研修の実施や児童福祉施設等への⾥親⽀援専⾨相談員の配置
等による相談体制を図るとともに、⾥親同⼠の交流等の⾥親会の活動を⽀援します。」「児童養護
施設等でも、できるだけ家庭に近い環境で養育できるよう、⼩規模化、地域分散化を⽀援しま
す。」等について、内容に反映している。 

・ 「⼦ども・⼦育て⽀援プラン」の別冊として位置づけている。 
・ ⼦ども・⼦育て⽀援事業計画（県⼦育て応援⾏動計画）中に盛り込んだ。 
・ ⽬標値や取組の⽅向性・内容について、整合を図った。 
・ 「⼦ども・⼦育て⽀援事業計画」の重点施策「⽀援を必要とする⼦どもを守る体制づくり」の個

別施策として児童虐待防⽌対策の充実、 社会的養育の充実・強化を位置付け、主な事業と「社
会的養育推進計画」における具体的な取組の整合を図った。 

・ 「⼦ども・⼦育て⽀援事業計画」における各施策の数値⽬標として、「社会的養育推進計画」で
設定した⾥親等委託率を設定。 

・ ⼦どもの権利擁護の推進 
・ ⾥親委託の推進（社会的養育推進計画における⾥親委託率の数値⽬標を採⽤している） 
・ 施設の⼩規模化・地域分散化、多機能化、⾼機能化の取組への⽀援 
・ 地域における社会的養育推進のための取組⽀援 
・ 本県の「⼦ども・⼦育て⽀援事業⽀援計画」内で、①⾥親委託等の推進（⽬標値についても記

載）。②施設の多機能化・⼩規模化等の推進、③⾃⽴⽀援策の強化、④虐待を受けた⼦どものケ
ア及び家庭への復帰⽀援、⑤⼦どもの権利擁護 

・ ⼦ども家庭総合⽀援拠点の全市町村設置に向けた⽬標について反映している。 
・ 児童虐待防⽌対対策の充実 
・ 社会的養育の充実・強化 
・ 「⼦ども・⼦育て⽀援計画」としても位置付けている『少⼦化対策基本計画』の政策の４つの柱

のうちの１つ「地域で⼦育てを⽀え合う仕組みづくり」中の基本政策「配慮を要する⼦どもや家
庭への⽀援の充実」の下記項⽬(○)において関連内容を記載。 
○育児不安の解消と児童虐待の防⽌ 
・要保護児童対策地域協議会の機能強化に向けた取組を推進 
・⼦ども相談センターの体制を強化 
○悩みを持つ⼦供の相談や被害に遭った⼦どもなどの⽴ち直り⽀援 
・⼦ども相談センターにおける親や被虐待児に対する⼼理的なケア対策を充実 
・⼦ども相談センター職員や市町村の相談員の相談援助技術の向上 
○社会的養育の推進 
・⼦どもからの意⾒聴取や⼦どもの意⾒を代弁する取組みを推進 
・⾥親に対する包括的な⽀援を実施 
・施設の⼩規模化・地域分散化、⾼機能化・多機能化を推進 
・市町村⼦ども家庭総合⽀援拠点の設置を促進 
・児童養護施設等の職員の確保と専⾨性の向上 
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・児童養護施設等の⾃⽴⽀援機能の強化、施設等退所者の⾃⽴⽀援促進 
・ 「⽬標となる指標」として下記指標を記載 

「⾥親等委託率」「⼦どもの権利擁護に関する研修を受講した職員の割合」「すべての棟が⼩規模
化・地域分散化した乳児院及び児童養護施設の数」「⼦ども家庭総合⽀援拠点を設置している市
町村数」「職親プロジェクト加盟企業数」 

・ 「次世代育成⽀援対策法」に規定する⾏動計画として、「⼦ども・⼦育て⽀援事業⽀援計画・次
世代育成⽀援対策⾏動計画」を策定した。 

・ 本計画において、「社会的養護体制の充実」の主な取組のひとつとして、「家庭的養護の推進に向
けた県推進計画」に基づく児童養護施設等の⼩規模化を掲げている。 

・ 「社会的養育の体制整備」として章⽴てし、現状と課題、今後の取り組み（以下、内容）を記載
した。 
・当事者である⼦どもの権利擁護 
・⾥親等への委託の推進 
・特別養⼦縁組等の推進 
・施設の⼩規模かつ地域分散化、⾼機能化及び多機能化・機能転換 
・社会的養護⾃⽴⽀援の推進 

・ ⾥親委託の推進、施設の⼩規模化 
・ 「⼦ども・⼦育て⽀援事業⽀援計画」は、「次代を担う⼦ども・⻘少年が、ひとりの⼈間として

尊重され、創造性に富み、豊かな夢をはぐくむことができる」を基本理念とし、「１.若者が⾃⽴
できる社会」「２.⼦どもを⽣み育てることができる社会」「３.⼦どもが成⻑できる社会」の基本
⽅向を設定。このうち２の重点施策として社会的養育体制の整備を位置づけ、⼦どもを取り巻く
環境について⾔及している。 

・ 児童相談所の専⾨性の向上 
・ 児童虐待の早期発⾒、早期対応のための機能強化 
・ ⾥親委託等の推進 
・ Ⅳきめ細かなサポートが必要な⼦どもや家庭への⽀援 

１社会的養育体制の充実 
(1)⼦どもの権利擁護の推進 
(2)市町村の体制強化に向けた⽀援 
(3)⾥親，養⼦縁組等の積極的な推進 
(4)施設の⼩規模化，地域分散化，多機能化等による専⾨機能強化 
(5)⾃⽴⽀援の充実 
(6)児童相談所の体制強化 

・ ⼦供の未来応援プランとして，⼀つのプランにまとめている 
・ 「⼦ども・⼦育て⽀援計画」の中に、社会的養育が必要な⼦どもへの⽀援についての項⽬を設

け、取り組み内容を記載するとともに、「⾥親等委託率」「養育⾥親登録世帯数」「家族再統合プ
ログラム実施数」を⽬標値とするなどにより反映している。 

・ 「⼦ども・⼦育て応援総合プラン」を補完する、「児童虐待防⽌対策の充実」、「ひとり親家庭等



 

 187 

の⾃⽴⽀援の推進」といった特定課題に対応した個別計画として策定。 
・ 児童虐待防⽌対策の充実として、児童相談所の強化について記載。社会的養護体制の充実とし

て、県内の社会的擁護に関する施設の体制整備について記載。関係機関の連携強化として警察や
市町との連携の推進について記載。 

・ ⼦ども・⼦育て⽀援事業⽀援計画の基本⽬標「⼦どもの育ちと⼦育てをやさしく包む社会づく
り」の中の「⑶⼦どもと家庭の福祉の推進」において、⼦ども家庭総合⽀援拠点設置に向けた⽀
援、⾥親委託及びファミリーホームの設置促進、地域⼩規模児童養護施設の設置促進並びに社会
的養護により育った⼦どもの⾃⽴⽀援などについて触れられている。また、本計画で設定されて
いる 41 の個別成果指標の中において、「地域⼩規模児童養護施設の設置箇所数」「⾥親等委託
率」「⾃⽴援助ホームの設置箇所数」「⼦ども家庭総合⽀援拠点の設置市町村数」の４指標が社会
的養育推進計画上の数値⽬標と同じ数値で設定されている。 

 
【対象市区】 

・ 児童養護施設等の⼩規模化・地域分散化の推進や 児童養護施設等における養育環境の向上、 児
童養護施設等⼊所児童⾃⽴⽀援⾥親⽀援事業、 児童虐待に係る児童相談所の体制・機能強化等
を主な事業名として施策を展開している。 

・ 第⼆期「⼦ども・若者⽀援プラン」基本施策と事業に反映 
・ ⼦育て⽀援短期利⽤事業の新規開拓等による充実について反映 
・ 社会的養育を必要とするこどもが家庭的な養育環境で⽣活できている割合をこども・⼦育て⽀援

計画におけるめざすべき⽬標像を客観的に測定する成果指標の⼀つに設定されている。 
・ ⾥親⽀援、施設の⼩規模化 
・ 児童養護施設等の⼩規模化・地域分散化の推進や 児童養護施設等における養育環境の向上、 児

童養護施設等⼊所児童⾃⽴⽀援⾥親⽀援事業、 児童虐待に係る児童相談所の体制・機能強化等
を主な事業名として施策を展開している。 

・ ⼦供の未来応援プランとして、ひとつのプランにまとめている 
・ 市の⼦ども・⼦育て⽀援事業計画と⼀体的に策定。 
・ 区では、令和元年度に⼦ども⼦育て⽀援事業計画に位置付けられる、「⼦ども計画（第２期）後

期計画」を策定したが、「社会的養育推進計画」は、⼦ども計画に内包される計画として、令和
２年度に策定した。計画策定の時点が異なるため、内容の反映はしていないが、計画の位置づけ
は整理している。 

 
⑽ QⅢ−6−2 計画策定において苦労した理由 
【都道府県】 

・ 代替養育を必要とするこども数の算出は、国標準的試算にあてはめるのが難しく、様々な指標を
⽤い独⾃に算出した。 

・ （４について）社会的養護に関しては、単純に⼦どもの数（⼈⼝減）の減少が反映されるとは限
らず、推計が難しかった。 
（５について）当県の限られた児童福祉関係機関の中で、⾼い⾥親委託率の⽬標値を達成するた
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めの取組みを検討することが難しかった。 
（６について）当県に⺠間の⽀援団体がないこと、特別養⼦縁組の実績が少ないことから、特別
養⼦縁組の推進に特化した⽀援体制の構築が難しかった。 
（７について）⾼い⾥親委託率の⽬標値と整合性を取ると施設養護の必要数が極端に少なくなる
こと、⼈材確保・財政など施設運営の様々な課題があること等から、県全体として整合性の取れ
た数値⽬標の設定が難しかった。 

・ 児童養護施設の⼩規模かつ地域分散化を推進するにあたり、施設により運営⾯での考えが異なり、
温度差が⼤きかった。 

・ 国の⽀援制度はあるが、事業の補助率が１／２であり、県の予算が確保できないため事業を実施
できない。開始 5年は補助率を９／１０とすれば、⽀援が進む。 

・ ⾥親等委託率を国が定める⽬標に近づけるためには、 
・ケアニーズの⾼い児童が多い、児童が⾥親を希望しない。 
・保護者の状況から困難（連れ去りのリスクがある等） 
・⾥親への委託児童が家庭復帰のための実親交流を⾏う際の⽀援体制の不⾜ 
・実親が⾥親委託に同意しない。 
などの課題がある。 

・ （※ 6-1 では、どの項⽬も苦労したが、特に苦労したものにチェック。） 
・「各年度における代替養育を必要とする⼦ども数の⾒込み」については、潜在需要をどう把握
するかに悩んだ。できれば様々な項⽬により潜在需要を⾒込みたかったが、時間的な制約から、
⼀時保護が⻑期化している児童のみにとどまってしまった。 
・「⾥親等への委託の推進に向けた取組」については、4-3のとおり。 
・「施設の⼩規模かつ地域分散化、⾼機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組」について
は、施設で養育が必要な⼦ども数の⾒込みに対応する供給量の推計に苦慮した。本県の代替養育
を必要とする⼦ども数はさほど減らない⾒込みであり、⾥親等委託率も急激な伸びは⾒込めな
い。このような状況を鑑みると、特に都市部においては、今後も施設養育の需要がそう簡単に減
るとは思えず、⼀定規模の施設定員を確保する必要があると考える。この現状と、国が推進する
⼩規模かつ地域分散化の⽅向にズレがあり、今後の施設養育の需給推計が⾮常に困難であった。 

・ 社会的養育の体制整備に必要な地域資源に限界があること。 
それぞれの機関（児童養護施設、市町村等）の状況に差があり、都道府県全体の計画として取り
まとめ、それを踏まえた施策を実⾏していくことが難しいこと。特に、施設の⼩規模かつ地域分
散化については、施設としては必要性を感じにくく、施設整備や職員確保等、負担が⼤きくなる
印象を持たれた。 

・ ⾥親の⾼齢化などに伴い⾥親への委託率向上に向けた効果的な取り組みが乏しい中にあって、施
設の⼩規模化についても⼊所児童数が減少する⾒込みの中、財政⾯、⼈材⾯からなかなか進める
ことが難しい。 

・ 市町村の⼦ども家庭⽀援体制の構築については、本県は⼈⼝ 30万⼈を超える中核市から、500
⼈以下の村まで規模や状況の異なる 70以上の市町村があり、これらの⽀援体制構築を⽀援する
取組も規模等に応じて異なるため。 
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・ 施設の⼩規模かつ地域分散化等については、施設を運営する法⼈の考えに差が⼤きく集約に苦労
した。また、施設整備も伴うことから、県による財政⽀援を含めて、踏み込んだ内容を⽰すこと
が難しかった。 

・ ⾥親委託の推進について、国から⽰された 3歳未満 75％という数値を計画の⽬標値とするの
か、⾥親委託の現状を踏まえた現実的な数値とするのか意⾒集約が難しかった。 

・ 施設の⼩規模化、地域分散化については、各児童養護施設等の意向によるところが⼤きく、県が
策定する計画に具体的な内容を書き込むことが困難だった。 

・ ⼀時保護改⾰について、内容は理解できるが、実際に⼀時保護所や⼀時保護専⽤施設が不⾜して
いる中で施設整備や⼈員配置が伴う内容を具体的に計画に書き込むことが困難だった。 

・ ⾥親委託を上昇させることとともに、施設の定員減も伴うことから、施設の事情も考慮し⽬標値
を設定することが難しかった。 

・ ２について、権利擁護の取組みについては国においても検討段階にあり、計画策定時にどこまで
具体的な内容を記載できるか、内部で検討する必要があった。 

・ ５について、国が⽰す⽬標値を踏まえ、当⾃治体としてどう⽬標値を設定するか、児童相談所や
児童養護施設等と協議し、理解を得るのに労⼒を費やした。 

・ ７について、⼩規模かつ地域分散化にあたっては、施設整備費や職員確保が必要であり、今後の
施設運営に⼤きく影響することから、施設計画の策定にあたっては慎重に進める必要があった。 
・⾼機能化及び多機能化・機能転換について、当⾃治体としてどういったニーズがあるのかを踏
まえ、各施設の強みも含めて個別検討する必要があった。策定当時は⼀時保護ニーズが⾮常に⾼
かったため、各施設に⼀時保護専⽤床の整備を打診したが、⼀時保護所の新設や中核市による児
童相談所の設置等もあり、今後はニーズの減少が⾒込まれる状況にある。計画として定めた場
合、こうした変化に柔軟に対応することが困難である。 

・ ⾥親委託の推進については、関係機関それぞれの⽴場により、意⾒が異なるので、異なる意⾒を
尊重しつつ、計画内容をまとめることに苦労した。特別養⼦縁組については該当する事案が少な
いこともあり、計画に記載にどのような内容を記載するかという点が苦労した。 

・ フォスタリング機関候補の不⾜ 
・ 親権者の同意、納得の課題 
・ 政令市との調整会議、関係機関等との代表者・実務者会議、当事者への意⾒聴取の実施、パブリ

ックコメントの実施や庁内調整等、膨⼤な時間と労⼒を要したため。 
・ ⼩規模化等に向けた経営上の課題や⼈材確保の困難さ等から，児童養護施設等の理解が得られな

かったため 
・ ⾥親委託率の向上は児童養護施設からすると⼊所児童の減少に直結する。現在の潮流が家庭的養

育の推進にあることに異存はないものの施設としては今後の経営⽅針が⽴てづらい状況にあるた
め、調整に苦慮した。 

・ 代替養育⼦どもの⾒込み数の算定にあたり、より実態に即した数値とするため、福祉⾏政報告例
における年度末時点における代替養育⼦ども数ではなく、各年度 10⽉ 1⽇時点における代替養
育⼦ども数を使⽤したため、集計作業等に時間を要した。 

・ ⾥親等委託率の⽬標値について、数多くのパターンを想定する作業に時間を要した。 
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・ ⼀時保護件数を今後どのように⾒込むかという点について、様々な想定を⾏う作業に苦労した。 
・ ⼀時保護専⽤施設を設置する際の施設の⾦銭的な⾯の整理など回答。 
・ ⾥親委託率等の数値の算出。 
・ 関係者との協⼒がなければ推進できないが、理解を得るためや協⼒いただくための調整するこ

と。 
・ 潜在的な社会的養育が必要な児童等の数の算出 
・ 数値⽬標の算定に苦慮。 

理由：施設毎の状況を考慮した⽬標設定が求められたため、関係者の状況や意向を把握するため
の各施設への照会や、児童相談所や養護協議会及び⾥親協議会との協議に時間を要したため。 

 
【対象市区】 

・ 特に⾥親等委託率の⽬標値を国基準とすることへの全庁及び施設等関係者との合意形成（⾥親委
託推進のための施策検討や⼩規模化・機能転換等についての各施設での検討等を含む）に苦労が
あった。 

・ 施設等社会的養護の現場の思いとして、⽇々困難な課題に直⾯しているなかで、理念としては理
解できても、財政⾯、⼈材⾯での裏打ちが必須となる⼩規模分散化や機能強化を求められる計画
策定に対する不安が⼤きい。 

・ ⼩規模化等に向けた経営上の課題や⼈材確保の困難さ等から、児童養護施設等の理解が得られな
かったため 

・ 社会的養育推進計画で⽰されている⾥親委託率との乖離についての本市の実情を踏まえた考え⽅
の整理。 

・ ⾥親養育を必要とする児童数を算出する際、施設⼊所期間のような客観的数値をもとに算出する
か、児童⼀⼈⼀⼈のケアニーズに着⽬して算出するか、ケアニーズでの推計値は施設⼊所のエク
スキューズになるのではないか、と様々な意⾒があり、最終的な決定に苦労しました。 

・ 先述のとおり、当⾃治体では児童相談所開設初年度に計画策定したため、過去の実績に基づき記
載する必要のある項⽬について、作成が難しかった。 

 
⑾ QⅢ−6−3計画策定全体を通して苦労した点 
【都道府県】 

・ 策定過程の当初は、⾃分たちの理解も不⼗分で、関係機関に対する説明も「計画策定の期限」や
「⾥親委託率の⽬標値」ありきとなり、それぞれの関係機関の現状や⽴場の違いから、不満が⽣
じやすく意⾒をまとめるのに苦労があった。逆に⼦どもへの意⾒聴取後、⼦どもが望んでいるこ
ととして⽅向性を⽰すと、関係機関の協⼒がスムーズに得られた。事前に児童福祉法の改正の趣
旨、⼦どもの権利擁護や家庭養育優先原則について説明（研修会）を⾏い、関係機関の共通理解
を図ってから策定に⼊った⽅がスムーズだったと感じた。 

・ QⅢ-4-3でも記述したが、計画策定全体を通して、国の⾼い⾥親委託率の⽬標値との整合性、反
映が最も苦労した点である。⾼い⽬標設定は、理念として強⼒に施策展開を進める原動⼒となる
メリットもあるが、実情からかけ離れた数値⽬標は達成感を得られにくく形骸化するデメリット



 

 191 

もあると感じ、⾥親推進の取組みと整合性を図る点でも苦労した。 
・ 策定期間が短かった。 
・ 策定要領は H30.7 ⽉に⽰されたが、通常業務で⼿⼀杯の中、本格的に検討を開始したのが R1 年

度に⼊ってからだったため、とにかく時間的な余裕がなかった。本来であれば、当事者を含め様々
な関係者から⼗分に意⾒を聞き、段階的に検討内容を共有し、関係機関をもっと巻き込んで策定
できればよかったと感じるが、実際にはスケジュール的にも作業量的にもなかなか難しく、⼗分
な対応ができなかった。 

・ 各機関との合意形成。（児童養護施設、児相との打合せ等） 
・ ⾥親委託率の⽬標値の設定。 
・ 当初H30 年度中に策定予定であったが、H31 年度（R元年度）策定へと 2 年間の検討期間を要

したこと。また、具体的な取り組みについて明記することが困難であり、最も苦労した点であ
る。数値⽬標を設定できる取り組みが少ないことも要因である。 

・ 本計画については、養育の対象となる⼦どもに始まり、施設を運営する法⼈、⾥親会をはじめと
する⾥親関係者、児童相談所、市町村まで関係機者・機関が多岐にわたるが、それぞれの⽴場で
様々な意⾒や考え⽅があり、それらの声を⼀つの計画として取りまとめ・集約するのに⾮常に労
⼒を要した。また、社会的養育が⼤きく変⾰をしている中で、関係者の中にはその変⾰に⼗分対
応しきれていない⽅々もおり、将来の⾒通しや取り組むべき施策等についてどのように理解を得
て、関係者が⼀体となって取組を推進できる計画とするか、それらの検討にも⼤変苦労した。 

・ 当⾃治体では、児童養護施設等が社会的養護を必要とするこどもたちの受け⽫になってきたとい
う歴史的背景があり、所管だけで 29 の乳児院・児童養護施設がある。今後の施設のあり⽅・⽅
向性に影響する計画であるため、策定に当たっては施設と充分に協議する必要があるが、施設規
模や財政状況、ハードの状況は様々であり、それらを踏まえて国が⽰す⽅針に⾒合った「⼩規模
かつ地域分散化、⾼機能化及び多機能化・機能転換に向けた計画」や⾥親⽀援体制を検討するの
は、施設側の理解を得ることも含め⾮常に困難であった。 

・ ⾥親委託率の⽬標値は、地域の実情を踏まえることは可能だが、国から⽰された算式により算出
された数値は現状に⽐し⾼く、この数値ばかりがクローズアップされる点を懸念している。⾥親
や施設等、⼦どもの選択肢を増やすことが重要であり、その上で、当⾃治体では登録⾥親が少な
い現状が課題であると考える。 

・ ⾥親の確保については、登録までに⼀定期間を要すること、希望者の個別的事情などから、予算
額と成果が正⽐例するものではない。⾥親関係予算について財政当局と協議する際、費⽤対効果
を説明することが困難であり、予算措置が困難。 

・ 計画に記載すべき項⽬が多いこと。 
・ 検討委員の地域間、施設間バランスを考慮した選定 
・ 県の実状を考慮した数値⽬標の設定 
・ 「代替養育を必要とする⼦ども」という⾔葉が指し⽰す範囲（施設種別や年齢）について、新し

い社会的養育ビジョンをベースに考えたが、計画策定にあたり、より明確な定義があれば策定が
スムーズであったのではないかと考えている。 

・ 児童養護施設等への⾥親委託を進めることへの理解を頂くこと。 
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・ 学校や警察、市町へ⽀援体制の変化に伴う理解をいただくこと。 
・ １年単位での数値⽬標であるが、委託率は⽀援体制を強化や⾒直してもすぐに伸びるものではな

いのにも関わらず、委託率の伸びについて結果を求められる印象がある。 
 
【対象市区】 

・ 掲げられた課題に対する対応策の検討。 
・ フォスタリングや・障害児福祉計画や地域福祉計画など、障害児施策との連携や関連する計画と

整合性が採れた計画とすること。 
・ アドボケイト、ファミリーホーム、フォスタリング業務などのカタカナ⽤語をはじめとする専⾨

⽤語について、⼀般市⺠が読むことを前提に平易な表現への置き換えなど⼯夫すること。 
・ 国の⽬標値ありきで、様々な地域の実情を踏まえると、具体的な実現可能性が担保されにくいな

かでの計画策定作業となったように思われる。 
・ 短期間で計画策定を⾏うあたり、既存の体制で検討・整理することが必要であった。また、市、

児童相談所、関係機関等との調整、当事者からの意⾒聴取等に時間を要した。 
・ 各担当課の担当分野が異なるため、横断的に同じ⽅向性の計画を策定する調整に苦労しました。 

 
⑿ QⅣ−3−3具体的な点検・評価の取組内容 
【都道府県】 

・ 児童福祉審議会には、報告と同時に審議を受けている。 
・ 例年厚⽣労働省が実施する「社会的養育推進計画の取組状況に係る調査」に合わせ点検・評価を

⾏っている。 
・ 委員会への報告 
・ 「社会的養育推進計画」における具体的な取組の進捗状況をとりまとめて報告 
・ 代替養育の需要量と供給量及び計画で定めた評価項⽬について、年度ごとの進捗をまとめ、児童

福祉審議会権利擁護部会・施設⾥親部会に報告の上、ホームページに公開している。 
・ ⼦どもの権利擁護の取組、市区町村の⼦ども家庭⽀援体制の構築に向けた県の取組、代替養育を

必要とする⼦ども数の⾒込み、⾥親等への委託の推進に向けた取組、特別養⼦縁組の推進のため
の⽀援体制構築に向けた取組、施設の⼩規模かつ分散化、⾼機能化及び多機能化・機能転換に向
けた取組、⼀時保護改⾰に向けた取組、社会的養護⾃⽴⽀援事業の推進に向けた取組、児童相談
所の強化等に向けた取組、⾥親等委託児童数、登録⾥親数、⾥親等委託率 

・ 厚労省からの照会に対応している。 
・ 数値⽬標及び具体的な取り組みについて⾃⼰分析・評価している。 
・ 県担当者、児童相談所、児童養護施設、乳児院が各基本⽬標の具体的な取組状況について点検・

評価を実施。 
・ 各機関における点検・評価の状況を児童福祉専⾨分科会で報告し、意⾒聴取。 
・ 各事務担当者が取組実績、課題及び今後の取組みを整理 
・ 関係会議において、進捗状況に関する意⾒を聴取 
・ 代替養育を必要とする児童数、⾥親委託率、施設の⼩規模化、地域分散化の取組、施設⼊所定員
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数の推移を確認 
・ 各指標ごとに数値の推移を取りまとめている。 
・ ⾥親等委託率 
・ 計画に位置づけた事業について、進捗状況（予算額、決算額、実施内容等）を報告 
・ 指標毎の⽬標値と現況値の確認，取り組み内容の報告 
・ 計画の中で⽰している⽬指す姿と，現在の姿との⽐較，成果指標に対する現状値との⽐較 
・ 計画の進捗状況の定期的な点検や評価を⾏うために設定した指標の状況を会議に報告し、今後の

推進⽅策について意⾒を聴くこととしている。 
・ １ ⼦どもの最善の利益の優先に向けた取組み（⼦どもの意⾒表明関係） 

２ ⼦どもの家庭⽀援体制の充実に向けた取組み（市町への事案送致数等） 
３ 児童相談所の強化に向けた取組み（児童福祉司任⽤研修修了者数等） 
４ ⼀時保護のあり⽅（⼀時保護専⽤施設設置数） 
５ ⾥親等への委託の推進（養育⾥親新規登録数等） 
６ 養⼦縁組の推進（児相が関与する特別養⼦縁組成⽴件数） 
７ 施設の⼩規模かつ地域分散化、⾼機能化及び多機能化・機能転換の推進 
８ ⾃⽴⽀援の推進に向けた取組み（アフターケア事業契約者数） 

・ 四半期ごとに進捗管理を⾏い、評価を実施している。 
・ 各関係機関毎に、計画の項⽬に沿って、具体的な取り組み内容や問題点・課題及び今後の⽅針を

確認し、進捗状況の評価を⾏う。 
・ 令和３年度より当県社会的養育推進会議、令和４年度より当県社会的養育推進計画検討ワーキン

ググループを⽴ち上げ、外部委員や関係機関による進捗状況の評価を実施している。 
・ 社会福祉審議会児童福祉専⾨分科会の中で評価指標の進捗状況を報告し、意⾒をもらっている。 

 
【対象市区】 

・ ⽬標の達成状況や今後の事業の⽅向性についての検討・⾒直し。 
・ 半年に１回、庁内での進捗状況の確認するとともに、⾥親委託率等については、⾥親等委託推進

委員会及び児童福祉分科会⾥親部会での報告を実施している。 
・ 計画の各項⽬ごとに、前年度の実績及び当年度の予定を確認の上、児童福祉審議会社会的養育専

⾨部会にて報告し、ご意⾒等をいただいている。 
・ 計画の中で⽰している⽬指す姿と、現在の姿との⽐較、成果指標に対する現状値との⽐較 
・ 厚⽣労働省からの取り組み状況調査時に⾃⼰点検を実施。 

 
⒀ QⅣ−4その他、進捗管理として実施していること 
【都道府県】 

・ 児童養護施設への実態調査 
・ 個別施策についてロードマップを作成し、それに基づき取組を進めている。 
・ 外部評価に向けた情報収集や⾃⼰評価のなかで、全体の進捗を網羅的に把握し、今後の取組等に

ついて整理している。 
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・ ⾥親等委託率については、児童相談所所⻑連絡会や県全体・地域ごとの⾥親委託等推進委員会に
おいて、具体的に説明・確認等を⾏い、取組の⽅針や具体的な取組み内容等について共有したり、
地域ごとの課題や対策等の整理・検討を依頼するなどしている。 

・ 児童養護施設及び乳児院に対して、計画の進捗状況（施設整備、施設の多機能化、⾼機能化）に係
るヒアリングを毎年実施 

・ 各事業について、随時児童相談所等と進捗状況を共有 
・ 進捗管理は実施していない。⾥親委託率は毎⽉管理している。 
・ 事業の年度ごとの取組状況把握 
・ ⾥親委託率等の⽬標数値項⽬の数値把握 

 
【対象市区】 

・ 年度ごとに⾥親登録数・委託率等を算出している 
・ 毎年度作成公表している「児童相談所事業概要」において、児童相談所業務の状況や⾥親等委託

率をはじめとした社会的養護の取組状況を確認している。 
 
⒁ QⅣ−5−2 現在の取組推進において課題に感じている項⽬とした理由 
【都道府県】 

・ ⾥親委託率が下位に位置しているので、その向上が課題であるが、同時に、いわゆる不調ケース
を出さない寄り添った⽀援を⾏うことが課題となっている。 

・ ⼦どもの意⾒表明、⾥親等委託、特別養⼦縁組の推進に係る取組みにおいて、推進体制の整備に
重要な役割と⼤きな効果が期待できる⺠間機関・団体が不⾜している。 

・ 家庭養育優先原則から⾥親等委託を推進していくための施設とのバランスが難しい。施設運営に
は⼀定の⼊所児童が必要であり、⼩規模・地域分散化を進めるためには⼈材の確保が必要。登録
⾥親数を増やしても、単純に⽐例してマッチング数が増加するものでもなく、県全体としての推
進が難しい。 

・ ⼀部の取組が全く進んでいない状況にあるため。 
・ 「市区町村の⼦ども家庭⽀援体制の構築等に向けた都道府県の取組」では、市町村⼦ども家庭総

合⽀援拠点の設置が進んでいない。 
・ ⼦どもの権利擁護の取組（意⾒聴取・アドボカシー）について、体制が整備されていない。 
・ 「⾥親等への委託の推進に向けた取組」については、（計画に明記した）⾥親等委託率の⽬標値に

到達していない。 
・ 「社会的養護⾃⽴⽀援の推進に向けた取組」については、年々増加する相談に対応するための体

制整備やそれぞれの課題に応じたケアができていない。 
・ 「当事者である⼦どもの権利擁護の取組」については、児童福祉法の改正等をふまえ、さらなる

取組の検討が必要。 
・ （※５-１では特に課題に感じている項⽬にチェックしましたが、実際は全ての項⽬が課題と感

じています。） 
・⾥親委託の推進については、委託が増えるに伴い⾥親家庭の⽀援もより必要になるが、児童相
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談所の体制がそれに追い付いていない。（⼈員不⾜、経験の浅い福祉司の増加など） 
・施設の⼩規模かつ地域分散化については、計画的な⼩規模かつ地域分散化というよりも、主に
職員体制が確保できないことが原因で暫定定員まで⼊所を受けられない施設が多発している。⼀
⽅で、代替養育を必要とする⼦ども数はさほど減っておらず、⾥親委託も急激には進まない、⼀
時保護所では定員オーバーが続いており、代替養育を必要とする⼦どもの受け⽫が不⾜している
状態。この傾向は当⾯続くと思われるが、R6 年度末には⼩規模グループケア加算の経過措置終
了により児童養護施設の定員が⼀層減少することが⾒込まれ、⾮常に危惧している。 

・ ⾥親⽀援専⾨相談員の配置施設数が少ないため、施設側からの⽀援の拡充、児相の負担軽減を図
るため、配置施設数の増加が必要。 

・ ⺠間フォスタリング機関が 1か所のみで、児童相談所との機能分担及びフォスタリング体制の強
化が必要。 

・ ⾥親養育の質を確保するため、未委託⾥親を含む登録⾥親向けの研修の充実が必要。 
・ 改正児童福祉法の施⾏に向けて、⼦どもの意⾒聴取等の仕組みの検討が必要。 
・ 市町村における⼦ども家庭総合⽀援拠点の設置及びこども家庭センターの設置促進が必要。 
・ 施設の⼩規模化、⾼機能化等の推進に向けての協議を進めていくことが必要。 
・ 社会的養育の体制整備に必要な地域資源に限界があること。 
・ それぞれの機関（児童養護施設、市町村等）の状況に差があり、体制整備の状況、そのことに対

する意識についても差が広がっていること。 
・ 児童虐待件数が増加の⼀途を辿る中、児童相談所の逼迫に対処する必要があることに加え、今後

増加していく在宅指導に対応すべく市町村職員の対応⼒強化が急務であると感じている。 
・ 取組むべき課題が幅広く、⼈員や予算確保等の難しさもあり、県として全体の⽅針を⽴て、整合

性を保ちながら各分野における取組を着実に進めていくことが難しい。 
・ 特に、⼦どものアドボカシーや⾃⽴⽀援の充実に関する具体的な取組みについては⼤きな課題と

認識しているが、踏み込んだ取組には⾄っていない。 
・ ⾥親等委託の推進と施設の⼩規模かつ地域分散化、⾼機能化及び多機能化・機能転換に関して

は、平⾏して取組んでいく必要があるが、関係機関・関係者による認識の相違もまだまだ⼤き
く、取組において相違が出てしまいがちである。 

・ 児童相談所を中⼼に地域ごとに推進を図ろうとしているところ、職員数は増えているが、経験年
数が浅い職員も多く、個別ケース対応で求められることも増える中、全体的・継続的な取組みが
難しい。 

・ ３について、⼩規模の市町村が多く、実質的に体制が整いにくい。 
５について、⾥親登録数は増えているが、処遇が困難な保護児童が多く、⾥親不調もあり、なか
なか⾥親委託率向上につながらない。 
７について、ハード⾯については⼩規模化が進んでいるが、各棟の職員の孤⽴を招き、被措置児
童虐待が起こりやすくなっている。 
８について、⼀時保護件数が⾼⽌まりする中、コロナへの対応、通学の保障など配慮すべき事項
が⼭積している。 

・ ⼦どもの意⾒聴取については、意⾒聴取員の主体をどうするか、どの程度（回数、時期、対象児
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童）意⾒聴取を実施すべきかについて、基本的な考え⽅が⽰されていないことから、具体的な検
討が進んでいない。 

・ ⾥親委託については、毎年委託率が上昇しているが、委託後の⾥親の悩みや相談対応等のアフタ
ーフォローについて、児童相談所を中⼼として施設や児童家庭⽀援センターが連携して丁寧に⾏
う必要があると感じている。 

・ 施設の⼩規模化・地域分散化については、施設整備等は進んでいるが、⼩規模化に伴う職員負担
増加や職員が１⼈で勤務することに伴うトラブル対応の難しさ、職員教育（OJT）が実質的にで
きない状態等課題がある。 

・ ⼀時保護改⾰については、県の財政上⼀時保護所の増設は難しく、⼀時保護専⽤施設の設置につ
いても具体的な検討は進んでいない状態である。 

・ 意⾒聴取については現在来年度に向けた体制整備を⾏っており、新規事業の体制構築に苦慮して
いる。 

・ ⾥親等への委託は、登録数は増加しているものの、未委託⾥親も増えていることから、マッチン
グの課題を感じている。 

・ 現在、専⾨的な処遇が必要な児童に対応できる⾥親は少ない状況であるが、⾥親委託率を考えて
委託を進めて不調になる児童や最悪の場合、被措置児童虐待につながる事例も考えられ、⽬標値
の設定について⾒直しが必要である。 

・ ⾃⽴⽀援の⽬標値を退所後 3年の児童の就労率としているが、児童相談所・施設等関係者が現状
把握をしていることが少なく、数値の把握に苦慮している。 

・ 権利擁護の取組みについて、事業実施にあたっては、アドボケイトの確保や実施スキーム調整
等、かなりの時間を要するが、法改正から施⾏までが短期間であり、また国からの指針が⽰され
ていない状況のなか、⽬標設定が困難である。併せて、当⾃治体には２つの政令市があり、それ
ぞれの⾃治体で⼀定⾜並みをそろえなければ、措置元⾃治体の違いにより⼦どもへの不利益が⽣
じる可能性がある。 

・ ⾥親については、⻑期的に取組む必要がある事業と認識しており、1 年ごとといった短期間で成
果を出すことは困難。委託率を主眼に置いた進捗管理を変える必要がある。 
・施設の⼩規模かつ地域分散化等については、社会的養護を必要とする⼦どもの状況や施設の体
制等が変化するなか、各施設の個別状況に応じ対応する必要があるが、当⾃治体として施設に対
し”こうすべき”という⽅針を⽰すことが難しい。また当⾃治体としての措置ニーズと施設側のニ
ーズに齟齬が⽣じる場合もある。 

・ 管理する項⽬が多い。 
・ ２．第 3者の意⾒聴取⽅法の検討が求められているが、意⾒表明員の⼈材養成、確保などが課題

である。 
５．⾥親⽀援業務の包括的な実施体制が求められますが、その⽬途がないため。 
８．⼀時保護児童は、その保護理由や送迎の問題もあり、在籍学校への登校が困難な場合が多く
ある。 

・ 計画の⽬標と現状に乖離がある項⽬もあり、今後どのように推進していくか、そのために、関係
機関にどのように取り組んでもらうか、関係機関が参集し計画を実現するための⽬標毎の詳細な
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実施計画及び各年度の取組内容・実績を共有する機会が必要か。 
・ ⽬標値との乖離が⼤きい 
・ ⾥親委託率の伸び悩み 
・ 児童養護施設の本体施設に係る今後の利活⽤の⽅法が不透明 
・ 確実な⼀時保護委託先の確保 
・ ２ アドボケイト受け⼊れ側の施設の理解が得られにくい 

５ 委託が可能な⾥親の開拓及び⼦どもとのマッチング 
１０ 増員による若⼿職員の⼈材育成 

・ 全県域で全施設を対象としたアドボケイト制度の導⼊には、多⼈数の意⾒表明⽀援員の確保・派
遣作業が必要となる。費⽤と受託先の確保が課題。 

・ 権利擁護に関する体制づくりの中で、児童相談所、児童養護施設とも密に連絡帳を⾏う必要があ
り、そのような⼈材育成や児童福祉の理解がある⽅の育成を⾏う必要があると考える。 

・ ⾥親推進に向けた⽬標値は、国が⽰す数値⽬標を２０２９年までに実施することはマッチングや
⾥親の育成等の問題があり、体制が整ってからも時間がかかることと、かける必要があると感じ
る。 

・ ⼀時保護所や児童相談所の強化は、配置等の数値⽬標はあるものの、現場は SV不⾜や新規採⽤
職員が多くなることによって不安定になっている。⼈材育成の財政的な問題がある。 

・ 施設の⼩規模化、地域分散化について、計画上、施設毎の明確な⽬標値がないため、各施設が今
後の具体的な⼩規模化等にあたっての⽬標が⽴てづらくなっている。 

・ 代替養育を必要とする⼦ども数の⾒込みについて、計画上の数値と現状値に乖離がある。 
・ 基準値（計画策定時に基準にした年度の数字）と⽐較して、基準値よりも数字が悪化しているた

め。 
 
【対象市区】 

・ ⾥親等委託率の数値⽬標に追い⽴てられながら⾥親委託を⾏うと、委託後の不調が急増する懸念
もあり、⼤幅に⾥親委託率を伸ばせていないため。質の⾼い⾥親養育の実現と⾥親委託率の向上
の両⽴が難しいため。 

・ 主に⾥親委託の推進及び施設の⼩規模化、機能転換等について、以下の課題がある。 
・ 養育⾥親として登録されているものの、根底には養⼦として児童を迎え⼊れたいと思う⾥親が多

く、委託できる児童が限定される 。 
・ 実親が⾥親等委託を承諾されず、⾥親委託が適当であるケースについても、委託できないことが

ある。 
・ ⾥親委託に当たって、緊急の⼀時保護には対応できない場合が多くを占める。 
・ 経験の少ない⾥親に委託するに当たっては、⾥親不調や児童の傷つき体験防⽌、実親との⾯会調

整等、万全のフォロー体制で臨む必要があるが、児童相談所の職員体制が⼗分とはいえない。 
・ 各施設における機能転換の⽅向性等について、市の既存施策との棲み分け等も含めて、具体的な

検討に⾄っていない。 
・ 各施設が周辺区に偏在しており、特に地域⽀援に係る事業について、全市をカバーした制度構築
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が困難 
・ ⼦どもの権利擁護の取組について、アドボケイトの体制づくりや、施設及び⾥親等との連携 
・ 施設の⼩規模かつ地域分散化等の取組について、都市部では、⼟地及び物件の確保が難しいこ

と、職員の確保が困難であること。 
・ ⾥親等への委託の促進に向けた取組について、委託率を増やす⼀⽅で、⾥親等の質の向上や、フ

ォスタリング機関との相談体制など、質的な強化も必要となること。 
・ ⼩規模なグループホームは建築基準法令上、寄宿舎に該当するため、基準を満たす整備が⾮常に

困難である 
・ 市内に養護施設等が多く、⾥親委託率が伸び悩んでいる 
・ 社会的養護⾃⽴⽀援事業補助⾦の補助額や補助項⽬のさらなる充実 
・ 社会的養育を推進していく体制として、児童相談所や市の児童家庭相談部⾨及び社会的養護施設

等のいずれにおいても、計画策定時と⽐較して、⼈材⾯の課題がさらに深刻化している状況にあ
る。 

・ 施設の⼩規模化、⾥親委託率の向上について、施設の理解が得られにくいこと。 
・ ⽬標としていく⾥親委託率達成のためには、⾥親登録数の増加が不可⽋であると考えられます。

徐々に⾥親家庭数は増加しているものの、まだまだ数が⾜りない状況です。 
・ 児童相談所を運営していく中で、当初策定した推計値と実績との乖離が⼤きい状況がある。 

 
⒂ QⅣ−5−3現在の取組推進において課題に対する対応として実施していること 
【都道府県】 

・ フォスタリング事業の充実に向け、定期的に関係者がミーティングを重ね問題点や課題の共有、
改善策の提案とともに実践へとつなげている。 

・ 計画期間後期の⾒直しの中で、あらためて現状を分析のうえ対応の検討が必要。 
・ 令和 5年度から検討していく。 
・ 市町村⼦ども家庭総合⽀援拠点については、その設置に向け、市町村への丁寧な情報提供等に⼒

を⼊れている。また、改正児童福祉法において、当該拠点と「⼦育て世代包括⽀援センター」を
⾒直し、『こども家庭センター』として⼀本化したうえで、市町村に設置の努⼒義務を課すこと
から、新制度の情報収集に努めている。 

・ ⼦どもの権利擁護の取組（意⾒聴取・アドボカシー）について、体制を整備すべく、関係団体と
意⾒交換をするなど、具体的な検討を進めている。 

・ 「⾥親等への委託の推進に向けた取組」については、令和５年度より「フォスタリング在り⽅検
討部会」を県社会的養育推進会の下部組織として設置し、フォスタリング業務における既存事業
の⾒直し等を実施している。 

・ 市町村や関係団体等への情報提供や意⾒交換を⾏い、今後の取組を検討している。 
・ 国の⽀援制度はあるが，事業の補助率が１／２であり、県の予算が確保できないため事業を実施

できない。 
・ ⾥親委託推進については、⺠間フォスタリング機関との連携強化による⾥親⽀援体制の強化に向

け取組を進めている。取組を着実に進めるためには、国の制度的・費⽤的な⽀援が不可⽋。現在
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加速化プランで認められている⾥親⽀援専⾨相談員の追加配置や補助⾦補助率の嵩上げについ
て、ぜひ継続をお願いしたい。また、児福法改正による⾥親⽀援センターの設置に関しては、基
準や要件により⾥親⽀援センターに該当しないフォスタリング機関についても、引き続き補助⾦
での補助を可能とするなど配慮をお願いしたい。 

・ 施設の⼩規模かつ地域分散化については、施設定員確保のため、他⾃治体に貸し出している⼊所
枠の回収などを進めているが、根本にある施設の職員不⾜については、⾃治体だけでは解決でき
ず、国の対応が不可⽋。また、このような状況において、施設の⼩規模かつ地域分散化は慎重に
進める必要があると思われる。取り急ぎの対応として、R6 年度末の⼩規模グループケア加算の
経過措置終了を延期していただきたい。 

・ 当県の実情に応じたフォスタリング業務のあり⽅について、フォスタリング機関及び児童相談所
と協議している。 

・ 社会的養護⾃⽴⽀援の推進や施設の⾼機能化等に関して、児童養護施設等との意⾒交換の場を設
けている。 

・ 施設等関係機関への働きかけを継続し、必要な財政措置等について助⾔を⾏う、研修を開催する
といった対応を⾏っている。 

・ 積極的に市町村職員向けの研修会等を開催するようにしている。 
・ 市町村の体制構築、⾥親等委託の推進、施設の多機能化・機能転換等について、児童相談所に推

進の担当者を置いて、会議・打合せ等において県としての考え⽅や取組の内容を提⽰し、全体的
な整合を保ちながら地域ごとに取組を進めようとしている。 

・ ３歳未満乳幼児の⾥親等委託の推進については、児童相談所の取組具体例を共有する庁内研修会
を開催したり、特に影響のある乳児院に関して、施設の多機能化・機能転換の観点で懇談会を開
催するなどした。 

・ ３について、児童家庭⽀援センターの設置促進。 
５について、児童家庭⽀援センターへのフォスタリング事業委託。 
７について、被措置児童虐待に関する調査を⾏った結果、虐待が断定できなかった場合でも、管
内児童相談所も含め、継続的な処遇改善研修等のフォローを⾏っている。 
８について、外部委員を含んだ「⼀時保護のあり⽅検討会」の⽴ち上げ、⼀時保護所⼊所児童へ
のアンケート調査や外部委員による聞き取り等を⾏うとともに、⺠間施設に⼀時保護専⽤棟設置
を促している。 

・ 施設の⼩規模化・地域分散化に関する課題については、⾮常勤職員を⼀定数配置し、児童が施設
内にいる朝、⼣を複数⼈勤務としている等、⼯夫した取組をしている施設の事例について、他の
施設にも情報共有し、同様の取組ができないか検討を促している。 

・ ⼀時保護専⽤施設の設置については、政令市所管の児童養護施設が取り組む予定であることか
ら、職員体制や実施内容の情報を収集し、設置に向けた検討を施設に促している。 

・ WGで意⾒を聞きながら体制構築に向けて進めている。 
・ ⾥親委託についてはフォスタリング会議の中で関係機関と対策を検討している。 
・ ⾃⽴⽀援の⽬標値把握については、児童相談所等から最終把握していた関係者の連絡先などを聞

き、当課から直接連絡を⼊れている。関係性もない当課からの連絡であるため、不信感を与えて
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しまう。 
・ 各施設や児童相談所、⾃治体等、計画の推進にあたっての関係者に対し、適宜協議の場を持ち、

情報の共有等に努めている。 
・ ２．他県の取組について情報収集 

５．児童相談所中⼼で⾏ってきた⾥親⽀援業務の⼀部を関係機関へ委託 
８・⼀時保護児童の学習機会の確保について、より良い対応案を考え、原籍校への通学について
も児童の安全確保に配慮し、個別に検討しています。 

・ ⾥親委託の推進については、⾥親委託等推進委員会にて毎年⽬標や各機関の取り組み内容を共有
している。 

・ 権利擁護については事業として予算化して計画的に実施している。 
・ ⾥親⽀援業務の外部委託の検討 
・ 各児相への委託⾥親の掘り起こし依頼 
・ ⼀時保護専⽤施設の開設 
・ ２ 受⼊れの理解が得られた施設における実施状況の共有（説明会等の実施）による施設側の理

解の促進 
５ 効果的なマッチングの実施及び⾥親への短期の⼀時保護委託による措置に向けた⾥親開拓の
検討 
１０ 経験と職種に応じた段階的、計画的な研修の実施及び効果的なＯＪＴの実施等 

・ アドボケイト制度については、国のモデル事業を活⽤し、R5年度から⼀部試⾏を開始予定。 
・ 定期的に家庭移⾏⽀援が可能かどうかケースをそれぞれ挙げてもらい、当課で家庭移⾏⽀援のケ

ース⾒込みを把握している。 
・ 各施設の⼩規模化、地域分散化の現状を整理し、施設へのヒアリングを実施し、施設毎の⽬標値

を設定。 
・ 今後、代替養育が必要な⼦ども数等⾒直し、再度検討予定。 

 
【対象市区】 

・ 未委託⾥親を対象とした研修の実施により、スキルの底上げを図り、委託できる⾥親の増加を⽬
指している。 

・ 施設の機能転換等については、各施設⻑と適宜協議を実施している。 
・ 児相職員がケースワーク時点で⾥親委託を優先的に検討できるよう、⾥親委託に関する知識・理

解を深める職員向け研修を実施。 
・ 有効な対策が⾒いだせていない 
・ ⼩規模化・多機能化に向けた各施設との調整等 
・ 毎⽉の⾥親相談会の実施や、⾥親不在地区での積極的な広報啓発等、⾥親推進に資する取り組み

により⼀層尽⼒しています。 
 
⒃ QⅤ−1 策定要領について、計画策定においてより具体的に説明が欲しい項⽬や内容 
【都道府県】 
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・ 計画期間後半の⾒直しに当たっては、国において、⾥親等委託率だけでなく、様々な視点から評
価するための⽬標項⽬を設定すると思われるが、いずれの項⽬についても⽬指すべき基準として
国の⽬標値を⽰す場合は、その背景、算出根拠の具体的な説明が欲しい。 

・ 児童養護施設の設置数を減らしていくという計画策定になるのか？単に定員数の減と更なる⼩規
模化をしていく計画策定になるのかを早めに⽰していただきたい。 

・ 計算式により数値を算出するような項⽬については、どういう数値を⽤いればよいのか、具体的
に分かりやすく記載してほしい。 

・ （５）⾥親等への委託の推進に向けた取組、（６）パーマネンシ―保障としての特別養⼦縁組等の
推進のための⽀援体制の構築に向けた取組に関連し、令和３年度分社会的養育推進計画に基づく
取組状況調査中の「家庭養育率」について。特別養⼦縁組の推進に向けた取組が進むと、⾥親委
託率としては下がるように⾒えるが、⽬標値としては、双⽅をどのような位置づけとして設定す
るのがよいか。その考え⽅についてご教⽰いただければと思う。 

・ 具体的な取り組みや⽀援の⽅法についての例⽰が少なく苦労した。多くの事例を提⽰していただ
けるとイメージをが浮かびやすく有効であると考える。 

・ フォスタリング機関、児童家庭⽀援センター等の整備⽬標の基準や施設（特に乳児院）の⼩規模
及び地域分散化、⾼機能化及び多機能化・機能転換のモデル提⽰など。 

・ 計画策定を要する項⽬に直接関係している国の財源措置 
（※国の財源措置があるかないか？⾦額が⼗分か？不⼗分であるなら県単独での予算措置がなさ
れているかは必ず議会等で問われるところ） 

・ ⼦どもの意⾒聴取に係る頻度、意⾒聴取員の主体、実施⽅法等の詳細な内容 
・ 代替養育を必要とする⼦ども数を算定する際に、今後の児童養護施設等における定数や措置費等

の考え⽅も合わせて説明が欲しい。（児童養護施設等に説明が必要なため） 
・ 国における計画の進捗管理について、策定要領が⽰される段階で⽅針を⽰していただきたい。 
・ 乳児院や児童養護施設以外の児童福祉施設（児童⼼理治療施設、児童⾃⽴⽀援施設、⺟⼦⽣活⽀

援施設など）についても、必要に応じ⽅針等を記載いただきたい。 
・ 退所児童等のアフターケア（社会的養護⾃⽴⽀援事業）において，他の福祉施策との関連を含

め，いつまで，どこまで児童相談所が関与するべきなのか具体的に⽰してもらいたい。 
・ 政策決定プロセスにおける当事者の参画 

⼦どもや社会的養護を経験した者の視点や意⾒・意向の反映⽅法等 
・ 「代替養育を必要とする⼦ども」という⾔葉が指し⽰す範囲（施設種別や年齢）について、新し

い社会的養育ビジョンをベースに考えたが、計画策定にあたり、より明確な定義があれば策定が
スムーズであったのではないかと考えている。 

・ ⾥親委託率の算出⽅法の統⼀などの検討をお願いしたい。 
・ 児童養護施設等への措置される児童が減っていくことに対して施設運営の⾯での経済的な⽀援等

の⾒通しを持つことができるように説明を頂きたい。 
・ 施設の⼩規模化等に係る⽬標値の設定⽅法について 
・ 施設の現状等を踏まえた⾥親委託率の設定⽅法について 
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【対象市区】 
・ ⼩規模かつ地域分散化の例外とされるケアニーズの⾼い児童の具体的内容 
・ ⼩規模グループケア加算の取り扱いなど各種措置費の今後の⾒込み 
・ こども数の⾒込み等の算出⽅法 
・ 推計値算出に係る潜在需要等、算出が難しい項⽬について、各⾃治体の解釈が分かれることのな

いよう基準を明確にしていただきたい。 
・ ⾃治体ごとの地域特性なども勘案した策定要領を⽰していただきたい。 

 
⒄ QⅤ−2 策定要領について、2022 年度の児童福祉法改正や⾃治体ごとの取組状況を踏まえて内容を⾒
直すべき項⽬とその理由 
【都道府県】 

・ 計画例が複数掲載してあると、計画の構成などが理解でき有り難い。 
・ 「代替養育を必要とする⼦ども数の⾒込み値」等、計画策定に関連して採⽤する数値については、

他⾃治体がどの数値を採⽤しているか等を⼀覧でまとめた資料などあると有り難い。 
・ 全体：家庭養育優先原則は⼤前提だが、施設養育の必要性についても⾒直しが必要。ケアニーズ

が⾮常に⾼い⼦ども以外にも、施設養育が必要な⼦どもは確実にいる。⼦ども１⼈１⼈に最も合
った養育環境の提供が最重要と考える。 

・ ⾥親等委託率について：国の⽰す数値でなく、⾃治体の実情に応じ設定できるようにしてほしい。
養⼦縁組の成⽴や、乳幼児のアセスメントのための施設⼊所、短期⾥親や緊急⼀時保護委託⾥親
など、現在の委託率には反映されない点についても考慮されるようにしてほしい。 

・ 施設の⼩規模かつ地域分散化について：策定要領だけの話ではないが、⼩規模かつ地域分散化は、
地域（特に都市部）の実情に応じて進めていくことを前提にしてほしい。⼈材確保・育成が⼗分
でない中での⼩規模・地域分散化は、施設にとってリスクが⼤きい。 

・ ⾥親委託率については、児童の状態により⾥親委託が馴染まない児童もいることから、全国⼀律
の数値⽬標を設定するのではなく、数値⽬標算出に係る基本的な考え⽅を設定し、それに基づき
各地域毎に数値⽬標を設定する形に⾒直した⽅が良いと考える。 

・ 児童の中には発達特性が強い児童も多く、⾥親への委託が困難なこともある。また、地域⼩規模
施設においても職員は実質的には常時１名勤務となっており、対応が困難な状態にあることから、
本体施設に⼀定数の定員を確保することができる制度に⾒直すことが必要と考える。 

・ ⾥親委託率（75％）を全国⼀律に適⽤するのではなく、地域の実情に応じた実現可能な⽬標値と
しての⾥親委託率を設定すべき。 
（理由） 
・各地域によって施設の有無等、社会資源に差がある。そうした資源を有効に活⽤し、そのうえ
で、家庭的養護（⾥親・ＦＨ）で対応できる児童を委託していかないと、不調により委託先を
転々とする児童が増加し、最悪の場合、被措置児童虐待に発展してしまう可能性が⾼い。 
・専⾨的な処遇が必要な児童に対応できる⾥親は未だ少ない状況である。 

・ 各地域におけるフォスタリング機関、⾥親⽀援専⾨員等の⾥親⽀援体制を構築するための⼈材確
保や財政的⽀援が必須であるが、当県においては⼈材確保に各施設が課題を抱えている状況であ
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る。 
（2.5.2 の⾃由記述回答と重複） 

・ 家庭への復帰に最⼤限努⼒するとしつつも、⾥親委託率の⾼い⽬標値が⽬⽴っており、実態との
乖離が著しいことから、⾥親等委託率の⾒直しが必要であると考えている。 

・ （３）②「児童家庭⽀援センターの機能強化及び設置促進に向けた取組み」について 
⇒当⾃治体では、⼦ども家庭センターや市町村では⼿が届かない、地域に密着した専⾨性の⾼い
相談対応等の課題がある場合に、児童養護施設等の⾼機能化や多機能化の⼀環として、今後の整
備を検討していくとしており、あらかじめ計画を⽴てることが困難なため。 

・ （６）「パーマネンシー保障としての特別養⼦縁等の推進のための⽀援体制の構築に向けた取
組」 
⇒個⼈の選択であり、あらかじめ把握できるものではないと考えるため。 

・ ⼦どもの権利擁護の取組みについて 
⇒アドボケイトの第三者性等を考慮すると、⾃治体として取組みを進めたいと考えても、社会的
資源がなく実施ができない場合も想定されるため、KPI設定等については配慮いただきたい。 

・ 令和４年改正児童福祉法で改正された内容については、改正法の内容に合致するような修正など
は必要と思う。 

・ ⾥親委託率について、現状の⾃治体間格差を踏まえた、適切な⽬標の設定と進捗管理 
・ 新規項⽬を含め、指標については、他の照会（福祉⾏政報告例）で算出・回答する数値と重複を

避けるなど、作業負担の軽減になるよう御配慮願いたい。また、指標における算出すべき内容
（範囲等）がより明確かつ算出に係る負担が少なくなるよう御配慮いただきたい。 

・ 社会的養護経験者の⽀援体制については、現在本県では⾦銭的な援助を⾏っているが、質的な相
談⽀援については実施できていなかったため、拠点の設置を含めて検討を⾏っている。 

・ ⼩学⽣以上などの施設へ⼊所が⻑い児童は措置変更されることについて、いい印象をもっておら
ず、何か悪いことをしたために措置変更されているのではないかという思いを持っている児童も
いる。そのため、ケースワークの⼊り⼝や⾥親へのイメージ等の問題について変えていく必要が
あり、検討を⾏っていきたいと考える。 

・ 施設の⼩規模化等に係る⽬標値 
理由：現在、明確な⽬標値を各施設で設定していないため。 

・ ⾥親等委託率 
理由：代替養育を必要とする⼦どもの⾒込み数が現状と乖離しているため。 

・ 令和６年４⽉施⾏の改正児童福祉法において規定されている「社会的養護⾃⽴⽀援拠点事業」及
び「意⾒表明等⽀援事業」について、⼦どもの最善の利益を考慮するうえで最も重要な事業とな
ってくることから、⾥親等委託率のような、より具体的な算出式を⽤いた指標例を設定するべき
ではないか。 

 
【対象市区】 

・ ⾥親等委託率の⽬標値について、全国⼀律で「未就学児は 75％以上、学童期以降は 50％以上」と
する点について、地域特性も勘案した⽬標設定としていただきたい。 
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⒅ QⅤ−3策定要領の「評価のための指標例」について、他に追加や修正が必要な点 
【都道府県】 

・ 国は、各都道府県の計画の各取組の指標を取りまとめ、進捗のモニタリング及び評価を⾏うこと
を⽬的に、ホームページ上で公表しているが、⾃治体によって⼈⼝や財政事情、⾥親を含む社会
的資源の状況は様々である。計画の進捗のモニタリングや評価を⾏うに当たっての指標を⽰す際
には、⼦供の最善の利益の確保の観点に⽴った上で、全国⼀律ではなく、地域の実情に配慮すべ
きである。 

・ 全般に、具体的な取り組みの例⽰が少なく、またそれに対する国からの⽀援などの情報がないた
め、評価の指標例などを多く挙げていただけるとありがたい。 

・ ⾥親の委託率の伸びが最終的な結果とはなるが、それまでにハード、ソフト両⾯の整備体制につ
いて指標があり、その後時間をかけて達成するということが⼦ども達への負担が少ないと考え
る。 

・ 児童相談所の職員配置については、１⼈の担当職員が持つ⼈⼝規模が３万⼈規模なのか、それと
も管理職を含めて対応する職員を⼈⼝で割った際の⼈⼝規模が３万⼈なのかを⽰して頂きたい。 

・ 「⾥親等への委託の推進に向けた取組」及び「施設の⼩規模かつ地域分散化、⾼機能化及び多機
能化・機能転換に向けた取組」の指標について、⾥親と施設が各々で⽬標値達成に向けて努めて
いるところではあるが、家庭的な養育を推進するという観点からいうと関係機関が相互に関⼼を
持ち、⼦どもの最善の利益のために協⼒して進めていくべきと思われる。そのため、各々で指標
例を設定するのではなく、令和６年４⽉施⾏の改正児童福祉法において法定化された「親⼦再統
合⽀援事業」と合わせて総合的に家庭的養育を推進するための指標を設定すべきではないか。 
※例えば家庭的養育に移⾏するべき⼦どもの⾒込み数を算出して⽬標値を出し、その⽬標値を達
成するための⽅法として上記のどの⽅法でも良いといった内容のもの。 

 
【対象市区】 
なし 
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４． 都道府県等事例インタビュー調査：事例集（⽂字のみ版）                
 都道府県等インタビュー調査に関しては、調査結果として事例集を第Ⅲ章−２で掲載しているが、そ
の中の⽂字のみを抜き出した資料として以下に提⽰する。	
	
⑴ ⼦どもの権利を尊重した⼀時保護所の設計・運営（江⼾川区） 
＊基礎情報 

n ⼦ども数：102,401⼈（令和 4年 4⽉ 1⽇時点） 
n 代替養育が必要な⼦ども数：325⼈（令和 3年度末時点） 
n 児童相談所数：１か所 
n 児童虐待相談対応件数：1,666件（令和 3年度） 

 
＊施策① ⼦どもの⽣活に⽬を向けた保護所の設計（居室・浴室の個室化） 

• ⼀時保護所は社会的養護における福祉機関として⼦どもが初めて出会う場所であり、⼗分に⼦ど
もの権利保障がなされたものを設計しなければならないという幹部職員の強い意向も背景にあ
った。その中で先進的とされる⾃治体を複数視察し、今後の⼀時保護所で配慮しなければならな
いポイントについて検討を深めた。  

• 設計に関して、図⾯の段階から建設業者と何度もやり取りして、⼗分な擦り合わせを⾏った。そ
の上で、各児童の居室は個室(12 平⽶程)として、⽣活スペースでは⼤きな開放的なリビングを設
置し、リビングと居室が連続する設計とした。また、プライベート空間を⼗分に確保し、浴室に
関してもすべて個室とした。  

• ⼦どもが過ごすにあたり、体育室と⼟の庭が必須と考えて⼟地を探す段階から配慮した。また、
活動空間と⽣活空間のそれぞれに広いリビングを設置し、⼦ども定員に対して⼗分なスペースを
確保した。  

• 保護した⼦どもの⽣活に⽬を向けて、⼦どもにとってどのような空間が良いのか、⼦どもがどう
感じるのか、という視点を⾏政担当者が計画段階で⾒失わずにいることが⼀番⼤切であり、それ
に基づいて設計を⾏う必要がある。 

 
＊施策② 私物の持ち込み、お⼩遣い制度の導⼊ 

• 江⼾川区では危険物や現⾦等を除いて、服装も含めて私物の持ち込み可としている。その背景に
は、⾃分の物が使えない・⾃分の服が⼀切着られないなど、⼦どもを守る場所として感じる違和
感や疑問などを職員も含めて議論してきた経緯がある。  

• また、毎⽉決められた⽇にお⼩遣いを渡して、⾃由に買い物をしてもらうことも⾏っている。買
うものは明確に規制しておらず、⼦どもの判断に任せている。基本的には各児童でわきまえて⾏
動しており、買うもののバリエーションも豊富である。   

• ⼦どもの意⾒を聞いていく中で、⾃分専⽤のものが欲しいことや追加で欲しいものなど、たくさ
んの意⾒を聞いてきた。⾃分で選んでものを買う体験をしていない⼦どもも多く、その背景には
意思が尊重されていない家庭環境があると気がついたので、保護所において⼦どもの意⾒を⼤切
に尊重していくようにしている。⼦どもが⾃由に意⾒表明できることは今後の⽣きるなかで⾮常
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に⼤切と感じている。 
 
＊施策③ こども会議の開催 

• 毎⽉テーマを決めて全員参加としており、各グループ 1時間話したあと全体で話し合うことを⾏
っている。保護所全体での購⼊品なども検討事項としてあがっており、実際に決定されたものは
購⼊するようにしている。 

• ⺠主的な⼿続きに従って決めたことは実現することを形作りたいと考えており、出された意⾒は
直後の職員会議でも検討し、それを⼦どもたちへもう⼀回フィードバックする 。  

• こども会議で話し合われた内容は、壁の新聞に⼀定期間掲⽰される。最近では「保護所を良くし
よう⼤作戦」と題して、他の⼦どもや職員への意⾒、こうしてほしいという要望などたくさんの
意⾒が出て⾮常に活気のあるものとなった。  

• こども会議でたくさんの意⾒が出されていることを踏まえると、⼦どもの⼒を知ると同時に信頼
することが職員の⼤きな⼒になっていると感じている。  

 
＊課題・今後の取組⽅針 

n ⼀時保護が⻑期化しており、全国平均よりも 10⽇ほど⻑い。要因の⼀つとして、社会的養護の受
け⽫の不⼗分さががある。特に、⼼理治療が必要な⼦どもの⾏き先がなく、養育の場、治療の場
が奪われている現実がある。 

n 職員の専⾨性が担保され、経験の蓄積や研修によってスキルアップされながら中堅職員、スーパ
ーバイザーになっていける⼈材育成・⼈事制度をどう作っていくか。 

 
⑵ 市町の⽀援体制強化に向けた関係機関との連携促進（⼭⼝県） 
＊基礎情報 

n ⼦ども数：185,301⼈（令和 3年 10⽉ 1⽇時点） 
n 代替養育が必要な⼦ども数：451⼈（令和 4年 3 ⽉ 31⽇時点） 
n 児童相談所数：6か所 
n 児童虐待相談対応件数：662件 

 
＊施策① 泣き声通告・⾯前DV通告の市町への送致 

• 平成 28 年の児童福祉法改正を踏まえ、今後の地域における⽀援の中⼼は市町が担うという認識
を共有し、県と市町が協⼒して⽀援体制の強化を進めていくこととした。 

• まず、児相に連絡があった泣き声通告や⾯前DVによる⼼理的虐待の通告を市町に送致し、初期
段階から市町が対応する取組を始めた。送致後に市町でリスクが⾼いと判断したケースや専⾨的
⽀援が必要なケースは児相が対応することを前提として取組を進めている。 

• 市町による初期対応は定着してきており、市町職員が家庭訪問等の経験を重ね、地域の中⼼とな
って⽀援を検討することで、対応⼒の向上が図られている。また、市町が中⼼となることにより、
DV 被害者対策や⽣活保護等、市町の関係部署が担当する様々な福祉サービスを活⽤した⽀援を
検討することが可能となる点も⼤きなメリットと考えている。 
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＊施策② 市町⽀援児童福祉司の配置 
• ⼭⼝県では令和 2 年度から、中央児童相談所に、県内全市町の⼦ども家庭⽀援担当職員との連絡

調整を担う、市町⽀援児童福祉司を配置している。 
• 市町⽀援児童福祉司は、⼦ども家庭総合⽀援拠点の早期設置を⽬標に、市町への個別訪問や会議

の開催を⾏なっており、市町の担当者が感じている課題について把握を進めた。 
• こうした取組の結果、令和４年４⽉に県内全市町に⼦ども家庭総合⽀援拠点が設置された。 
• 市町⽀援児童福祉司の活動を通して、県内市町の取組状況を集約し、先進事例や事業推進に当た

っての課題等を全市町の担当者が共有できた点は⾮常に効果的であった。 
• 市町にとって、市町⽀援児童福祉司の活動が効果的なものとなるようにという視点から、現場が

直⾯している課題の把握や会議の開催⽅法など、活動のあり⽅を適宜⾒直している。 
 
＊施策③ 市町及び児童相談所の専⾨性の理解につながる研修 

• ⼭⼝県では、児童相談所職員を対象とした研修に市町職員も参加可能としている。また、要保護
児童対策地域協議会の調整担当者を対象とした研修は、児童福祉司の法定研修と併せて実施して
おり、研修への参加が相互の専⾨性に関する理解促進につながっている。  

• 児童虐待への対応経験が少ない市町職員に対して、市町⽀援児童福祉司が個別に訪問して、児童
虐待対応の基礎研修を実施している。加えて、オンラインによる研修も実施している。  

• 各児相では、管内の市町職員に対して、児相の援助⽅針会議への参加を働きかけている。特に該
当市町のケースに関して、児相のアセスメントの過程を⾒学していただくことは、市町職員の専
⾨性の向上につながっている。  

• さらに、県内６か所の児童相談所において、各児相管内の教育、警察、⺟⼦保健など様々な分野
の関係者が集まる研修を実施している。同じ地域で⼦どもを⽀える関係者が⼀緒に研修を受講す
ることによって、顔の⾒える関係づくりが進むことを⽬標としている。  

 
＊施策④ 児童家庭⽀援センターの設置促進 

• ⼭⼝県では、児童虐待防⽌には⾝近な相談機関の設置が効果的であるという認識のもと、児童家
庭⽀援センターの設置に努めてきた。令和４年現在で県内に５か所設置している。 

• 市町と児家センの連携が深まり、市町からは、夜間の相談対応やショートステイの委託に加え、
養育⽀援訪問事業や⼦ども家庭⽀援拠点事業の委託など、児家センの専⾨性を活かせる事業を委
託されている。県では、こうした取組の横展開にも取り組んでいきたい。  

• 市町の⼦ども家庭⽀援担当部署は必ずしも⼗分な⼈員体制ではないことから、市町と⺠間機関が
連携して対応することが効果的と考えており、市町は必要に応じて児家センからの⽀援も受けな
がら、泣き声通告や⾯前DV通告の送致に対応している。 

 
＊課題・今後の取組⽅針 

n 市町においては、担当者の経験不⾜等の要因により、⽀援の具体的な⽅向性について悩む場⾯が
多いという声も聞いている。今後は、市町の⽀援体制の整備から個別ケースに対するケースワー
クまで、⼀貫して技術的⽀援を⾏うことができる⼈材が必要と考えている。 
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⑶ 緊急⼀時保護における乳幼児の⾥親委託推進（⼤分県） 
＊基礎情報 

n ⼦ども数：166,033 ⼈（令和 3年 10⽉ 1⽇時点） 
n 代替養育が必要な⼦ども数：445⼈（令和 4年 3 ⽉ 31⽇時点） 
n 児童相談所数：2か所 
n 児童虐待相談対応件数：1,664件（令和 3年度） 
n ⼀時保護所の定員数：22⼈ 
n ⼀⼈あたりの平均保護⽇数：23⽇（令和 3年度） 

 
＊施策① 「乳幼児短期緊急⾥親事業」の開始（令和 3年 7⽉〜） 
 背景 

• ⼤分県では養育⾥親のリクルートを進める中で、平成 27年頃から「⾚ちゃん短期⾥親」として委
託対象児童を限定した⾥親の登録に取り組んできた。令和２年度末時点で数組の⾥親が「⾚ちゃ
ん短期⾥親」として⼦どもを受託してくれていた。 

• しかし、「⾚ちゃん短期⾥親」であっても⼀般家庭であることから、児童相談所から、夜間・休⽇
に⼀時保護の委託打診をすることには、ためらいがあった。また、県内には乳児院が 1ヶ所しか
なく、遠隔地から移送する場合の⼦どもへの負担等についても課題を感じていた。 

• こうした背景の中、⽇本財団との家庭養育推進⾃治体モデル事業のひとつとして⺠間フォスタリ
ング機関と協働して「乳幼児短期緊急⾥親事業」に取り組むこととなった。 

 
 取組 
 ◆事業の概要◆ 

• 「乳幼児短期緊急⾥親」として⺠間フォスタリング機関と契約した⾥親は、毎⽉定額の報酬を受
け取り、原則 24時間 365 ⽇、児童相談所から依頼があれば乳幼児の⼀時保護に応じる。  

• 原則、休⽇・夜間も含め常時委託可能な⾥親として登録しているが、⾥親側が都合により委託が
難しい⽇時は、毎週、⺠間機関があらかじめ確認して児童相談所に連絡している。  

• 契約する⾥親の選定は、すべての養育⾥親に案内⽂書を送付し応募制とした。選考にあたっては、
地域性を考慮し県内全域をカバーできるようにした｡ 

• 令和 3年度は 5家庭、令和 4年度は 7家庭が乳幼児短期緊急⾥親として契約を締結している。   
 ◆実際の流れ◆ 

• 委託打診は、児童相談所から乳幼児短期緊急⾥親に直接⾏う。性別、⽉齢、⼦どもの特性などそ
の時点で分かる範囲で⼦どもの状況を伝える。また、実際の委託となった場合には⾥親家庭に児
相が⼦どもを移送し、⽒名、アレルギーや病気の有無、ミルクや離乳⾷等の説明を⾏う。 

• 児童相談所では、原則 2歳以下の乳幼児に関しては、全て乳幼児短期緊急⾥親に委託打診を⾏う
こととしている。きょうだい児、⼀時保護委託先がない⼦どもは 5歳児でも委託したケースがあ
る。医療的ケア児や発達特性が顕著で家庭養育に困難が予想される場合は、乳児院・児童養護施
設に⼀時保護委託した。 

• ⺠間フォスタリング機関は、⾥親に粉ミルク・おむつ・ベビーベッドなど必要物品の提供、委託
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可能⽇の確認（毎週）、研修・意⾒交流の開催などを担当。また、事業開始前や開始後の説明会等
も担い、応募者や乳幼児短期緊急⾥親に丁寧な説明を⾏なっている。 

 
 効果 

• 乳幼児短期緊急⾥親は、県内全域をカバーできるよう選考しているので、⼦どもにとっても移送
負担が軽減した。また、⼀時保護においても、個別ケアの特性を活かした環境が提供できること
は⾮常に⼤きなメリットである。 

• ⾥親からは、「短期緊急」という制限のある中で、⼦どもに対して関わる意義等について、悩んで
いるという声も聞かれる。しかし、児相としては短期であっても家庭環境の中で安⼼して過ごす
ことができることは、⼦どもの発育・発達に⾮常に良い影響を与えると考えている。  

• ⼀般家庭であるため感染症リスクによる受⼊制限が⼀律に⾏われることがなく、柔軟な対応がで
きる。  

• 児相職員は休⽇夜間であっても遠慮なく委託打診ができることは⾮常に安⼼。これまでは、委託
先の確保は時間がかかることも多かったが、連絡を取り、すぐに委託先が決まることは児相とし
てはありがたい。 

 
＊課題・今後の取組⽅針 

n ⾥親への⼀時保護委託が増えたため、委託後の⾥親家庭訪問など児相職員の負担が増えた⾯があ
る。また、年末年始の委託不可⽇が多く、今後改善が必要。 

n モデル事業を開始して、⼦どもにも児相職員にもメリットは多く、短期緊急⾥親体制は価値があ
る。継続的な実施のために、今後モデル事業の制度化を望む。 

 
⑷ こどもを核としたまちづくりによる⼀貫した⼦ども家庭⽀援（明⽯市） 
＊基礎情報 

n ⼦ども数：50,512⼈（令和 4年度） 
n 代替養育が必要な⼦ども数：72⼈（令和 4年度 11⽉ 1⽇時点） 
n 児童相談所数：１か所 
n 児童虐待相談対応件数：695件（令和 3年度） 

 
＊施策① 中核市における児童相談所の設置 

• 明⽯市では「こどもを核としたまちづくり」を掲げて施策推進してきた。特例市から中核市とな
り、各種のこども施策・⽀援を⾏っていく上での総合拠点として 2019 年 4 ⽉に児童相談所を開
設した。 

• 開設に際して、市⻑や担当者が 10 ヶ所以上の児童相談所の視察に⾏き、良いところを積極的に
取り⼊れた。また以前は課題であった、都道府県と市の組織の違いによって⼦どものリスク認識
に温度差が⽣じることや、緊急⼀時保護など意思決定に時間がかかることが改善された。  

• 市で独⾃の児相を持つことは、相談受付から家庭復帰後まで責任を持って明⽯市の⼦どもを⽀援
することができる点が⼤きなメリットである。また、障害福祉部⾨や⽣活保護部⾨は市で担って
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いるため担当者間の連携がしやすく、町内会や⺠⽣委員など地域との関係も強いため協働がしや
すいメリットも挙げられる。  

 
＊施策② 常勤弁護⼠の複数配置 

• 常勤弁護⼠は介⼊部⾨と相談⽀援部⾨にそれぞれ 1⼈ずつ計 2名配置している。児相は時には⼈
権も制限するような強い⾏政権限を⾏使するため、根拠法令をしっかりと押さえた対応ができる
メリットがある。 

• 職務はケースワーカーに近い仕事を担い、援助⽅針会議等にも参加する。特に、裁判所への提出
書類の作成や、情報公開請求への対応、弁護⼠会や警察・検察との調整・連携を担い、今後は⼀
時保護の司法審査についても中⼼的な役割を果たす予定である。 

• 常勤配置により、法的素養を持つ弁護⼠が⼀緒に仕事をすることで、相談のハードルが下がり気
軽に相談することができる。常勤であれば必要なタイミングですぐに相談でき、また、適時にア
ドバイスを受けられるメリットがある。 

 
＊施策③ 各⼩学校区の⾥親配置の⽬標化 

• 社会的養護において⾥親の果たす役割が⾮常に⼤きいという認識のもと、児相開設以前から「あ
かし⾥親 100%プロジェクト」と銘打って、⾥親相談会の毎⽉開催など、⾥親を市⺠に知って頂
きその担い⼿を増やす活動を⾏ってきた。   

• ⾥親を⽀援する体制も構築してきた。法定研修受講の際の交通費⽀援や、初めて委託された際の
スタート⽀援として受け⼊れに必要な物品を購⼊する商品券等の⽀給、⾥⼦と⼀緒に市内施設(科
学館や博物館など)を無料で使っていただけるように⽀援を⾏なっている。   

• 明⽯市内に⼩学校は 28 校あり、すべての校区で⾥親がいる状態を⽬指すプロジェクトを進めて
いる。各校区に⾥親がいることで、ショートステイの担い⼿にもなって頂き、ショートステイ中
でも学校を休むことなく通うことが出来る。   

• 明⽯市の⼦どもは市⺠みんなで育てるという意識のもと、単にショートステイや措置中の⼦ども
を預かるだけでなく、⾥親が地域における⼦育て⽀援の拠点のような役割を果たして頂きたいと
考えている。⾃分は⾥親になれなくても⾥親家庭をみんなで応援しようという機運を⾼めるため、
各校区への配置を進めている。   

 
＊課題・今後の取組⽅針 

n ⾥親等委託率などの⽬標を掲げて取組を進めているが、最近では発達障害を持つ児童や、養育に
スキルの必要な児童を⻑期で預かるケースも増えてきており、そういった専⾨性を求められる⾥
親の確保が今後の課題となっている。 

 
⑸ ⺠間機関等との連携・協働による養⼦縁組の推進（東京都） 
＊基礎情報 

n ⼦ども数：1,887,608⼈（令和 3年度末時点） 
n 代替養育が必要な⼦ども数：3,673 ⼈（令和 3年度末時点） 
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n 児童相談所数：１0か所（東京都児相のみ） 
n 児童虐待相談対応件数：26,074件（令和 3年度、特別区児相含む） 

 
＊施策① ⺠間フォスタリング機関との密な連携・協働 

• 東京都では、事業委託している⺠間フォスタリング機関の職員が配置される等、⾥親家庭の⽀援
を⾏っている。メリットとしてはツールの共有等により業務連携が⾮常に取りやすい点が⼤きく、
⾥親のリクルートから登録に⾄るまでスムーズに進められる。  

• ⺠間フォスタリング機関に委託するメリットとしては、職員の異動が少なく同じ職員によって⻑
期的視点で包括的に⾥親⽀援を継続できること、また⺠間ならではの柔軟な発想できめ細かい⽀
援ができることが挙げられる。⼀定の基準を確保しつつ、研修や⽀援にそれぞれの独創性がある
ことも重要である。  

 
＊施策② ⺠間あっせん機関と児童相談所の連携 

• 平成 30 年 4 ⽉の「⺠間あっせん機関による養⼦縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法
律」の⼀部施⾏後、東京都では⺠間あっせん機関との連携を重要視しつつ、意⾒交換の場を設定
するなど、その在り⽅を検討してきた。その上で、令和 3年度より連携の仕組みをモデル的に実
施しており、児童相談所内または⺠間あっせん機関内で養親候補者が⾒つからない場合に打診し
て候補者を紹介することを⾏っている。  

• ⺠間あっせん機関は全国的に幅広い養親候補者と繋がっており、東京都としてもその点が⾮常に
メリットと感じている。⼀⽅で、遠⽅の養親の場合には、児童福祉司も出向いて児童の様⼦の確
認や関係機関との連携を図る必要があるため、児童相談所の負担も⼤きい。⼀⽅で、⺠間あっせ
ん機関側からも、連携する⾃治体によって連携の進め⽅が異なるなどの課題が聞かれている。 

• ⺠間あっせん機関に登録されている養親へも養親候補者を募ることができる仕組みは、養親の多
様性の⾯においてメリットも⼤きく、児童の福祉の視点からは⾮常に⼤切と感じている。 

 
＊施策③ 養⼦縁組成⽴後の⾥親等に対する個別⽀援事業の実施 

• 東京都では令和 4年度より、養⼦縁組成⽴後の⾥親等に対する個別⽀援事業（ライフストーリー）
を無料で実施している。⾥親⽀援機関へ委託する形で、⼀般的な講義に加えて縁組家庭の個別の
事情に応じた⽀援を⾏うことを⽬的としており、真実告知や児童の⽣い⽴ちの整理（ライフスト
ーリーワーク）をどのように⾏えばいいかなど専⾨家に相談できる体制を構築している。 

• 養親への⽀援は 3 ステップで⾏なっており、ステップ 1 では講義形式で真実告知の必要性や意義
などを取り扱い、ステップ 2 では各家庭の状況に合わせて個別相談を実施、ステップ 3ではグル
ープワークにより当事者同⼠の悩みの共有等を⾏なっている。それに加えて、児相職員、⺠間フ
ォスタリング機関職員・⾥親⽀援機関、各施設の⾥親⽀援専⾨相談員などに向けて専⾨家による
講義や事例検討を実施し養⼦縁組成⽴後の⾥親への⽀援⼒向上を図っている。   

• 養⼦縁組成⽴直後よりも、ある程度年数を重ねた家庭にこそ真実告知等の⽀援の必要性があると
考えている。⼀⽅で、年数が経つと児相との関わりをもたない家庭も多くなり、縁組家庭に⼤切
な情報を届けることに難しさを感じている。  
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＊課題・今後の取組⽅針 

n ⺠間あっせん機関と児童相談所の連携においては、それぞれが把握している養親や児童の情報や
ノウハウをどのように共有し、⽀援に活⽤していくかが⼤きな課題である。 

n また、児童の出⾃を知る権利の保障の観点から、⽀援の経過など個⼈情報の管理や開⽰の在り⽅
についても、整理が必要な課題である。 

 
⑹ 施設の多機能化・機能転換による地域⽀援メニューの充実（福岡市） 
＊基礎情報 

n ⼦ども数：247,227⼈ 
n 代替養育が必要な⼦ども数：295⼈ 
n 児童相談所数：１か所（福岡市こども総合相談センター） 
n 児童虐待相談対応件数：2,685件 
n 市内の各施設数：乳児院(２か所)、児童養護施設(３か所)、児童⼼理治療施設(１か所) 

 
＊施策① 乳児院・児童養護施設の多機能化・機能転換の取組 
 背景 

• 福岡市では 2005 年頃から⾥親委託推進を開始し、⺠間団体との協働による市⺠参加型の⾥親制
度普及や乳幼児短期⾥親のリクルートなど様々な取組を経て、新規措置児童の⾥親委託率が上昇
した。  

• 児童相談所における「家庭移⾏⽀援係」の設置により、施設へ措置中の児童に関しても、家庭復
帰や親族養育への移⾏、特別養⼦縁組、養育⾥親への委託などのケースマネジメントの強化を⾏
い、結果として施設⼊所児童が減少した。 

• 加えて、各施設への⼀時保護専⽤施設設置による⼀時保護の地域分散化や、ショートステイ事業
の受け⽫拡⼤を積極的に施設に働きかけることにより、地域で暮らす家族と施設との繋がりが増
え、それぞれのニーズを把握していく中で、予防的な地域⽀援に向けた多機能化への意識が少し
ずつ芽⽣えていった。 

 取組 
• 市内の乳児院において、様々な課題を抱える親⼦に向けた宿泊型の⽀援を令和 4 年度から実施。 
• また、同じ乳児院において通所型のペアレントトレーニングとして PCIT(親⼦相互交流療法)を

令和 5年度から実施予定。どちらも令和５年度から福岡市の予算事業として、宿泊型・通所型を
併せた親⼦関係構築⽀援を乳児院で⾏う 。 

• あわせて、令和５年度からは、乳児院、児童養護施設、⺟⼦⽣活⽀援施設、⾥親家庭（⺠間フォ
スタリング機関）において、親⼦ショートステイも開始し、より短期のレスパイト⽬的の親⼦宿
泊のニーズに応えていく。 

• 児童養護施設の多機能化･機能転換として、⼀時保護委託やショートステイ等の短期養育に加え、
個別訪問型のペアレントトレーニングとして SafeCare(親⼦相互交流、安全環境づくり)を令和 5
年 2⽉よりモデル実施。訪問員研修や実施ガイドライン作成、各種様式整備を児童養護施設が中
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⼼となって⾏った。 
 
＊施策② 産前産後の⺟⼦⽀援拠点の開設（令和 2 年度〜） 

• 令和 2 年度より⺟⼦⽣活⽀援施設の多機能化として、産前･産後⺟⼦⽀援センター『Comomotie
（こももティエ）』を開設。市から産前･産後⺟⼦⽀援事業を委託し、⾏政窓⼝へ妊娠届を出す前
の妊娠葛藤の把握･相談、必要な訪問⽀援、産前も含む⺟⼦⼊所⽀援などを実施。 

• 相談から産婦⼈科等への同⾏⽀援、産前の居場所提供、⽣活困窮相談や各種申請⼿続⽀援、就労
⽀援まで幅広く⾏うことで、相談に来る⽅と継続的につながっていくことができる。 

• ⺠間機関のメリットとして、SNS等の活⽤による気軽な相談受付や、⾏政に対して抵抗感のある
⼈への⽀援提供が可能となる点があげられる。 

• 令和５年度から⺟⼦⼊所専⽤室の拡充（１室→４室）や⼈員体制強化、妊婦等訪問⽀援事業の開
始を予定。 

 
＊施策③ 児童⼼理治療施設の開設（令和 2 年度〜） 

• 令和 2 年度より児童⼼理治療施設を開設し、これまで市外の施設を頼らざるを得なかった⼆次障
がいが⽣じている発達障がいを持つ⼦どもや虐待を受けた⼦どものケアなど短期の⼼理治療を
担っている。 

• 「⼊所機能」と「通所機能」を併せ持つ形で、あくまで家庭養育優先原則のもと⼗分なアセスメ
ントによる⽀援計画を⽴て、⼊所期間が⻑期とならないようなケースマネジメントと通所⽀援に
よるサポート（⾥親家庭の⽀援も含む）を⾏う。  

 
＊課題・今後の取組⽅針 

n 各施設が担う短期養育や多機能化による親⼦⽀援・家庭⽀援の事業について、⾏政区や児相が把
握している家庭への⽀援に活かせるよう、⾏政側の活⽤好事例の蓄積やケースマネジメント⼒の
向上、官⺠の情報共有による効果的な⽀援展開などが課題といえる。 

n また、医療的ケアが必要な⼦どもや発達特性の著しい⼦どもなどケアニーズの⾼い⼦どもへの質
の⾼いケアを中⼼として、これまでの対応スキルの蓄積も踏まえて、乳児院・児童養護施設等の
⾼機能化も課題である。 
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